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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

総括研究報告書 

受動喫煙防止等のたばこ対策の推進に関する研究 

研究代表者  中村 正和  公益社団法人地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センター長 

  

研究要旨 

本研究は、たばこ規制枠組み条約（FCTC）に照らして特に取組みが遅れている受動喫煙防止、広
告・販売促進・後援の禁止、健康警告表示の3政策に重点をおき、政策化に役立つエビデンスの構築
と実効性のある政策の提言を目的としている。 
たばこ規制を実施する上での基礎データとなる喫煙に関連するコストを最新データを用いて推計し
た。その結果、能動喫煙と受動喫煙の超過医療費はそれぞれ11,669億円、3,233億円、生産性損失は
入院増加が2,494億円(能動喫煙1,672億円・受動喫煙821億円)、喫煙離席が5,496億円となった。 
受動喫煙防止の法規制で問題となるサービス産業の経済に与える影響について、全席禁煙化を行っ
た某ファミリーレストランの営業収入の分析の結果、喫煙専用室を設置して客席を全席禁煙化した場
合、営業収入は禁煙化前に比べて有意に増加することが明らかになった。たばこ産業等による政策干
渉の実態把握の結果、FCTCで求められている建物内禁煙の実現を阻害する意見具申等を行っている
実態が確認された。法規制において規制の対象とならないことが多い家庭内や自動車内で子どもが受
ける受動喫煙を防ぐための条例案を作成し、自治体への提示と意見交換を行った。 
受動喫煙の他者危害性の理解につながる曝露指標の文献的検討の結果、特異的ニトロソアミンやD

NAのメチル付加体の１つである7-メチルグアニンが有用であると考えられ、後者について実用化に
むけて基礎的検討を開始した。 
他者危害性の認識についてインターネット調査を実施し、受動喫煙の他者危害性を認識していない
者では、受動喫煙防止対策として屋内を全面禁煙とすることを支持する傾向が低いことがわかった。
この調査にあわせて、広告等の規制に対する実態ならびに意識調査と警告表示の財務省改定案のイン
パクトを調べる調査を実施した。その結果、たばこ広告を禁止することについては半数近くの回答者
が肯定的な認識を示していること、警告表示の改定案のインパクトは現行の表示と比べて大差がない
ことが明らかになった。 
成人喫煙率減少の目標達成に必要な対策を検討した結果、受動喫煙防止の法制化、健診等の場での
短期介入普及、クイットラインの実施に加えて、たばこ価格を現行の2倍以上に引き上げる必要があ
ると推定された。そのほか、肺機能検査や質問票によるCOPDスクリーニングがCOPDの認知度や禁
煙率に及ぼす効果を調べるためのRCT研究計画を作成した。 
政策化に関わる活動としては、2018年度からの第三期の特定健診・特定保健指導の見直しにむけ
て、禁煙支援の義務化と受動喫煙の健康影響の情報提供に関する政策提言を作成し、関連学会と協働
して厚生労働省に要望書を提出した。その結果、受動喫煙の健康影響に関する情報提供が努力義務と
して実施される見通しとなった。 

研究分担者 所属機関名 職名 

中村正和 地域医療振興協会 センター長 

大和浩 産業医科大学産業生態科学研究所 教授 

河井一明 産業医科大学産業生態科学研究所 教授 

五十嵐中 東京大学大学院 特任准教授 

田淵貴大 大阪府立成人病センターがん予防情報センター 課長補佐 

欅田尚樹 国立保健医療科学院 部長 

平野公康 国立がん研究センター 研究員 

原田正平 聖徳大学児童学部 教授 

岡本光樹 岡本総合法律事務所 所長 

大森久光 熊本大学大学院生命科学研究部 教授 

片野田耕太 国立がん研究センター 室長 

研究協力者 所属機関名 職名 

大島明 大阪府立成人病センターがん予防情報センター 顧問 

曽根智史 国立保健医療科学院 次長 

河本知秀 医療法人千希会河本医院 理事長 

谷直樹 谷直樹法律事務所 所長 

片山律 萱場健一郎法律事務所 弁護士 

太田勝造 東京大学大学院法学政治学研究科 教授 

米村滋人 東京大学大学院法学政治学研究科 准教授 
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飯田香穂里 総合研究大学院大学先導科学研究科准教授 

姜 英 産業医科大学産業生態科学研究所 助教 

戸次加奈江 国立保健医療科学院 研究員 

十川佳代 国際がん研究センター(IARC) Postdoctoral Fellow 

仲下祐美子 千里金蘭大学 看護学部  講師 

尾上 あゆみ 熊本大学大学院生命科学研究部  研究員 

 

A．研究目的 

本研究は、国民の健康を守る観点から、わが

国が批准している WHO のたばこ規制枠組み条

約（FCTC）に照らして国際的に特に取り組み

が遅れている受動喫煙防止、広告・販売促進・

後援の禁止、健康警告表示の 3 政策に重点をお

き、政策化に役立つエビデンスの構築を行い、

実効性のある政策提言を行うことを目的として

いる。 

 

B．研究方法 

１．受動喫煙防止の法規制の強化 

喫煙ならびに受動喫煙のコストについて、2010

年の医療経済研究機構の「喫煙のコスト推計」

の手法を踏襲しつつ、2016年のたばこ白書を含

む最新のデータを用いて推計を行った（五十嵐

班員）。 

公開されている受動喫煙防止対策の強化に関

する資料にもとづき、健康増進法の一部を改正

する法律案の検討過程を整理した。店舗改装に

伴い、厚生労働省が発表したたたき台に沿った

対策を一部導入した大手ファミレスにおける営

業収入の相対変化を改装前後で比較し、禁煙化

が飲食店の営業収入に及ぼす影響を調べた（大

和班員）。 

たばこ産業等による国や自治体の受動喫煙防

止対策への政策干渉の実態を明らかにするため、

日本たばこ産業等が公開している資料等を用い

て分析を行った（原田班員）。 

子どもは自らの意思で受動喫煙を避けること

が極めて困難であり、保護の必要性が高いもの

と考えられることから、法律の専門家および小

児科医師等と意見交換を行い、自動車内・家庭

内での受動喫煙防止にむけた検討を行った（岡

本班員）。 

他者危害性の理解につながる曝露指標を検討

するため、1960年から 2016年までに出版され

た受動喫煙の曝露指標に関する論文を検索し、

文献レビューを行った（河井班員）。 

受動喫煙の他者危害性を啓発するメディアキ

ャンペーンの方法論の開発にむけて、インター

ネットを用いて受動喫煙の他者危害性の認識に

ついての調査を 2017 年 1 月に実施した（田淵

班員）。 

 

２．広告・販売・後援の禁止 

国民を対象とした広告等の規制に関する意識

調査を実施した。調査は前述の他者危害性の認

識についてのインターネット調査にあわせて、

2017年 1月に実施した（平野班員）。 

 

３．健康警告表示の強化 

財務省改定案のインパクトを複数の指標を用

いて調べる実験的研究の実施にむけて、国民を

対象とした財務省改定案に関する意識調査を実

施した。調査は前述の他者危害性の認識につい

てのインターネット調査にあわせて 2017 年 1

月に実施した（欅田班員）。 

 

４．成人喫煙率減少の目標達成に必要な対策内

容の検討 

健康日本 21（第二次）の喫煙率の目標値を達

成するために実行可能性のあるたばこ対策の組

み合わせについて先行研究にて検討を行ったが、

今回新たにその後の喫煙率の変化を踏まえて、

2015年の喫煙率をベースラインとして検討した

（片野田班員）。 

 

５．COPD を含めたたばこの健康影響に関する

啓発と禁煙推進 

COPD を含めたたばこの健康影響の啓発と禁

煙を推進するためのシステムを構築するため、

質問票による簡易スクリーニングがCOPDの認
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知度や禁煙率の向上につながるかをRCT研究に

より明らかにするための研究デザインを作成し

た（大森班員）。 

 

６．特定健診・特定保健指導における禁煙支援

の制度化に伴う財政影響の推計 

27学会からなる禁煙推進学術ネットワークと

協働して、特定健診・特定保健指導における禁

煙支援の制度化に伴う財政影響について試算を

して、厚生労働省へ要望書を提出した（中村班

員）。 

 

７．わが国のたばこ会社の政策干渉の実態把握 

たばこ会社の政策干渉の実態や対策について、

開発された評価指標（Assunta, 2014）を用いた

諸外国の状況と比較するための検討を開始した

（中村班員）。 

 

（倫理面への配慮） 

個人を対象としたアンケート調査、介入研究、

ヒト由来資料を用いた研究を行う場合には、研

究者の所属する施設の倫理審査委員会の承認を

得て適正に進める。全ての研究事業は厚生労働

省「人を対象とする医学系研究に関する倫理指

針」（2014年 12月 22日）を遵守して行う。ア

ンケート調査においては、個人情報保護法に基

づきデータ等は匿名化番号等による管理とし、

対応表は個人情報管理者が保存して、プライバ

シーを保護する。介入研究においては、対象者

に研究目的、方法等を説明し、承諾を得た上で

研究を行う。 

 

C．研究結果 

１．受動喫煙防止の法規制の強化 

たばこ規制・対策を実施する上で基礎データ

となる喫煙ならびに受動喫煙のコストについて

は、日本医療経済研究機構が 2005年時点での推

計を行っているが、その後の医療費、喫煙率等

の変化に加え、能動喫煙、受動喫煙の最新の疫

学研究成果が反映されていない。そこで、2005

年時点での推計の手法を踏襲しつつ、2016年 8

月に厚生労働省がとりまとめた「喫煙と健康 喫

煙の健康影響に関する検討会報告書」を含め、

最新のデータを用いて、2014年時点での推計を

行った。超過医療費は能動喫煙 11,669億円、受

動喫煙 3,233億円と推計された。2005年推計に

比べて、前者については喫煙率の低下を反映し

て 2,830 億円の減少、後者については新たに喫

煙との関係が確実と判定された脳卒中による医

療費が推計に含められたため 1,802 億円の増加

となった。超過入院による労働力損失はそれぞ

れ 1,672億円、821億円と推計され、2005年推

計との比較では超過医療費の結果とほぼ同様の

傾向がみられた。同じデータを用いて超過罹患

数についても推計した結果、能動喫煙79.2万人、

受動喫煙24.2万人と推計された（五十嵐班員）。 

2016年10月に厚生労働省から発表された「受

動喫煙防止対策の強化について（たたき台）」で

は、飲食店等のサービス産業の施設管理者に「原

則建物内禁煙（喫煙室設置可）」を義務づけるこ

とが提案された。「たたき台」に対する業界から

のヒヤリングにおいて、飲食店等を禁煙化した

場合の営業収入低下に関する危惧が複数の業界

から寄せられている。これに反証するエビデン

スとして、改装に合わせて「たたき台」に沿っ

た対策を一部導入している某ファミリーレスト

ランの改装前後の営業収入を比較した。その結

果、喫煙専用室を設置して全席禁煙化を行った

場合、実施前に比べて実施から 2～13ヵ月後の

営業収入は実施前に比べて有意に増加するとい

う結果を得た。少数施設での検討ではあるが、

喫煙専用室を設けない屋内全面禁煙化でも営業

収入の減少はみられなかった（大和班員）。 

たばこ産業等による国や自治体の受動喫煙防

止対策への政策干渉の実態を明らかにするため、

日本たばこ産業等が公開している資料等を用い

て分析を行った。受動喫煙防止関連の条例を検

討していない自治体を含め、FCTC で求められ

ている建物内禁煙の実現を阻害する意見具申等

を行っている実態が確認された（原田班員）。 
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海外では、子供が同乗している自動車内での

喫煙を罰則付きの法律で禁止する国が増えつつ

ある。日本ではほとんど議論されていないが、

自動車内は受動喫煙の曝露レベルが高く、子供

が自らの意思で避けることが極めて困難であり、

保護の必要性が高いものと考えられる。今年度

は、自治体むけの条例の暫定的な案文を作成し、

すでに受動喫煙防止条例を制定している北海道

美唄市に提示し、規制の可能性について意見交

換を行った（岡本班員）。 

他者危害性の理解につながる曝露指標を検討

するため、文献レビューを行った。その結果、

ニコチン代謝物は、たばこ特異性ならびに精度

が高く、測定が比較的容易であることを確認し

た。他者危害性の理解につながる新しい曝露指

標として、発がん物質の曝露指標であるたばこ

特異的ニトロソアミン（尿、血液、毛髪）や DNA

損傷の指標である 7-メチルグアニン（尿）等が

有用であると考えられ、後者については基礎的

検討を開始した（河井班員）。 

受動喫煙の他者危害性について各種メディア

等を通じて正しい認識を国民に浸透させること

は、日本における受動喫煙防止対策の進展に役

立つと考えられる。そこで、今後のメディアキ

ャンペーンで提供するコンテンツを検討するに

あたり、受動喫煙の他者危害性の認識と支持す

る受動喫煙防止対策についてインターネット調

査を実施した。受動喫煙防止対策として屋内の

全面禁煙を支持すると回答した割合を受動喫煙

の他者危害性の認識の有無別に検討した。その

結果、認識している者で屋内の全面禁煙を支持

する割合は職場 63.1%、家庭 76.9%、飲食店

55.8%であるのに対して、認識していない者で

は、職場 43.5%、家庭 49.3%、飲食店 36.8%と、

認識している者に比べて低い傾向にあることが

分かった（田淵班員）。 

 

２．広告・販売・後援の禁止 

たばこ製品の広告は、たばこ事業法第 40条に

基づく「製造たばこに係る広告を行う際の指針」、

および日本たばこ協会「製造たばこに係る広告、

販売促進活動及び包装に関する自主規準」に従

って行われている。そのため、世界保健機関

（WHO）の 2014 年時点の評価において、受動

喫煙防止とメディアキャンぺーンと同様、4 段

階評価で最低の評価となっている。2016年 6月

の財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科

会表示等部会では、「運用面で課題が認められる

ことから、まずは業界自体がその改善に取り組

むべき」とまとめられており、FCTC で求めら

れている対策内容と比して乖離が大きい。そこ

で、国民を対象とした広告等の規制に関する意

識調査を実施して、たばこに関する広告への国

民意識の現状を把握した。その結果、たばこ広

告を禁止することについては非喫煙者の過半数

が、全体でも半数近くの回答者が肯定的な認識

を示していることが明らかになった（平野班員）。 

 

３．健康警告表示の強化 

たばこの警告表示については、わが国の表示

は文字情報だけを 30%の表示面積に示した

FCTC で求める最低基準にとどまっている。こ

のため、喫煙者が表示から受けるインパクトが

小さいことが国際比較調査の結果から明らかに

なっている。現行のたばこパッケージの警告表

示（注意文言）は 2005年から導入されたもので

あり、10 年以上経過する中で、2016 年から財

政制度等審議会たばこ事業等分科会において改

定の検討がなされている。その改定案として、

文字数の多い注意文言の文字数を削減し、簡潔

な表現で、読みやすい文字の大きさにすること、

加えて、全てのパッケージに未成年者の喫煙防

止に関する注意文言を追加すること等が示され

ている。しかし、すでに諸外国 100ヵ国以上で

導入されている画像付きの表示については検討

がなされておらず、改定後も警告表示としての

インパクトが低いことが予想される。そこで、

財務省改定案のインパクトを画像付きの表示等

と比較検討するための意識調査を行った。その

結果、喫煙者において警告表示を読む割合が「今
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と変わらない」「どちらかというと今と変わらな

い」と回答した者の割合は 72.2%、改定案につ

いて「警告が弱すぎてあまり評価しない」「どち

らかというと警告が弱く、あまり評価しない」

と回答した者の割合は 16.7%と、改定案のイン

パクトが喫煙者にとっても小さいと認識されて

いることが示唆された（欅田班員）。 

 

４．成人喫煙率減少の目標達成に必要な対策内

容の検討 

健康日本 21（第二次）およびがん対策推進基

本計画の目標値である「2022年度までに成人喫

煙率 12％」（男女同変化率の場合、男性 19.8%、

女性 5.2%）を達成するための対策を検討した。

日本で実施可能性が比較的高い受動喫煙防止法

制化、健診等の場での短期介入普及、およびク

イットラインについて、先行研究に基づいて効

果を推定すると、集団禁煙率を 1.4 倍にすると

推計された。この効果を実測成人喫煙率の変化

率に適用すると、2022 年の成人喫煙率は男性

24.4%、女性 7.2%となると予測された。目標値

までの差分をたばこ増税・価格の引き上げで実

現するためには、現行の価格（440 円）を約 2

倍以上に引き上げる必要があると推定された（片

野田班員）。 

 

５．COPD を含めたたばこの健康影響に関する

啓発と禁煙推進 

わが国で広く実施されている健診・ドックを

活用して、COPD 等のたばこの健康影響の啓発

と禁煙を推進するシステムを構築するため、質

問票によるCOPD簡易スクリーニングがCOPD

の認知度や禁煙率の向上につながるかをRCT研

究により明らかにするための研究デザインを作

成し、研究協力機関との協議を開始した（大森

班員）。 

 

６．特定健診・特定保健指導における禁煙支援

の制度化に伴う財政影響の推計 

第三期の特定健診・特定保健指導の見直しに

むけて、特定健診・特定保健指導における禁煙

支援の義務化と受動喫煙の健康影響の情報提供

に関する政策提言案を作成し、27学会で構成さ

れる禁煙推進学術ネットワークと協働して厚生

労働省に対して要望書を提出した（「特定健康診

査・特定保健指導における禁煙支援の義務化等

に関する要望書」、2016年 8月 17日、資料 1）。

同年 12月に要望書を再度提出し、特定健診の問

診票に含める受動喫煙に関する具体的な質問項

目をあわせて示した（「特定健康診査・特定保健

指導における禁煙支援の義務化等に関する再要

望書」、2016年 12月 20日、資料 2）。本研究班

は、要望書の作成にあたり、禁煙支援の義務化

と受動喫煙の健康影響の情報提供に関する枠組

み（図表 1）を検討するとともに、その要望書

案を作成した。これらの政策化に伴い期待され

る経済効果の推計を行い、その具体額を資料と

ともに要望書に示した（資料 3）。2013 年度特

定健診受診者 2,510 万人を対象に、特定健診・

特定保健指導の場ですべての喫煙者を対象に禁

煙支援を15年間継続実施した場合の経済効果を

推計した結果、最初の数年間は禁煙治療費の増

加額が、喫煙関連医療費の削減額や特定保健指

導費の削減額を上回るが、単年で 6 年目、累積

で8年目には黒字に転じ、15年目には累積で432

億円（割引率 3%）の経済効果が得られると推定

された（図表 2）（中村班員）。 

 

７．わが国のたばこ会社の政策干渉の実態把握 

たばこ会社からの政策干渉の実態や対策につ

いて国際比較を行うため、FCTC の内容に沿っ

て開発された評価指標（Tobacco Industry 

Interference Index）を用いてわが国の状況の評

価および検討の作業を開始した（中村班員）。 

 

 

D．考察 

喫煙は今なお日本人の死亡に関わる最大のリ

スク要因である。喫煙による超過死亡数は年間

約13万人、受動喫煙では約1万5千人にのぼる。
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喫煙はADLの低下や認知症のリスク要因であり、

健康寿命の短縮を引き起こす。経済面からみて

も、たばこ税収を上回る超過医療費、労働力損

失等の経済損失が生じている。わが国における

たばこ対策は 2003年の健康増進法の施行以降、

その取組みが進んできた。しかし、2005年に発

効したWHOのたばこ規制枠組み条約（FCTC）

で求められている内容と比較すると、WHO が

提唱する6つの主要政策のうち、受動喫煙防止、

広告・販売促進・後援の禁止、健康警告表示や

メディアキャンペーンの 3 政策の取組みが特に

遅れている。 

本研究では、これらの研究成果を踏まえて、

特にわが国で取組みが遅れている受動喫煙防止

の法規制の強化、広告・販売・後援の禁止、健

康警告表示の強化の3政策を重点テーマとして、

政策化の検討に役立つエビデンスの創出と実効

性のある政策提言を行う研究を実施し、政策の

推進に資することを目指している（図表３）。 

研究初年度である 2016 年度の主な研究成果

は、図表４のとおりである。ここでは 2016年度

において政策化の動きがあった受動喫煙防止と

警告表示のほか、第三期（2018年度）の見直し

にむけた特定健診・特定保健指導における禁煙

支援を取り上げ、考察する。 

今年度、受動喫煙防止の法規制の実現につな

がるエビデンスの構築として、受動喫煙による

超過医療費と入院に伴う労働力損失の推計、受

動喫煙の他者危害性に関わる意識調査、大手フ

ァミレスにおける禁煙化の飲食店の営業収入に

及ぼす影響の検討、受動喫煙の他者危害性の理

解につながる曝露指標の検討を行った。そのほ

か、法規制の対象外となることが多い自家用車

等の自動車内ならびに家庭内での受動喫煙防止

の規制について、子どもの健康を守る観点から

検討を行い、自治体レベルでの実現を目指すた

め、条例案を作成し、自治体への提示と意見交

換を行った。 

受動喫煙防止の法規制で問題となるサービス

産業の経済に与える影響については、全席禁煙

化を行った某ファミリーレストランの営業収入

の分析の結果、喫煙専用室を設置して客席を全

席禁煙化しても営業収入は禁煙化前に比べて有

意に増加することを明らかにした。また、少数

施設での検討ではあるが、喫煙専用室を設けな

い全面禁煙化でも減少はみられないという結果

を得た。 

受動喫煙防止の法規制強化の動きとして、

2016年1月から省庁横断の検討チームが東京五

輪にむけて検討をすすめ、2016 年 10月には厚

生労働省から受動喫煙防止対策の法規制の強化

案が発表された。その後、関係団体の公開ヒヤ

リング等を踏まえて内容を一部変更し、2017年

3 月には罰則を伴う健康増進法改正にむけた対

策強化の基本的な考え方が示された。厚生労働

省の案では実行可能性を考慮して、サービス産

業については喫煙専用室の設置を認める案とな

っているが、今後の方向性としては、公共場所

や職場において国際標準である屋内全面禁煙化

の実現が必要である。研究成果として得られた

飲食店等のサービス産業への経済影響をはじめ、

法規制の必要性の根拠となる受動喫煙による医

療費等への影響や他者危害性に関するエビデン

スは、今後国会等での審議において有用と考え

る。上述の全席禁煙化を行った某ファミリーレ

ストランの営業収入分析の結果は、飲食店の種

類が限定されているものの、飲食店において喫

煙専用室の設置を認めている厚生労働省案が経

済影響の観点からも現実的かつ実効性が期待で

きる政策であることを示す有用なエビデンスと

考えられる。 

2016年 2月から財務省が改定の検討を開始し

たたばこパッケージの注意文言については、同

年 6 月に発表された改定案に関する意識調査を

実施し、改定案のインパクトは特に喫煙者で小

さく、健康警告表示として不十分であることを

明らかした。本研究成果は注意文言の改定をよ

り実効性のあるものにする上で有用な根拠とな

り得る。 

第三期（2018年度）の特定健診・特定保健指



7 

導の見直しにむけて、過去の研究班で有効性を

確認し厚生労働省からのマニュアルを作成して

いる短時間禁煙支援（1－2分程度）と、わが国

で諸外国において認識が遅れている受動喫煙の

健康影響に関する情報提供の普及を図るため、

本制度における禁煙支援の義務化と受動喫煙の

健康影響に関する情報提供に関する政策提言を

作成し、27学会で構成される禁煙推進学術ネッ

トワークと協働して厚生労働省に対して 2016

年 8月と 12月に要望書を提出し、関係者と意見

交換を行った（「特定健康診査・特定保健指導に

おける禁煙支援の義務化等に関する要望書」

2016年 8月 17日、「特定健康診査・特定保健指

導における禁煙支援の義務化等に関する再要望

書」2016年 12月 20日）。本要望書の作成にあ

たり、特定健診・特定保健指導の場での禁煙支

援を義務化した場合に期待される経済効果の推

計を行い、その具体額を資料とともに要望書に

示した。その結果、第三期において禁煙支援の

義務化は実現しなかったが、受動喫煙の健康影

響に関する情報提供については、健診当日を含

め、本制度の中で努力義務として実施される見

通しとなった。禁煙支援については、すでに第

二期から努力義務となっているが、第三期にむ

けて特定保健指導の対象とならない非肥満者も

含め、原則全ての喫煙者を対象に禁煙支援を実

施するようプログラムの改訂が行われる見通し

となり、本研究班もその作業に関わることにな

った。 

その他の政策化に関わる活動として、15年ぶ

りとなる厚生労働省の「喫煙と健康 喫煙の健

康影響に関する検討会報告書」（いわゆるたばこ

白書）の改訂作業に研究メンバー8 名が編集者

または執筆者として関与するとともに、うち 2

名は喫煙と疾患の関連性の因果関係の判定にも

関わった。喫煙と疾患の因果関係の評価は今回

わが国で初めて実施され、今後の政策推進にあ

たっての最新のエビデンスの創出に貢献した。

執筆を担当した内容を図表 5に示す。 

 

E．結論 

今後超高齢化社会の到来にむけて、生活習慣

病や介護の原因に深く関係する喫煙ならびに受

動喫煙の低減を図ることの社会的意義は大きい。

国際的に取組みが遅れている受動喫煙防止等の

たばこ対策の推進を目指して、政策化に役立つ

質の高いエビデンスの構築と実効性のある政策

提言を行う。 

 

F．健康危険情報 

特に記載するべきものなし 

 

G．研究発表 

１．論文発表 

（研究代表者：中村正和） 

1) 道林千賀子, 中村正和, 坂井友美, 表志津子: 

岐阜県内市町村のたばこ対策の推進の実態. 

東海公衆衛生雑誌, 4(1): 110-119, 2016. 

2) 仲下祐美子, 大島明, 増居志津子, 中村正和: 

たばこ規制に対するたばこ使用者を対象にし

た調査結果の国際比較. 厚生の指標, 63(6): 

24-32, 2016. 

3) 杉山賢明, 遠又靖丈, 武見ゆかり, 津下一代, 

中村正和, 橋本修二, 宮地元彦, 山縣然太朗, 

横山徹爾, 辻一郎: 健康日本 21（第二次）に

関する国民の健康意識・認知度とその推移に

関する調査研究. 日本公衆衛生雑誌, 63(8): 

424-431, 2016. 

4) 長谷川浩二, 尾崎裕香, 小見山麻紀, 高橋裕

子, 中村正和: 診療ガイドラインにおける禁煙

推奨の位置づけに関する調査研究. 日本公衆

衛生雑誌, 63(12): 758-768, 2016. 

5) Masakazu Nakamura, Masaaki Abe, 

Masayuki Ohkura, Joan Treadow, et al: 

Efficacy 

ofVareniclineforCigaretteReduction Before 

QuittinginJapaneseSmokers: A 

SubpopulationAnalysisoftheReduce to 

QuitTrial. Clin Ther, 2017, doi: 10.1016/ 

j.clinthera.2017.03.007 [in press] 
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6) 中村正和: 第 15 回禁煙推進セミナー 喫煙に

よる健康被害－個人から社会へ どうして減ら

ない喫煙率. 日本循環器学会専門医, 24(2): 

300-306, 2016. 

7) 中村正和: 日本の受動喫煙対策について. 日

本疫学会ニュースレター, 48: 1-2, 2016. 

8) 中村正和: 患者の禁煙率向上につながるエビ

デンスと日常診療への応用. 月刊地域医学, 

30(12): 1032-1037, 2016. 

9) 中村正和: 受動喫煙の防止へ国際標準並み規

制強化を. 月刊公明, 135: 52-57, 2017. 

10) 中村正和: Case2 行動科学を活用した禁煙支

援. 小谷和彦編: かかりつけ医必携！地域包

括ケア時代における行動変容と継続支援. 東

京: じほう, p11-24, 2016. 

 

（研究分担者：大和浩） 

1) 大和浩: 受動喫煙防止対策の現状と今後の方

向性. 安全衛生コンサルタント, 37(121): 6-15, 

2016. 

 

（研究分担者：平野公康） 

1) Hirano, T., Tabuchi, T., Nakahara, R., 

Kunugita, N., Mochizuki-Kobayashi, Y. 

Electronic Cigarette Use and Smoking 

Abstinence in Japan: A Cross-Sectional 

Study of Quitting Methods. International 

Journal of Environmental Research and 

Public Health 2017; 14(2), 202. 

2) 平野公康: 喫煙者は受動喫煙防止の法制化に

反対していない . 世論時報 , 49(10); 14-19, 

2016 

 

（研究分担者：岡本光樹） 

1) 岡本光樹: 各論Ⅲ・4. 子供が同乗する車内で

の受動喫煙防止への法整備. 東京都医師会タ

バコ対策委員会編「喫煙率低下に向けて我々

医療職がすべきこと（答申）」；p44-53, 2017. 

 

 

（研究分担者：片野田耕太） 

1) 片野田耕太, 堀芽久美, 生活習慣病とがん. 血

液内科, 2016. 73(4): p. 509-16. 

2) Hori, M., Tanaka, H., Wakai, K., Sasazuki, 

S., Katanoda, K., Secondhand smoke 

exposure and risk of lung cancer in Japan: a 

systematic review and meta-analysis of 

epidemiologic studies. Jpn J Clin Oncol, 

2016. 46(10): p. 942-951. 

 

２．学会発表 

（研究代表者：中村正和） 

1) 中村正和: シンポジウム 患者の禁煙率向上に

つながるエビデンス. 第 7回日本プライマリ・

ケア連合学会学術大会, 2016年 6月, 東京. 

2) 中村正和: シンポジウム 禁煙治療の新しいエ

ビデンスと今後の展望. 第48回日本動脈硬化

学会総会・学術集会, 2016年 7月, 東京. 

3) 中村正和: シンポジウムⅢ 禁煙を決意させる

ディスカレッジ・スモーキング戦略. 第 10回

日本禁煙学会学術総会, 2016年 10月, 東京. 

4) 中村正和: シンポジウム アドボカシーにつな

がるエビデンスの構築－政策研究と人材育成. 

第 75回日本公衆衛生学会総会, 2016年 10月, 

大阪. 

5) 中村正和: ランチョンセミナーⅡ 禁煙治療保

険償還 10年－その成果と課題. 第 10回日本

禁煙学会学術総会, 2016年 10月, 東京. 

6) 中村正和: シンポジウム4 禁煙治療・支援 わ

が国の禁煙支援・治療の現状と課題. 第 26回

日本禁煙推進医師歯科医師連盟総会, 2017年

2月, 茨城. 

7) 中村正和: 市民公開講座 2 公共場所を禁煙と

する法規制にむけた日本の取組み. 第 6 回国

際結核肺疾患予防連合アジア太平洋地域学術

大会, 2017年 3月, 東京. 

8) 道林千賀子, 中村正和, 坂井友美, 表志津子: 

市町村レベルのたばこ対策の実施状況と推進

体制との関連. 第 10回日本禁煙学会学術総会, 

2016年 10月, 東京. 
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（研究分担者：大和 浩） 

1) 姜英, 道下竜馬, 大和浩. 121自治体の職場禁

煙化とタバコ値上げによる男性職員の喫煙率

減少の評価. 第 89回日本産業衛生学会. 2016

年 5月, 福島. 

2) Jiang Y, Kakiuchi N,  Morita Y, Michishita 

R, Yamato H. Questionnaire survey on the 

use and awareness of new types of tobacco, 

including e-cigarettes, among Japanese 

workers ． The 26th China-Korea-Japan 

Joint Conference on Occupational Health. 

2016年 5月, Bejing. 

3) 大濱尚, 柿木理衣, 橋本和明, 山本彩加, 姜英, 

道下竜馬, 大和浩. 産業医科大学の敷地境界

を含む完全禁煙を達成することの意義. 第 34

回産業医科大学学会・第 36回産業医学推進研

究会九州地方会. 2016年 10月, 北九州. 

4) 姜英, 垣内紀亮, 守田祐作, 道下竜馬, 大和浩.  

勤労世代における電子タバコの使用状況と意

識の実態調査. 第 34回産業医科大学学会・第

36回産業医学推進研究会九州地方会. 2016年

10月, 北九州.  

5) 大和浩, 姜英, 道下竜馬. 東京五輪・パラリン

ピック大会にむけた屋内施設全面禁煙化のた

めの法規制. 第 75 回日本公衆衛生学会総会. 

2016年 10月, 大阪. 

6) 姜英, 道下竜馬, 大和浩, 中川常郎. 子どもが

自家用車で曝露されるタバコ煙濃度の評価. 

第 10回日本禁煙学会学術総会. 2016年 10月,

東京. 

7) 姜英,道下竜馬,大和浩.禁煙化または分煙化を

実施した飲食店の営業収入の変化. 第 10回日

本禁煙学会学術総会. 2016年 10月, 東京. 

8) 大和浩. 喫煙・受動喫煙による害の矮小化. 第

10 回日本禁煙学会学術総会. 2016 年 10 月, 

東京. 

9) 大和浩, 姜英, 道下竜馬. 東京五輪・パラリン

ピック大会にむけた屋内施設全面禁煙化のた

めの法規制. 第 75 回日本公衆衛生学会総会. 

2016年 10月, 大阪. 

10) 大和浩. 受動喫煙対策. 第 26回禁煙推進医師

歯科医師連盟学術総会. 2017年 2月, つくば. 

11) 姜英, 大和浩. 全面禁煙化におけるサービス産

業の営業収入の変化. 第 26回禁煙推進医師歯

科医師連盟学術総会. 2017年 2月, つくば. 

12) 中田光紀, 大和浩. 働く人々における喫煙・受

動喫煙と労働災害の関連. 第 26回禁煙推進医

師歯科医師連盟学術総会. 2017年 2月, つく

ば. 

13) 山田妙子 , 中田光紀 , 大和浩 . 労働者の喫

煙・受動喫煙と主観的健康感との関連. 第 26

回禁煙推進医師歯科医師連盟学術総会. 2017

年 2月, つくば. 

14) 姜英, 福與駿介, 道下竜馬, 大和浩. 喫煙室で

のポスター掲示による教育効果と禁煙企図の

改善の評価. 第 26回禁煙推進医師歯科医師連

盟学術総会. 2017年 2月, つくば. 

 

（研究分担者：河井一明） 

1) 川﨑祐也、李 云善、葛西 宏、渡邉晋太郎、

河井一明. 禁煙による酸化ストレスマーカー

尿中 8-OHdG値の変動. 平成 28年度日本産

業衛生学会九州地方会学会. 2016年 7月, 北

九州. 

2) 河井 一明、李 云善、葛西 宏. Effect of 

smoking cessation on oxidative stress 

status. 第 75回日本癌学会学術総会. 2016年

10月, 横浜. 

 

（研究分担者：欅田尚樹） 

1) Kunugita N, Uchiyama S, Inaba Y, Bekki K. 

Validation studies – Part 2 VOCs and 

Aldehydes (SOP_08 & 09). Sixth Meeting of 

the WHO Tobacco Laboratory Network. 

2016.5. 

2) Kunugita N, Uchiyama S, N Inaba Y, Bekki 

K. The need to develop and validate 

methods for monitoring aldehydes, 

particularly formaldehyde and acrolein in 
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e-cigarette aerosols. Sixth Meeting of the 

WHO Tobacco Laboratory Network. 2016.5. 

3) 欅田尚樹．「低有害性タバコ」開発が狙うもの．

シンポジウム III「タバコ会社の戦略」徹底研

究 〜喫煙の有害性が過小評価される原因〜 

第 10 回 日 本 禁 煙 学 会 学 術 総 会 ；

2016.10.29-30, 東京. p46. 

4) 欅田尚樹, 戸次加奈江, 稲葉洋平, 内山茂久. 

たばこ製品の健康警告表示   シンポジウ

ム「たばこ規制の推進に役立つエビデンスの

構築と政策実現にむけたアドボカシー 」 第

75回日本公衆衛生学会総会；2016.10.26-28；

大阪． 

5) 林田英樹，内山茂久，妹尾結衣，戸次加奈江，

稲葉洋平，小倉裕直，欅田尚樹．固体捕集 / 

One-pot 溶出法による iQOS から発生する化

学物質の分析．第 75 回日本公衆衛生学会総

会；2016.10.26-28；大阪．同抄録集．p.660. 

6) 欅田尚樹. 電子タバコ等、新しいタバコにつ

いて 〜化学分析から見るタバコの有害化学成

分〜. 第 48回アジア太平洋公衆衛生学術連合

国際会議(APACPH2016) 帝京大学 50 周年

記念国際学術会議,日本学術会議主催 市民公

開シンポジウム 脱タバコ社会実現をめざしタ

バコ対策の再構築; 2016.9.19；東京 

 

（研究分担者：平野公康） 

1) 平野公康 喫煙文化人の言説に見る詭弁. 第

10回日本禁煙学会学術総会.2016年 10月,東

京. 

2) 平野公康、吉見逸郎、若尾文彦 タバコパッ

ケージの警告表示について意識調査. 第 5 回

日本タバコフリー学会学術大会. 2016年 9月, 

神戸. 

 

（研究分担者：岡本光樹） 

1) 岡本光樹 「特別講演 2『子どもを受動喫煙

から守る条例』（案）の提言」 第 7回日本小

児禁煙研究会学術集会 平成 29年 2月 26日 

 

（研究分担者：片野田耕太） 

1) 片野田耕太. いわゆる「たばこ白書」-15年ぶ

りのアップデート. 第 27回日本疫学会学術総

会. 2017年 1月 26-27日. 甲府. 
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図表１．特定健診・特定保健指導における禁煙支援等 

 

 

 

図表２．特定健診・特定保健指導における禁煙支援の経済効果（累積） 

 

 

504.8 

171.5 

244.2 

0

200

400

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
年目

(億円)

医療費削減額累積 特定保健指導費削減額累積 禁煙治療費累積

単年で6年目に黒字に転じ、15年目には累積432億円の黒字となる
平成25年度 全国の特定健診受診者 2,510万人を対象に推計

医療費削減額

禁煙治療費

保健指導費削減額

【仮定】
・禁煙支援により禁煙治療の受療割合が1.6倍増加
(特定保健指導対象者では4.7倍増加)
・禁煙治療を受けた場合の禁煙率は29.7%（中医協データ）
・禁煙治療を受けない場合の禁煙率は4.2%
(自然禁煙率の1.3倍)

(*)本推計にあたっては、平成19年度厚労科学 第3次対がん研究 中村班で実施した推計モデルをもとに算出した。
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図表３．本研究の概要 

 

 

図表４．今年度の主な研究成果 

 

今年度の主な研究成果
１．受動喫煙防止の法規制の強化
・受動喫煙の他者危害性に関わる意識調査
・大手ファミレスにおける禁煙化の飲食店の営業収入に及ぼす影響の検討
・受動喫煙の他者危害性の理解につながる曝露指標の検討
・自動車内・家庭内での受動喫煙防止にむけた検討

２．広告・販売・後援の禁止
・国民を対象とした広告等の規制に関する意識調査（国際比較を含む）

３．健康警告表示の強化
・財務省の注意文言改訂案に関する意識調査

４．たばこ対策による健康面・経済面の効果予測
・第２次健康日本21における成人喫煙率の目標達成に必要な対策の検討
・喫煙、受動喫煙の医療費や入院による労働力損失の推計

５．研究成果に基づく政策提言や政策化に関わる活動
・厚生労働省のたばこ白書改訂への班員8名の参画
・受動喫煙防止の法規制強化のためのメディアアドボカシー
・学会と協働した特定健診における禁煙支援の制度化の要望書の提出

目的：わが国で取り組みが遅れている受動喫煙防止、広告・販売・後援の禁止、健康警告表示の3政策に重点をおき、
わが国に合った実効性のある政策提言をとりまとめる。

特色：たばこ政策研究において実績のある学際的な研究チームで実証的研究を実施し、政策化に役立つ質の高い
エビデンスの構築と効果的なアドボカシーの方法論を開発する点。

８．

実
効
性
の
高
い
た
ば
こ
対
策
の
政
策
提
言

①国内外の法規制の事例分析による政策化の促進・阻害要因の検討
②法的規制に伴うサービス産業等への経済影響に関する実証的研究
③他者危害性の理解につながる受動喫煙の新しい曝露指標（DNA付加体など）の検討
④受動喫煙の他者危害性を啓発するメディアキャンペーンの効果検証

３．健康警告表示の強化

２．広告・販売・後援の禁止

・異なる注意文言の表示から受けるインパクトを調べる実験的研究

①広告等の規制先進国の情報収集と国民を対象とした意識調査
②たばこ会社の政策干渉に対する法的規制の実態把握とその国際比較
③政策干渉の観点からみたたばこ産業の広告やCSR活動の分析

平成30年度

５．たばこ対策による健康面・経済面の効果評価

・健康面や経済面の効果を定量的に評価できるモデルの構築と普及

６．対策推進にあたっての法的側面からの検討

・たばこ対策推進にあたっての法的課題や効果的な解決策の検討

４． COPDを含めたたばこの健康影響に関する啓発と禁煙推進

・健康影響の啓発と禁煙を推進する効果的な保健医療システム構築にむけた実証的研究

目的と
本研究
の特色

平成28～29年度

喫
煙
率
の
低
下
・
受
動
喫
煙
曝
露
の
減
少

喫
煙
に
よ
る
健
康
被
害
・
経
済
損
失
の
減
少

検
討
事
項
と
方
法

７．たばこ規制・対策の効果評価とモニタリング

・喫煙者を対象としたたばこ対策のインパクトの評価とその国際比較
・経年的評価の指標とその情報収集の仕組みの確立

期待される
成果

１．受動喫煙防止の法規制の強化
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図表５．厚生労働省「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」執筆内容一覧 

執筆者 担当した内容 

大和浩 第 2章・第 6節 4. 慢性呼吸器疾患 p355-359 

大和浩 第 3章・第 3節 1. 受動喫煙防止の法制化 p457-470 

大和浩 第 3章・第 3節 4. 芳賀町・美唄市の受動喫煙防止条例 p492-493 

五十嵐中, 後藤励 第 1章・第 3節 たばこの経済分析 p26-30 

五十嵐中, 後藤励, 福田敬 第 3章・第 4節 2. 禁煙治療の経済性 p511-522 

後藤励, 五十嵐中 第 3章・第 8節 課税および値上げ p552-563 

田淵貴大 第 3章・第 1節 たばこ規制枠組条約(FCTC) p419-433 

田淵貴大 第 3章・第 2節 2. 受動喫煙の現状と推移 p441-444 

田淵貴大 第 3章・第 6節 マスメディアキャンペーン. p536-543 

欅田尚樹 第 2章・第 2節 2. 生体影響のメカニズム. p82-88 

欅田尚樹 第 2章・第 3節 たばこ煙への曝露の指標. p89-111 

欅田尚樹, 平野公康 第 2章・第 5節 無煙たばこ・電子たばこ等の健康影響 p314-328 

欅田尚樹 第 3章・第 5節 たばこ製品の警告表示 p523-535 

平野公康 第 1章・第 2節 たばこの流通 p13-25 

尾上あゆみ, 大森久光 第 2章・第 4節・Ⅲ-1 慢性閉塞性肺疾患(COPD) p229-236 

片野田耕太, 笹月静 第 2章・第 1節 たばこの健康影響と疾病負荷の評価 p45-54 

 

●編集および因果関係の判定担当 

   片野田耕太, 中村正和 

●執筆担当 

大和浩, 五十嵐中, 田淵貴大, 欅田尚樹, 平野公康, 大森久光, 片野田耕太 
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資料１．特定健康診査・特定保健指導における禁煙支援の義務化等に関する要望書（2016 年 8月 17 日） 
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資料２．特定健康診査・特定保健指導における禁煙支援の義務化等に関する再要望書（2016 年 12 月 20 日） 
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資料３．特定健診・特定保健指導の場での禁煙支援の制度化に伴う財政影響推計の前提と主な結果 

    《特定健診受診者を対象とした 15年間のシミュレーション》 

 

【前提】 基礎データ

（ア）特定健診受診者数 2509.7万人 2509.7万人 (*1)
（イ）特定保健指導対象数 423.5万人 423.5万人 (*1)

（ウ）特定健診受診者の喫煙率 男性32.7%
女性4.6%

男性32.7%
女性4.6%

(*2)

（エ）禁煙治療の受療割合
      ・特定健診のみの受診者における割合 1.8%と仮定 1.1% (a)日本における禁煙治療受療割合

（特定保健指導の非対象者）     (a)     保険による禁煙治療数  24.2万人(*3) ÷
　　　　　　　　　　　　　喫煙者人口 2,249万人(*4)　

　　　・特定保健指導対象者における割合 5.2%と仮定 1.1% (b) 英国における禁煙治療受療割合(*5)
(b)

（オ）禁煙治療による禁煙成功率 29.7% 29.7% (*6)

（カ）自然禁煙率 4.2% 3.2% (c) 現行の1.3倍(*7)
(c) (d) (d)　(*8)

（キ）1人あたりの禁煙治療費 56,618円 56,618円 (e)を(f)の比率で案分
(e) 5回完了費用(*9)     バレニクリン  65,510円
                       　 　　　NRT            43,620円
(f) 利用割合(*6)         バレニクリン       51.6%
                                NRT                 35.3%

（ク）1人あたりの特定保健指導価格 (*10)
　　　積極的支援 45,000円 45,000円
　　　動機付け支援 9,500円 9,500円

（ケ）喫煙関連医療費 (*11)                 　　　　　

【財政影響･･･15年間の累計, 割引率3%】
(A) 禁煙治療費の増加額 244億円

(割引を考慮しない場合) (287億円)
(B) 特定保健指導費の削減額 172億円

(割引を考慮しない場合) (223億円)
(C) 喫煙関連医療費の削減額 505億円

(割引を考慮しない場合) (673億円)
特定健診・特定保健指導の場での禁煙支援による財政影響 432億円の削減　　
(禁煙治療費、特定保健指導費用、喫煙関連医療費の収支)

・禁煙治療費は、5回の治療を全て終了した場合の費用を用いた。
・保険者負担を7割として、保険者の財政影響を推計した。

(割引を考慮しない場合　609億円)

禁煙支援の
制度化 現行

・積極的支援と動機付け支援の価格は、厚生労働省調査による事業者団体における積極的支援の価格（週刊保健衛生ニュース1402号　2007
年4月）により試算された結果の中央の値を採用し、それぞれ45000円、9500円と設定した。

・喫煙継続者、禁煙者の医療費は、廣岡らの論文（厚生の指標、2001）のデータを用いて、性年齢別の対象集団ごとに15年間の削減額を推計
した。
・本制度化に伴う禁煙治療費の増加額と、特定保健指導費および喫煙関連医療費の削減額との収支は、単年で6年目、累積で8年目より黒字
に転じた。
・特定健診・特定保健指導の場での禁煙支援の制度化により、432億円（割引率3%）の経済効果が期待できると推定された。

・特定保健指導費については、禁煙による階層化の該当項目の減少に伴う対象者数の減少を反映して15年間の削減額を推計した。

・全国の平成25年度特定健診受診者2,510万人を対象とし、15年間特定健診・特定保健指導の場で禁煙支援を実施した場合の財政影響を試
算した。

・本推計にあたっては、平成19年度厚労科学第3次対がん研究中村班で実施した推計のモデルを使用し、禁煙治療費の増加と、特定保健指導
費ならびに喫煙関連医療費の減少の収支を算出した。

・禁煙治療を受療しない者の禁煙率については、特定健診での短時間の禁煙支援を受けた場合、現行の1.3倍として推計した。なお、本推計で
は、OTC補助剤の利用割合の増加による禁煙率の上昇については考慮しなかった。

・禁煙治療の受療割合は、特定健診と特定保健指導の両方で禁煙支援を受けた場合に英国並みの5.2%、すなわち、わが国(1.1%)の4.7倍にな
ると仮定した。特定健診の場での短時間禁煙支援のみを受けた場合は、両方受けた場合の3分の1の増加割合（1.6倍）を乗じて、1.8%になると
仮定した。
・禁煙治療を受けた者の禁煙率は平成19年と平成21年の中医協の結果検証データ（指導終了9か月後の継続禁煙率）を用いた。両年における
禁煙率32.6%、29.7%のうち、低い方の数値である平成21年の29.7%を使用した。

・健診受診者における性年齢別分布、階層化に用いるリスク別の分布割合、および性年齢別喫煙率については、平成15～18年の大阪府立健
康科学センターの健診受診者データ（8,179名）における割合を用いた。

・本制度化では、特定健診と特定保健指導の場で、全ての喫煙者に「短時間禁煙支援」を、禁煙を希望する特定保健指導対象者には「標準的
禁煙支援」をそれぞれ実施する。短時間支援と標準的支援については、厚生労働省の「禁煙支援マニュアル（第二版）」に準拠して実施する。
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*1：特定健康診査・特定保健指導に関するデータ 平成23年度（厚生労働省）
*2：平成19年度厚労科学第3次対がん研究（中村班）による健診受診者モデル集団を対象とした推計
　　    大阪がん循環器病予防センター（当時 大阪府立健康科学センター）2003-2006年度健診受診者8,179名
*3：国民健康・栄養調査（2012年）より推定
*4：ニコチン依存症管理料の初回算定管理料（厚生労働省社会医療診療行為別調査2013年6月審査分）×12ヵ月
*5：ITC Project：FCTC Article 14 tobacco dependence and Cessaion：Evidence from the ITC Project.2010.（基礎データをDr.Borlandから入手）
*6：平成21年ニコチン依存症管理料実態調査　指導終了9ヵ月後の禁煙/喫煙の状況（全対象者）

*8：平成18年度厚労科学研究（下光班：研究代表者 下光輝一）による喫煙者コホート調査(2005-2006年）6ヵ月継続禁煙率
*9：平成26年4月改訂診療報酬
*10：厚生労働省調査による事業者団体における積極的支援の価格（週刊保健衛生ニュース1402号　2007年4月）
*11：廣岡康雄, 厚生の指標, 48:3-10,2001（基礎データを著者から入手）

*7：Fiore MC, et al.Treating Tobacco Use and Dependence:2008 update.Clinical Practice Guideline. Rockville: U.S. Department of Health & Human
Services. Public Health Service, 2008
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

 

分担研究報告書 

 

受動喫煙防止の法規制の強化に必要なエビデンスの構築 

 

研究分担者 大和 浩 産業医科大学 産業生態科学研究所 教授 

研究協力者  姜  英  産業医科大学 産業生態科学研究所 助教 

 

研究要旨：2015 年 11 月、閣議決定「2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準

備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針」にもとづき、受動喫煙防止対策強化検討チームが結

成され、健康増進法の一部を改正し、屋内を原則禁煙とする法律案が検討されている。2016 年 10 月にしめ

された「たたき台」をもとに関係業界・団体からヒアリングが行われたが、2017 年 3 月時点で法律案は国会

に上程されていない。 

 本研究では、これらの健康増進法の改正が検討された背景（「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」、

世界保健機関（WHO）と国際オリンピック協会の合意文書）、厚生労働省を中心となって検討している法律案

を整理し、改正が予定されている法律案のあるべき姿は飲食店等のサービス産業を含めた全面禁煙化である

ことについて解説を行った。 

 

Ａ．研究目的 

 2015 年 11 月 27 日の閣議決定「2020 年東京オリ

ンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会

の準備及び運営に関する施策の推進を図るための

基本方針」が示された。これを受け、内閣官房副

長官を議長とし、東京五輪大会に関係する省庁か

ら課長、室長が参加する「受動喫煙防止対策強化

検討チーム」が結成され、2016 年 1 月 25 日に第１

回会議が開催された。その後、同年 5月 31 日の世

界禁煙デーで「受動喫煙によるわが国の超過死亡

者数は 1.5 万人」という発表、および、8月に完成

した「喫煙と健康（いわゆるタバコ白書）」で「わ

が国の受動喫煙防止対策は最低レベル」と評価さ

れたことが多くのメディアで取り上げられた。10

月11日に関係業界に対するヒアリングを行うため

に「厚生労働省としての考え（たたき台）」が示さ

れ、10 月 31 日と 11 月 17 日にヒアリングが行われ

た。2017 年 1 月、塩崎厚生労働大臣から「健康増

進法の一部を改正する法律案を国会に上程する」

と記者会見が行われたが、2017 年 3 月時点で改正

案は確定していない状況である。 

 本研究の目的は、健康増進法の改正が検討され

た過程を整理すること、および、関係業界の中で

も「営業収入が減少する恐れがある」と強い反対

意見を表明している飲食店等のサービス産業に対

する反証を示すことである。また、先行研究より

「飲食店等のサービス産業を全面禁煙化する法律

によって、営業収入は影響を受けない」という諸

外国の論文を整理しているが、今年度は、わが国

で全席禁煙化または分煙化を実施したファミリー

レストランの営業収入の変化をより詳細に評価す

ることを目的とした。  
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Ｂ．研究方法 

研究１：厚生労働省のホームページに公開されて

いる受動喫煙防止対策の強化に関する資料と情報

を整理する。 

研究２：1970年代より全国221店舗（2015年時点）

をもつファミリーレストランでは、店舗の改装を

行う際に、全席禁煙化（喫煙専用室あり）または

分煙化（喫煙席を壁と自動ドアで隔離）による受

動喫煙対策を行い、一部の店舗では全面禁煙化（喫

煙専用室なし）を実施した。2009 年 1 月から 2012

年 10 月までに全席禁煙化 141 店舗、分煙化 16 店

舗、全面禁煙化 5 店舗の計 162 店舗を対象とし、

営業収入に影響する季節変動と国全体の経済の好

不況の影響を調整した。なお、改装のための閉店

期間を挟む 2 か月を除外し、調整された営業収入

の相対変化（2007 年 1 月を基準とする）を、対策

実施の 13～2 か月前、実施から 2～13 か月後、14

～25 か月後の変化について、多重比較検定

（Scheffe 法）を用いて評価した。有意水準は 5%

とした。 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究は、産業医科大学の倫理委員会の承認を

得ている。 

 

Ｃ．研究結果 

研究１：健康増進法の一部を改正する法律案の検

討過程を以下に示す。 

① 2015 年 11 月 27 日：閣議決定「2020 年東京オ

リンピック競技大会・東京パラリンピック競

技大会の準備及び運営に関する施策の推進を

図るための基本方針」（資料１） 

「受動喫煙防止については、健康増進の観点

に加え、近年のオリンピック・パラ リンピッ

ク競技大会開催地における受動喫煙法規制の

整備状況を踏まえつつ、 競技会場及び公共の

場における受動喫煙防止対策を強化する」こ

とが示されている。 

② 2016 年 1 月 25 日：受動喫煙防止対策強化検討

チームが結成され、第１回会議において内閣

官房副長官を議長とし、東京五輪大会に関係

する省庁から室長、課長、局長のメンバーが

発表された（資料２）。この時の会議資料では

以下の内容が説明された（資料３）。 

・2010 年に世界保健機関（WHO）と国際オリン

ピック協会が「たばこのないオリンピックの

開催」について合意文書を交わしていること 

・オリンピック大会やワールドカップ、万国

博覧会などのメガイベントにおける喫煙対策

の強化を求めていること 

・近年のオリンピック大会は屋内の喫煙につ

いて法規制のある国・都市で開催されること

が慣例となっていること 

・受動喫煙による超過死亡者数 

・「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条

約」第８条で屋内を全面禁煙とすることが求

められていること 

・2014 年 12 月時点で 49 か国がレストランや

バー（居酒屋）をふくめ全面禁煙となってい

ること 

・わが国では 2003 年の健康増進法、2010 年の

健康局長通知で受動喫煙防止対策が求められ

ていること 

・2015 年 6 月に労働安全衛生法の一部を改正

する法律により、労働者の受動喫煙を防止す

ることが事業者の努力義務になったこと 
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・2013 年の国民健康・栄養調査において非喫

煙者が受動喫煙に曝露される場所として飲食

店が最も多く、４割を超えていたこと 

・神奈川県と兵庫県では受動喫煙防止条例が

施行されていること 

・神奈川県では条例施行後、受動喫煙防止対

策がとられている飲食店が増加したこと 

③ 2016 年 5 月 31 日：厚生労働省主催の世界禁煙

デーイベントで、わが国の受動喫煙による超

過死亡者数は年間 15,000 人に達することが発

表され、多くのメディアで取り上げられた（資

料４）。 

④ 2016年 8月31日：国立がん研究センターが「日

本人の非喫煙者の受動喫煙による肺がんリス

ク 1.3 倍」と発表、「現状において推奨できる

科学的根拠に基づくがん予防法」を以下の様

に改訂した（資料５）。 

 他人のたばこの煙をできるだけ避ける 

   ↓ 

 他人のたばこの煙を避ける 

⑤ 2016 年 8 月：厚生労働省から 15 年ぶりに「喫

煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報

告書」が改訂され、「わが国の受動喫煙防止対

策は世界で最低レベル」と記載され、やはり、

多くのメディアで取り上げられた（資料６）。 

⑥ 2016 年 10 月 11 日：厚生労働省から「受動喫

煙防止対策について（たたき台）」が発表され、

医療施設、小中高校は敷地内禁煙、官公庁や

大学は建物内禁煙、飲食店等のサービス産業

は原則禁煙（喫煙室設置可）の方針で検討を

始まることが示された（資料７）。 

⑦ 2016 年 10 月 31 日：厚生労働省主催による「受

動喫煙防止対策強化検討チームワーキンググ

ループ公開ヒアリング（第１回）が以下の８

団体に対して行われた。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140

821.html 

・日本内航海運組合総連合会 

 一般社団法人日本船主協会 

 一般社団法人日本外航客船協会 

・日本私立大学団体連合会 

・全国麻雀業組合総連合会 

・特定非営利活動法人日本ホスピス緩和ケア 

 協会 

・四病院団体協議会 

・一般社団法人全日本シティホテル連盟 

・一般社団法人日本フードサービス協会 

・一般社団法人全国消費者団体連絡会 

 

⑧ 2016 年 11 月 16 日：厚生労働省主催による「受

動喫煙防止対策強化検討チームワーキンググ

ループ公開ヒアリング（第２回）が以下の 13

団体に対して行われた。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit

e/bunya/0000148314.html 

・事業協同組合全国焼肉協会 

・一般社団法人日本遊技関連事業協会 

・全国たばこ販売協同組合連合会 

 全国たばこ耕作組合中央会 

・公益社団法人日本看護協会 

・日本商工会議所 

・日本労働組合総連合会 

・東日本旅客鉄道株式会社 

 西日本旅客鉄道株式会社 

 一般社団法人日本民営鉄道協会 

・一般社団法人日本経済団体連合会 
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・一般社団法人日本ホテル協会 

 一般社団法人日本旅館協会 

・公益社団法人日本歯科医師会 

・一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会 

 全国飲食業生活衛生同業組合連合会 

 全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会 

 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 

・公益社団法人日本薬剤師会 

・公益社団法人日本医師会 

⑨ 2017 年 1 月 13 日：塩崎厚生労働大臣が、健康

増進法の一部を改正し、飲食店等も含め建物

内原則禁煙とし、違反した場合は罰金を科す

ことを盛り込む法案を国会に提出することに

ついて記者会見を開いた。 

⑩ 2017 年 3 月 1日：「厚生労働省から受動喫煙防

止対策の強化について（基本的な考え方の案）」

の修正が行われ、小規模店舗（「●m2以下」と

記載され具体的な面積基準は示されず）のバ

ー、スナックなど（主に酒類を提供するもの

に限る）は喫煙禁止場所としないこと、諸外

国との比較表も「たたき台」で示されたイギ

リスと韓国以外に米国（ニューヨーク）、カナ

ダ（バンクーバー）、ブラジル、ロシア、中国、

中国（北京）、フランス、ドイツ（ベルリン）

の禁煙化状況が追加された（資料８）。対策強

化の必要性について、「三年後に迫ったオリン

ピック・パラリンピックを必ず成功させ

る。・・・受動喫煙対策の徹底・・など、この

機を活かし、誰もが共生できる街づくり」「日

本は、屋内全面禁煙義務の法律がなく、世界

最低レベルの分類」と記載され、努力義務で

はない強制力のある対策が必要であることが

示された。さらに、法律による一律禁煙化で

レストラン等に経済的な不利益が発生しない

ことが国内外の事例で示された（資料９）。ま

た、運動施設（プロ野球のスタジアム等）で

は、屋内禁煙は変わらないものの「喫煙専用

室設置も不可」」から「喫煙専用室を設置可」

とされ、シガーバーやタバコの販売店等は喫

煙可能とする案となった。たたき台では示さ

れていなかった既存の喫煙室の取扱いとして

一定の基準を満たすものであれば 5 年間存置

を認めること、5年を目途に制度全般について

検討を行うことが盛り込まれた（資料 10）。ま

た、電気加熱式タバコは政令で規制対象から

除外可能な形とすること、違反した個人には

30 万円、施設管理者には 50 万円の過料に処す

ことなどの案が示された（資料 11）。 

 

研究２：全席禁煙化前後のファミリーレストラン

の売り上げの分析 

 ファミリーレストランの全席禁煙化（141 店舗）

の実施前に比べて、実施から 2～13 か月後の営業

収入は有意に 2.0%増加し（P=0.0005）、14～25 ヵ

月後は有意に 3.4%増加した（P<0.0001）。分煙化（16

店舗）では、実施前に比べて、2～13 か月後は 0.2%

増加し、14～25 ヵ月後は 0.8%増加したが、有意差

が認められなかった（P=0.90, P=0.62）（図１）。

全面禁煙化（5店舗）の営業収入は実施前後での変

化はほとんどみられなかった。 

 

Ｄ．考察 

 飲食店等のサービス産業を含めた全面禁煙化は、

2005 年の「たばこの規制に関する世界保健機関枠

組条約」が発効した時から全世界で検討されてき

たことであり、すでに 49 か国、米国 30 州で実施
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されており、わが国の対策はさらに、2010 年の世

界保健機関（WHO）と国際オリンピック協会（IOC）

の合意文書「たばこのないオリンピック」によっ

てその動きは加速し、近年の五輪大会は罰則のあ

る喫煙規制法がある国・都市で開催されることが

慣例となっている。2020 年の東京オリンピック・

パラリンピック競技大会を控えたわが国で、喫煙

規制法が実施されなかった場合には国際的な非難

を浴びることになると考えられる。 

 そもそも、屋内を全面禁煙とする法規制は東京

五輪大会のためではなく、わが国の非喫煙者を肺

がんや心筋梗塞、脳梗塞、気管支喘息等の喫煙関

連疾患から保護するため、という本来の目的から

考えれば店舗の規模（「●m2 以下」）やバー・スナ

ックなどの業種による例外を設けるべきではない。 

 今回、厚生労働省が実施した合計 21 業種からの

ヒアリングでは、医療系団体からの全面禁煙を徹

底すべき、という意見以外に、喫煙室の基準を強

化することで対応、店舗等では出入口の「禁煙・

分煙・喫煙」の表示で対応、という意見も見られ

た。しかし、喫煙室ではタバコ煙の漏れを防止す

ることは不可能であることが WHO のガイドライン

でも、また、筆者らの論文でも示されている（保

健医療科学. 第 64 巻第 5号 433-447, 2015）。また

空港や新幹線のホーム、プロ野球の球場などに喫

煙室の設置を容認した場合、清掃業者の受動喫煙

を防止できない、という点も忘れてはならない。 

 飲食店等のサービス産業が懸念する「禁煙化に

よる営業収入の低下」について、すべての客席を

禁煙化しても営業収入は減少せず、逆に増加した

ことが、厚生労働省が示した資料９、および、今

回の研究２からも示された。この結果は、WHO が下

した結論とも一致している。タクシーが禁煙化さ

れる前に「禁煙化されたら喫煙するお客が減って

立ちゆかなくなる」ということが危ぶまれたが、

一斉に禁煙化されれば営業収入の低下も、混乱も

発生しなかった。スペインでも 2006 年に 100m2以

上の大規模店は全面禁煙、それ以下の小規模店は

喫煙可、とする法律が施行されたが、結局は 2011

年から店舗の規模に関係なく全面禁煙とするよう

に改正された。また、受動喫煙対策に例外を設定

すると、一部の業種・業態に従事する国民の健康

被害が解消されないこと、吸える場所と吸えない

場所が混在することによる不公平が発生すること

が予測されることからも、一律禁煙化が必要であ

る。 

 

Ｅ．結論 

 平成 29(2017)年 3 月時点で検討が行われている

屋内の喫煙を規制する法律案は、東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会の準備として、また、

飲食店等のサービス産業の利用者と従業員の健康

を守るためにも、喫煙室を残さず、全面禁煙化と

することが適切である。 

 

F．健康危険情報 

 特になし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表（本研究に関連するもの） 

 なし 

 

２．学会発表 

1) 姜英, 道下竜馬, 大和浩. 121 自治体の職場禁

煙化とタバコ値上げによる男性職員の喫煙率減

少の評価. 第 89 回日本産業衛生学会. 2016 年 5

月, 福島. 

2）Jiang Y, Kakiuchi N,  Morita Y, Michishita 

R, Yamato H. Questionnaire survey on the use 

and awareness of new types of tobacco, 

including e-cigarettes, among Japanese 

workers． The 26th China-Korea-Japan Joint 

Conference on Occupational Health. 2016 年 5

月, Bejing. 

3)大濱尚, 柿木理衣, 橋本和明, 山本彩加, 姜英, 

道下竜馬, 大和浩. 産業医科大学の敷地境界を
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含む完全禁煙を達成することの意義. 第 34 回産

業医科大学学会・第 36 回産業医学推進研究会九

州地方会. 2016 年 10 月, 北九州. 

4）姜英, 垣内紀亮, 守田祐作, 道下竜馬, 大和浩.  

勤労世代における電子タバコの使用状況と意識

の実態調査. 第 34 回産業医科大学学会・第 36

回産業医学推進研究会九州地方会. 2016 年 10 月, 

北九州.  

5)大和浩, 姜英, 道下竜馬. 東京五輪・パラリン

ピック大会にむけた屋内施設全面禁煙化のため

の法規制. 第 75 回日本公衆衛生学会総会. 2016

年 10 月, 大阪. 

6）姜英, 道下竜馬, 大和浩, 中川常郎. 子どもが

自家用車で曝露されるタバコ煙濃度の評価. 第

10回日本禁煙学会学術総会. 2016年 10月,東京. 

7)姜英,道下竜馬,大和浩.禁煙化または分煙化を

実施した飲食店の営業収入の変化. 第 10 回日本

禁煙学会学術総会. 2016 年 10 月, 東京. 

8)大和浩. 喫煙・受動喫煙による害の矮小化. 第

10 回日本禁煙学会学術総会. 2016 年 10 月, 東

京. 

9)大和浩, 姜英, 道下竜馬. 東京五輪・パラリン

ピック大会にむけた屋内施設全面禁煙化のため

の法規制. 第 75 回日本公衆衛生学会総会. 2016

年 10 月, 大阪. 

10）大和浩. 受動喫煙対策. 第 26 回禁煙推進医師

歯科医師連盟学術総会. 2017 年 2 月, つくば. 

11）姜英, 大和浩. 全面禁煙化におけるサービス

産業の営業収入の変化. 第 26 回禁煙推進医師歯

科医師連盟学術総会. 2017 年 2 月, つくば. 

12）中田光紀, 大和浩. 働く人々における喫煙・

受動喫煙と労働災害の関連. 第 26 回禁煙推進医

師歯科医師連盟学術総会. 2017 年 2 月, つくば. 

13）山田妙子, 中田光紀, 大和浩. 労働者の喫

煙・受動喫煙と主観的健康感との関連. 第 26 回

禁煙推進医師歯科医師連盟学術総会. 2017 年 2

月, つくば. 

14)姜英, 福與駿介, 道下竜馬, 大和浩. 喫煙室

でのポスター掲示による教育効果と禁煙企図の

改善の評価. 第 26 回禁煙推進医師歯科医師連盟

学術総会. 2017 年 2 月, つくば. 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 本研究で知的財産権に該当するものはなかった。
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図１．禁煙化が飲食店の営業収入に及ぼす影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【対象】全国展開の某ファミリーレストラン店舗。2009年1月～2012年10月
の期間中、店舗の改装化に伴い受動喫煙対策を実施した店舗

【方法】受動喫煙対策実施の13～2ヵ月前の営業収入を基準とし、実施から
2～13ヵ月後と14～25ヵ月後の相対変化について比較
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注1) 営業収入に影響する季節変動と経済影響 （GDP）で調整 注2) 改装のための閉店期間を挟む2ヵ月を除外
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資料１. 閣議決定「2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運
営に関する施策の推進を図るための基本方針」 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/kaigi/dai2/siryou1-3.pdf 
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資料２. 受動喫煙防止対策強化検討チームの設置根拠 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/kituenboshi/
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資料３. 受動喫煙防止対策強化検討チームの第１回会議の目的、および、構成 
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000110146.html 
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資料３. 受動喫煙防止対策強化検討チーム 第１回会議配布資料 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000110146.html 
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資料４. 2016 年厚生労働省主催世界禁煙デーで配付された資料 
http://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/press_release_20160831.html 

 

 
 
資料５. 国立がん研究センターのプレスリリース 
http://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/press_release_20160831.html 
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資料６.「喫煙と健康 喫煙と健康に関する検討会報告書（いわゆる、たばこ白書）」 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000135586.html 
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資料７. 厚生労働省、受動喫煙防止対策の強化について（たたき台） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000153190.html 
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資料８. 厚生労働省、受動喫煙防止対策の強化について（基本的な考え方の案） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000153190.html 
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資料９. 厚生労働省、受動喫煙防止対策強化の必要性他 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000153190.html 
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資料１０. 厚生労働省案（たたき台）からの変更点 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000153190.html 
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資料１１. 厚生労働省、受動喫煙防止対策の強化について（基本的な考え方の案）【参考資料】 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000153190.html 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

他者危害性の理解につながる受動喫煙の新しい曝露指標の検討 

 

 

研究分担者 河井 一明 産業医科大学 産業生態科学研究所 教授 

 

研究要旨：受動喫煙の他者危害性の理解につながる曝露指標に関する既存文献を調査したところ、受動喫煙

の曝露指標に関する報告（4953 報）のうち、ニコチンまたはコチニンを曝露指標としたものが約 87%を占め

ていた。その理由として、検出感度・精度ならびにたばこ特異性の高さが挙げられる。しかし、体内吸収、

代謝などの個体差や、たばこの有害作用との因果関係など、問題点も指摘されている。近年、たばこ煙に特

異的な発がん性ニトロソアミン類が測定されるが、高度な分析技術や装置を必要とすることから、報告数は

153 報に限られている。また分析対象は、短期曝露の評価に適する尿や血液が多い。一方、長期曝露影響を

評価する目的で毛髪の活用が増加傾向にある。受動喫煙レベルの定量的評価と健康影響の予測を目指して、

曝露指標の検索がさらに必要と考える。また、疫学研究で喫煙との相関が示された、尿中

7-methylgunine(7-mG)の受動喫煙曝露指標としての有用性を検討した。禁煙外来患者の尿を分析した結果、

禁煙開始後に 7-mG レベルの低下が認められた。さらに、尿中 7-mG 量はコチニン量と相関する傾向が見られ

た。今後、個人レベルで受動喫煙の影響を評価できる可能性を期待したい。本研究は、産業医科大学倫理審

査委員会の承認を得て行った。 
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Ａ．研究目的 

 受動喫煙の防止に向けて、たばこ煙の曝露量を評

価できる指標の開発が望まれる。これまで、血中及

び尿中のニコチンやコチニンのレベルが、たばこ煙

の評価指標として用いられてきた。しかし、ニコチ

ンやコチニンは、たばこ煙の有害影響に直接影響す

る物質でない事から、受動喫煙の他者危害性を考え

るときに適切な評価指標を検索する意義は大きい。

本研究では、はじめに他者危害性の理解につながる

たばこの曝露指標に関するレビューを文献調査によ

り行って、現状を把握したい。さらに新たな曝露指

標として尿中 7-methylguanine(7-mG) 量に着目し、

たばこ煙の曝露量の評価指標としての有用性につい

て検討したい。尿中 7-mG 量については、これまでの

疫学研究によって、喫煙との相関が報告されている。 

 

Ｂ．研究方法 

１．受動喫煙の他者危害性の理解につながる曝露指

標に関するレビュー 

 文献データベース Scopus を用いて、1960 年から

2016 年までに出版された受動喫煙の曝露指標に関

する論文を検索し、検索結果の解析を行った。 

    

２．尿中 7-mG 量を用いた能動喫煙、受動喫煙の曝

露量の把握 

 尿中 7-mG は、254nm の UV 検出器を用いてイオン

交換カラムを装着した HPLC で定量を行った。同時に、

尿の濃度補正を行う目的で、235nm の UV 検出器でク

レアチニンの定量を行った。測定に用いた検体は、

禁煙外来を実施しているクリニックの協力を得て、

禁煙外来を受診した患者から採取し、測定時まで

-20℃で凍結保存した。研究計画は、図１に示したと

おり、禁煙外来の初診日と禁煙開始後 2週間後なら

びに 8 週間後に採尿を行う。合わせて、適宜アンケ

ート調査により生活習慣の情報を得る。今年度の測

定は、現時点で検体が得られた初診時と禁煙 2 週間

後の尿について行い、結果を比較検討した。また、

初診時の尿については、たばこ煙の曝露量を評価す

る目的で、コチニンレベルを GC-MS を用いて定量し

た。8 週目のサンプリング及び被験者数の増加につ

いて、継続して研究を行っている。 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究は、産業医科大学倫理審査委員会の承認を

得ている（承認番号：H26-239）。 

 

Ｃ．研究結果 

１．受動喫煙の他者危害性の理解につながる 

曝露指標に関するレビュー  

 受動喫煙の曝露評価に関する論文数は、1970 年〜

2016年の調査時点までの約46年間で4953報に及ぶ。

また、年間に報告される数は最近では 300 報を超え、

年を追って増加傾向を示していて、受動喫煙の曝露

に対する関心の高さが伺える（図 1）。報告に用いら

れている曝露指標については、ニコチン及びその代

謝物であるコチニンが最も多く、全体の 89%を占め

ている。特にコチニンが指標として用いられること

が多い。その理由として、検出感度が比較的高く受

動喫煙のレベルでも検出が可能であることや血液、

尿、唾液など幅広い試料を測定対象にできることが

挙げられる（表１）。その一方で、ニコチンからコチ

ニンへの代謝が遺伝的に個体差があること、たばこ

煙の健康有害影響のうちニコチンやコチニンに直接

起因する割合が低いこと、分析の前処理の過程でば

らつきが大きくなる等といった問題点も多く指摘さ

れている。近年では、分析技術の進歩に伴って、た

ば こ 特 異 的 ニ ト ロ ソ ア ミ ン 類 （ NNN: 

N’-nitrosonornicotine 、  NNK: 
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4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone、

NNAL: 4-(methylnitrosamino)-1- 

(3-pyridyl)-1-butanol）を指標とした報告が増えて

きた（図 2）。これらのニトロソアミン類は、たばこ

特異性が高く、健康有害影響との関連性も高いこと

から、受動喫煙の他者危害性を考慮した曝露指標と

して優れている。しかし、存在量が微量であること

から高度な分析技術と高額な分析装置を必要とし、

測定できる機関が限られる。また、受動喫煙曝露指

標の測定検体としては尿、血液が用いられることが

多い。最近では、より採取が容易と考えられる唾液

や長期的な曝露影響が検出できる毛髪の利用も検討

されている（図 3）。本研究で調査した文献の中で用

いられていた曝露指標とそれぞれの特徴を表 1 に示

した。受動喫煙の他者危害性の理解につながる曝露

指標として十分なものは少なく、新たな曝露指標を

検索する意義は大きい。 

 

２．尿中 7-mG 量を用いた能動喫煙、受動喫煙の曝

露量の把握 

 本研究では、禁煙外来を受診した患者を対象に禁

煙の前後で尿中 7-mG レベルの変動を測定した。現在、

2週目まで測定が終了した5名の結果を表2に示す。

その結果、初診時（0週目）の尿中 7-mG の値は、当

研究室で以前測定した非喫煙者の平均値と比べてい

ずれも高かった。さらに、初診時に比べ 2 度目の診

察日（2週目）では、5名中 4名が低い値となった。

また、初診時に採取した尿のコチニンと 7-mG の間

には正の相関が示唆される結果を得た（図 4）。これ

らの結果は、現時点までに得られた検体の測定結果

であり、禁煙を始めて 8 週後の検体の測定を含め被

験者の数を増やして解析を継続中である。 

 

Ｄ．考察 

 たばこ煙の曝露指標として、検出感度の高さや検

出の容易さから血中や尿中のニコチン、コチニンが

広く測定されていると考えられる。しかし、受動喫

煙の際の健康危害性を考慮した指標としては、より

たばこ煙の健康有害性に直接関与する指標が望まし

い。そうした観点から、発がん性を有するたばこ煙

特異的なニトロソアミン類が着目され、分析例が増

えつつあるが、分析の難易度が高いことから、容易

に利用できる指標では無い。これらニトロソアミン

のうちで NNK や NNAL は、DNA と反応しメチル付加体

を生成する。この DNA のメチル化が、ニトロソアミ

ン類による変異・発がん機構として考えられている。

本研究では、たばこ煙に存在するニトロソアミン類

をはじめとしたメチル化剤によって生体内で生成さ

れ、尿中に排泄される DNA のメチル付加体を測定し

た。DNA のメチル付加体の 1つである 7-mG が喫煙者

の尿中で高いレベルにあったこと、従来から広く用

いられてきたコチニンのレベルとの相関が示唆され

たこと、禁煙に伴ってその値が低下したことなどか

ら、7-mG が他者危害性の理解につながる受動喫煙の

新しい曝露指標として有用性が期待される。今後、

禁煙外来患者に加えて、受動喫煙者の尿についても

解析し、7-mG の曝露指標としての感度、精度につい

て検討を進めたい。 

Ｅ．結論 

 他者危害性の理解につながる受動喫煙の新しい曝

露指標として、たばこ煙に含まれる発がん性ニトロ

ソアミン類によって生成する DNA のメチル付加体が

有用である可能性が示された。 

 

Ｆ.健康危険情報 

 特になし 
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Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

  なし 

 

２．学会発表 

1) 川﨑祐也、李 云善、葛西 宏、渡邉晋太郎、河

井一明. 禁煙による酸化ストレスマーカー尿中

8-OHdG 値の変動. 平成 28 年度日本産業衛生学会

九州地方会学会. 2016 年 7 月, 北九州. 

 

2) 河井 一明、李 云善、葛西 宏. Effect of 

smoking cessation on oxidative stress status. 

第 75回日本癌学会学術総会. 2016年 10月, 横浜. 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 本研究で知的財産権に該当するものはなかった。 
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図 1 禁煙外来患者の尿中 7-methylguanine の測定 

 

 

 

 

 
図 2 受動喫煙の曝露指標に関する論文数 
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図 3 ニコチンを受動喫煙の曝露指標とした測定試料別論文数 

 

 

 

 

 
図 4 尿中 7-methylguanine とクレアチニン量の関係 

 

 

 

 

  

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
0

20

40

60

80

year

n
u

m
b

e
r 

o
f 

p
a

p
e

rs
 / 

y
e

a
r

nicotine urine (844)
nicotine blood (1172)
nicotine hair (160)
nicotine saliva (366)

y = 0.0123x + 3.1468
R² = 0.11039

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0 10 20 30 40

Lo
g 
(U
ri
na
ry

 C
o
ti
ni
n
e
/C
re
at
in
in
e)

 
(n
g
/m

g)

Urinary 7‐mG / Creatinine (ng/mg)



73 
 

 
 

 

 
 

 

  



74 
 

 



75 
 

 
   厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

 分担研究報告書 
 

   受動喫煙防止等のたばこ対策による経済面の効果評価とモデルの構築 
 

研究分担者 五十嵐中 東京大学大学院薬学系研究科 特任准教授 

研究協力者 後藤 励 慶應義塾大学経済学部 准教授                  

研究協力者 福田綾子 東京大学薬学部 

 

研究要旨 

 喫煙にともなう超過医療費および超過生産性損失に関して、医療経済研究機構の2010年度

の推計手法を踏襲しつつ、医療費および超過リスクの双方について可能な限り最新のデータ

を用いた上での再推計を行った。あわせて、同様の推計手法に基づいて喫煙関連疾患の超過

罹患者数も算出した。 

 2014年度の超過医療費は能動喫煙由来が1兆1669億円、受動喫煙由来が3,233億円、合計1

兆4902億円となった。 

 生産性損失は入院増加が2,494億円（能動喫煙1,672億円・受動喫煙821億円）・喫煙離席

が5,496億円、合計では7,990億円となった。 

 超過罹患者数は、能動喫煙が79.2万人・受動喫煙が24.2万人、合計で103.4万人となった。 

 

Ａ．研究目的 
本年度は、たばこの超過医療費について、

2010年の医療経済研究機構の「喫煙のコス

ト推計」1）の手法を踏襲しつつ、可能な限り

最新のデータを活用した推計を行った。あ

わせて、同様の推計手法に基づいて喫煙関

連疾患の超過罹患者数も算出した。 

 

Ｂ．研究方法 

＜超過医療費および超過罹患者数の推計＞ 

喫煙から喫煙関連疾患を罹患するまでのタ

イムラグを 2010 年度 IHEP 報告書と同様

に一律 25 年と設定し、25 年前に 15 歳以

上のコホート（喫煙者の 45.5%が 15〜19

歳の時に喫煙を開始 2）しているため)・即

ち 2014 年度において 40 歳以上のコホー

トを推計対象とした。算出対象の疾患は、

2016 年度「喫煙の健康影響に関する検討

会」報告書（以下、2016 年度たばこ白

書）3)において、たばこと疾患等との因果

関係がレベル 1（十分）とされた疾患と設

定した。但し、2010 年度 IHEP 報告書で

は悪性新生物全体の超過医療費を一律の寄

与危険度で算出していたため、今回は同様

の算出の他にがんの種類毎に異なる寄与危

険度を用いた超過医療費の推計も行った。

受動喫煙は配偶者由来と職場由来の 2 パタ

ーンを考慮した。職場由来の受動喫煙は男

性・女性それぞれの影響を推定したが、配

偶者由来の受動喫煙は男性 (男性が非喫煙

者・配偶者の女性が喫煙者)の影響は少な

いことが予想されたため、女性のみを対象

とした。 

 能動喫煙・受動喫煙ともに、超過医療費
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の算出式は、 

超過医療費＝「40 歳以上の国民医療費」

×喫煙の寄与危険度とした。 

 

＜40 歳以上の国民医療費の算出＞ 

 40 歳以上の国民医療費は、平成 26 年度

国民医療費の第 13 表「医科診療医療費, 

入院−入院外・年齢階級・傷病分類・年次

別」4)から算出した。 

 算出対象は 40 歳以上だが、第 13 表では

15〜44 歳が同一のカテゴリーにまとめら

れており、40〜44 歳のみの寄与部分を抽

出する必要がある。このため、平成 26 年

度患者調査の第 62 表「総患者数, 性・年

齢階級×傷病分類別」5)及び第 63 表「総患

者数, 性・年齢階級×傷病小分類別」6)を

もとに 15〜44 歳中の 40〜44 歳の患者割

合を求め、按分比例により 40〜44 歳の医

療費を計算した。この数値に第 13 表にお

ける 45〜64 歳、65 歳以上の医療費を加え

ることで、40 歳以上の医療費を算出し

た。また、今回の研究では男女で異なる寄

与危険度を用いているため、医療費も男女

別に算出した。40 歳以上の患者数から男

女の割合を計算し、40 歳以上医療費の総

額に乗じて男女別医療費を算出した。 

＜寄与危険度の算出＞ 

 寄与危険度は、以下の式から求めた。 

AR = p (RR-1) / (1 + p (RR-1)) 

AR:寄与危険度 RR:相対危険度 p:喫煙

率  

＜能動喫煙の寄与危険度＞ 

喫煙率 p は、2014 年の 25 年前にあたる

1989 年の喫煙率（男性 55.3%、女性

9.4%）7)を用いた。 

各疾患の相対危険度 RR は、2016 年度た

ばこ白書 3)で値が統合されている疾患につ

いてはその値を引用し、値が統合されてい

ない疾患は、2010 年度 IHEP 報告書で用

いられた 3 コホートデータ 8)（厚生労働省

コホート、文部科学省コホート、3 府県コ

ホートのデータを併合して算出された疾患

別相対危険度）の値を引用した。  

＜受動喫煙の寄与危険度＞ 

 「非喫煙者であって、該当する要因 (配

偶者もしくは職場の喫煙)に曝露される

者」割合を算出し、そこに受動喫煙にとも

なう相対危険度 RR を乗じることで算出し

た。 

 配偶者由来の受動喫煙については、前項

の喫煙率 p を 

p =（1-「女性喫煙率」）×「1990 年の 15

歳以上女性の有配偶者割合」×「配偶者由

来の受動喫煙曝露率」 

に置き換えて寄与危険度を算出した。 

 職場由来の受動喫煙については、前項の

喫煙率 p を 

p =（1-「喫煙率」）×「職場由来の受動喫

煙曝露率」 

に置き換えて寄与危険度を算出した。 

 

 能動喫煙および受動喫煙の相対リスクは

表1および表2に、受動喫煙の寄与危険度算

出に用いた数値は表3に示した。 

 表4に、能動・受動別、各疾患別の寄与

危険度の算出結果を示した。 

 国民医療費に寄与危険度を乗じて超過医

療費を算出するのと同様に、40歳以上の推

計患者数に寄与危険度を乗じて、超過罹患

者数を算出した。 
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＜超過生産性損失の推計＞ 

 超過生産性損失に関しては、 

 1) 超過罹患にともなう入院に起因する

生産性損失 

2) 勤務中に喫煙のために離席することに

ともなう生産性損失 

 の2項目に分けて推計を実施した。 

 なお後者は、2010年までのIHEP報告書

の推計には組み込まれていない。 

  

 1)については、従前の推計法を踏襲した 

算出式として 

超過罹患による入院に関する生産性損失＝

喫煙関連疾患の年間延べ入院日数×喫煙の

寄与危険度×一人一日当たり国内総生産 

を使用した。 

 年間延べ入院日数は、平成 26 年度患者

調査の上巻第 9-1 表「推計入院患者数，

性・年齢階級×傷病分類×病院－一般診療

所別医科診療医療費, 入院−入院外・年齢

階級・傷病分類・年次別」9)及び第 10-1 表

「推計入院患者数，性・年齢階級 × 傷病

小分類別」10)から算出した喫煙関連疾患の

入院患者数に 365 日を乗じて求めた。 

 寄与危険度は、喫煙関連疾患の超過医療

費と同様に算出した。 

 一人一日当たり国内総生産は2014年の一

人当たり国内総生産11)を365で除したもの

とした。 

 

2)については、既存の文献情報のみでは

「喫煙に伴う離席時間」の推計はやや困難

である。そこで、喫煙者と非喫煙者の休憩

時間の差を明らかにするために労働時間中

の喫煙に関する Web 調査を行った。 

 2016 年 10 月、アンテリオ株式会社の

WEB 調査パネルのモニターから 20〜69

歳のフルタイム勤務の男女を抽出し、調査

を実施した。喫煙状況に関する回答から、

現在喫煙者（CS）、過去喫煙者（FS）、非

喫煙者（NS）の 3 群に割り付けた。CS の

性別と年齢は代表性を確保するため The 

2011 Japan National Health and 

Wellness Survey における日本人喫煙者の

性年齢分布 12)に合わせた。CS、FS、NS

の性別年齢分布は同等になるよう調整し

た。調査項目は、回答者の背景、労働時間

中の喫煙の実態、身体や生活の状況から構

成した。回収したデータを JMP Pro 11 で

解析した。 

 

（倫理面への配慮） 

文献レビューによって得られたデータのみ

を用いるため、倫理面の問題は発生しな

い。 

 

Ｃ．研究結果 

<超過医療費の推計＞ 

表 5 に、超過医療費の推計結果を示す。2014

年度の超過医療費は能動喫煙由来が 1 兆

1669 億円、受動喫煙由来が 3,233 億円、合

計 1 兆 4902 億円となった。同年度の国民

医療費は 40 兆 8171 億円で、喫煙による超

過医療費は国民医療費のうち 3.7%を占め

た。 

医療経済研究機構が 2005 年度に算出した

超過医療費は能動喫煙 (歯科を除く)1 兆

4499 億円・受動喫煙 1,431 億円・合計 1 兆

5930 億円で、全体の金額としては 6.5% 

(1,028 億円)減少している。 

 

＜超過罹患者数の推計＞ 
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表6に、超過罹患者数の推計結果を示す。20

14年度の超過罹患者数は、能動喫煙由来が7

9.2万人 (男性68.8万人・女性10.4万人)、受

動喫煙由来が24.2万人 (男性9.5万人・女性1

4.8万人)となった。 

 

＜疾病罹患に伴う生産性損失の推計＞ 

 のべ入院日数をベースにして、2014年度

の喫煙関連疾患の超過罹患による入院に関

わる生産性損失額を算出した。表7に、計算

した超過生産性損失額を示す。能動喫煙に

よるものが1672億円、受動喫煙によるもの

が821億円、合計2494億円となった。2005年

度は合計で2320億円だったため、7%増とな

った。 

 

＜勤務中離席に伴う生産性損失の推計＞ 

 2312人からデータを得た。そのうち、過

去7日間に働いた時間と仕事を休んだ時間

の合計が0時間と答えた31人を解析から除

外した。最終的に解析に含めたのはCSが75

8人、FSが771人、NSが752人、合計2281人

であった。 

 現在喫煙者 (CS)をそれ以外の2群と比較

した場合、労働時間に占める休憩時間の割

合はCSが8.72%・それ以外が7.55%と、1.1

7%大きくなった (p<0.001, t-test)。この数

値に、就業者数 (男性3621万人・女性2730

万人)・喫煙率 (男性32.2%・女性8.5%)・1人

あたり国内総生産 (385.3万円)の数字を乗

じると、喫煙にともなう超過生産性損失は5,

496億円となった。2005年の推計では15,60

4億円となっており、1兆円弱の減少となっ

た。 

 

Ｄ．考察 

喫煙にともなう超過医療費および超過生産

性損失に関して、医療費および超過リスク

の双方について可能な限り最新のデータを

用いた上での再推計を行った。直近の分析

が実施されてから10年弱経過しており、そ

の間に喫煙率や医療費など、代表的なパラ

メータにも大きな変動が見られる (例えば、

国民健康・栄養調査における男性喫煙率は

平成16年では51.3%に対し、平成26年で36.

7%である)超過医療費のデータは喫煙対策

の根幹をなすデータの一つであり、新規の

データが得られたことの意義は大きい。 

 喫煙率の低下は、喫煙人口の低下を通し

て、超過医療費・超過生産性損失の減少につ

ながる。その一方で、国民医療費が増大する

ことは、罹患者1人あたりの医療費増大を通

して、超過医療費の増大を招く。今回は前者

の影響がより大きいことも手伝い、全体の

超過医療費は2005年推計の数値と比較して

 (特に能動喫煙部分で)減少した。受動喫煙

の医療費は、患者数の多い虚血性心疾患・脳

血管疾患の数値を新たに組み入れたことの

寄与が大きく、2005年よりも増大している。 

 喫煙離席の生産性損失は、1兆5600億円 

(2005年)から5500億円とおよそ1兆円の減

少を見た。大きな要因は、2005年の分析では

「喫煙者の離席時間」を「1本あたり5分・1

勤務日あたり平均6.5本で33分」と推計して

いたところを、今回の分析ではweb調査の結

果をもとに「非喫煙者・過去喫煙者と比較し

た休憩時間の増大分 (1.17%、約5分)」に補

正したことがある。喫煙者が、「他に休憩時

間になしうること」をある程度削って喫煙

に充てていることを示唆する結果であり、

喫煙の影響を評価するに際しては保守的な

推計 (控えめな推計)と言えるが、勤務形態
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なども含めたより精緻な推計が今後望まれ

る。 

 受動喫煙・能動喫煙を問わず、たばこ政策

を議論する際に最優先されるべきなのは公

衆衛生上の課題である。「たばこの損失（超

過医療費や超過生産性損失）」と「たばこの

『利得』（たばこ税収など）」とを比較して、

「前者が後者を上回らなければ政策を導入

すべきでない」と評価するような手法は明

らかに誤りで、「禁煙政策によって得られる

関連疾患の罹患減少・死亡減少」という公衆

衛生上のメリットを考慮して初めて医療経

済的にも正しい議論が可能になる。 

  すなわち、「超過経済損失」「期待利得」

「健康アウトカム改善効果」の三点を同時

に定量化して評価することが不可欠といえ

る。単純に「経済損失が●億円」のような議

論は、たばこ税収との比較に収斂してしま

い、公衆衛生上の影響が矮小化あるいは無

視される危険性が大きい。 

 このために今回の推計では、単なる超過

医療費・超過生産性損失を算出するのみな

らず、超過罹患者数の形で健康面への影響

をも同時に評価することで、多面的に喫煙

の影響を定量化することを試みた。 

 受動喫煙防止を含めた議論の基礎資料と

して非常に重要であり、基礎資料を提供で

きたという意味で、今回の研究は非常に意

義深いものと考える。今後は、超過医療費・

生産性損失のみならず、他の側面も含めた

より精緻な喫煙のコスト推計が望まれる。 

 

Ｅ．結論 

喫煙にともなう超過医療費および超過生産

性損失に関して、医療費および超過リスク

の双方について可能な限り最新のデータを

用いた上での再推計を行った。 

 2014年度の超過医療費は能動喫煙由来が

1兆1669億円、受動喫煙由来が3,233億円、

合計1兆4902億円となった。 

 生産性損失は入院増加が2,494億円・喫煙

離席が5,496億円、合計では7,990億円とな

った。 

超過罹患者数は、能動喫煙が79.2万人・受

動喫煙が24.2万人、合計で103.4万人となっ

た。 

 

Ｆ．健康危険情報 

  なし 

 

Ｇ．研究発表 

 1.  論文発表 

なし 

 

 2.  学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 本研究で知的財産権に該当するものはな

かった。 
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表 1 非喫煙者に対する喫煙者の喫煙関連疾患の相対危険度 

傷病分類 男性 RR 女性 RR 引用元 

悪性新生物 
1.97 1.57 3 コホート 

 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物 
2.49 3.12 2016 年度たばこ白書 

 喉頭の悪性新生物 2.49 3.12 2016 年度たばこ白書 

 食道の悪性新生物 3.01 3.01 2016 年度たばこ白書 

 胃の悪性新生物 1.79 1.22 2016 年度たばこ白書 

 肝及び肝内胆管の悪性新生物 1.81 1.73 3 コホート 

 膵の悪性新生物 1.68 1.68 2016 年度たばこ白書 

 気管，気管支及び肺の悪性新生物 4.39 2.79 2016 年度たばこ白書 

 子宮頚（部）の悪性新生物 1.57 1.57 2017 年度たばこ白書 

 膀胱の悪性新生物 2.14 2.14 2018 年度たばこ白書 

虚血性心疾患 2.15 2.15 2016 年度たばこ白書 

脳血管疾患 1.41 1.41 2016 年度たばこ白書 

慢性閉塞性肺疾患 3.09 3.55 3 コホート 
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表 2 受動喫煙による喫煙関連疾患の相対危険度 
傷病分類 男性 RR 女性 RR データ 

配偶者由来   

肺がん - 1.28 たばこ対策の健康影響および経済影響の

包括的評価に関する研究報告書 12) 
虚血性心疾患 - 1.23 たばこ対策の健康影響および経済影響の

包括的評価に関する研究報告書 
脳血管疾患 - 1.25 たばこ対策の健康影響および経済影響の

包括的評価に関する研究報告書 
職場由来  

肺がん 1.12 1.22 たばこ対策の健康影響および経済影響の

包括的評価に関する研究報告書 
虚血性心疾患 1.35 1.35 たばこ対策の健康影響および経済影響の

包括的評価に関する研究報告書 
脳血管疾患 1.25 1.25 たばこ対策の健康影響および経済影響の

包括的評価に関する研究報告書 
 
 
表 3 受動喫煙による超過医療費の寄与危険度算出に用いた項目 

項目 
値 データ 

1989 年の喫煙率（男性） 
55.3% 厚生労働省国民健康栄養調査 7) 

1989 年の喫煙率（女性） 
9.4%

15 歳以上女性の有配偶者割合（1990 年） 60.4% 平成 22 年国勢調査最終報告書

「日本の人口・世帯」統計表第 21
表 13)より、1990 年の 15 歳以上女

性の「有配偶」を「総数」で除し

た値 
配偶者由来の受動喫煙曝露率（有配偶者かつ非喫

煙者かつ女性） 
49.1% Kurahashi et al. (2008) 14) 

職場由来の受動喫煙曝露率（男性） 72.1% 厚生労働省平成 10 年度喫煙と健

康問題に関する実態調査 2) 職場由来の受動喫煙曝露率（女性） 40.3%
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表 4 能動喫煙・受動喫煙の疾患別寄与危険度 

＜能動喫煙＞ 男性寄与危険度 女性寄与危険度 

悪性新生物 34.9% 5.1% 

うち胃 30.4% 2.0% 

うち肝及び肝内胆管 30.9% 6.4% 

うち気管・気管支・肺 65.2% 14.4% 

虚血性心疾患 38.9% 9.8% 

脳血管疾患 18.5% 3.7% 

慢性閉塞性肺疾患 53.6% 19.3% 

 

＜受動喫煙-配偶者＞ (女性のみ考慮)  

肺がん (-) 7.0% 

虚血性心疾患 (-) 5.8% 

脳血管疾患 (-) 6.3% 

＜受動喫煙-職場＞  

肺がん 3.7% 7.4% 

虚血性心疾患 10.1% 11.3% 

脳血管疾患 7.5% 8.4% 
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表 5  喫煙による超過医療費 
 

 
表 6  喫煙による超過罹患者数 
 
 

  

傷病分類 男性 女性 男女計

＜能動喫煙＞  
 悪性新生物 6,320.0 767.7 7,087.7 
 うち胃の悪性新生物 661.0 22.4 683.4 
 うち肝及び肝内胆管の悪性新生物 303.0 30.4 333.4
 うち気管、気管支及び肺の悪性新生物 1,722.3 236.7 1,959.0 

 虚血性心疾患 1,711.5 289.7 2,001.3 
 脳血管疾患 1,628.3 325.3 1,953.6 
 慢性閉塞性肺疾患（COPD） 543.3 83.4 626.6 
能動喫煙合計 10,203.1 1,466.1 11,669.2
  
＜受動喫煙＞  
 肺がん 98.3 237.2 335.5
 虚血性心疾患 446.3 509.4 955.7
 脳血管疾患 656.9 1,284.9 1,941.8
受動喫煙合計 1,201.6 2,031.4 3,232.9

合計 11,404.7 3,497.4 14,902.1

傷病分類 男性 女性 男女計

＜能動喫煙＞  
 悪性新生物 300,603 36,514 337,117 

 うち胃の悪性新生物 37,093 1,256 38,349 
 うち肝及び肝内胆管の悪性新生物 9,590 963 10,553 
 うち気管、気管支及び肺の悪性新生物 58,692 8,065 66,758 

 虚血性心疾患 181,539 30,730 212,269 
 脳血管疾患 108,677 21,709 130,386 
 慢性閉塞性肺疾患（COPD） 97,039 14,888 111,927 
能動喫煙合計 687,858 103,841 791,699 
  
＜受動喫煙＞  
 肺がん 3,351 8,082 11,433 
 虚血性心疾患 47,338 54,026 101,364 
 脳血管疾患 43,844 85,753 129,597 
受動喫煙合計 94,533 147,861 242,393 

合計 782,391 251,702 1,034,092 



85 
 

 
 
表 7  喫煙による超過生産性損失 (入院増加分) 
 
 
 

 
 
 
 
  
  

傷病分類 男性 女性 男女計

＜能動喫煙＞  
 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 45.3 5.1 50.4 
 喉頭の悪性新生物 15.7 0.0 15.7 
 食道の悪性新生物 85.2 4.9 90.1 
 胃の悪性新生物 105.4 3.6 109.0 
 肝及び肝内胆管の悪性新生物 52.4 5.7 58.1 
 膵の悪性新生物 30.5 6.5 37.0 
 気管、気管支及び肺の悪性新生物 314.1 34.4 348.5 
 子宮頚（部）の悪性新生物 0.0 2.9 2.9 
 膀胱の悪性新生物 49.2 4.1 53.3 
 虚血性心疾患 143.8 20.3 164.1 
 脳血管疾患 488.5 126.3 614.8 
 慢性閉塞性肺疾患 107.4 20.9 128.3 
＜受動喫煙＞  
 肺がん 17.9 34.5 52.4
 虚血性心疾患 37.5 35.7 73.2
 脳血管疾患 197.1 498.7 695.8
合計 1,690.0 803.5 2,493.5
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

受動喫煙対策や禁煙推進につながるメディアキャンペーンの効果検証 

 

研究分担者 田淵 貴大 大阪府立成人病センターがん予防情報センター 課長補佐 

 

 

研究要旨 

 これまで受動喫煙の他者危害性の認識に関する調査は十分には実施されてきていない。そこで、わ

れわれは日本における受動喫煙の他者危害性の認識および支持する受動喫煙防止対策との関連を明ら

かにすることを目的とした。日本の一般住民を対象としてインターネット調査を実施した（調査実施

期間は 2017 年 1 月 27 日～3 月 13 日）。不正回答とみなした 157 人を除外し、15-71 歳の男女 10114

人（男性 5142 人、女性 4972 人）について分析した。男性では 89.1%、女性では 95.0%が受動喫煙

の他者危害性を認識していた。受動喫煙と肺がんの関連を認識していない者では、他者危害性を認識

している割合が男女合計で 52.8%と低かった。男性では 60.9%、女性では 62.2%が職場の屋内全面禁

煙を支持していた。受動喫煙の他者危害性を認識していない者では、職場の屋内全面禁煙を支持して

いる割合が男女合計で 43.5%と低かった。家庭および飲食店についても同様の傾向を示した。本研究

は、横断研究であり因果関係を調べたものではないが、受動喫煙の他者危害性の認識を高めることで

住民が屋内の全面禁煙を支持するようになる可能性を示唆している。今後のタバコ対策および受動喫

煙防止策を推進するための基礎資料となる。 

 

Ａ．研究目的 

 受動喫煙とは「他人のタバコの煙を吸わされ

ること」である。人々は主に職場や家庭、飲食

店で受動喫煙に曝されている（国民健康・栄養

調査）[1]。平成 21 年に厚生労働省によりまと

められた「受動喫煙防止対策のあり方に関する

検討会報告書」では、受動喫煙は喫煙者による

「他者危害」であることが指摘されている [2]。

喫煙は個人の健康問題にとどまらず、他者に害

を及ぼす大変な公共問題となっている [3]。誰

にも他人に危害を加える権利はなく、誰もが受

動喫煙の害から保護されるべきである [3]。例

えば、子どもでは生まれる前から受動喫煙に曝

露され、生まれた後も自分で受動喫煙から逃げ

ることができず、社会的に受動喫煙を防止する

取り組みが必要である。屋内を全面的に禁煙と

する法整備が求められている [4, 5]。 

これまで受動喫煙の他者危害性の認識に関す

る調査は十分には実施されてきていない。そこ

で、われわれは日本における受動喫煙の他者危

害性の認識および支持する受動喫煙防止対策と

の関連を明らかにすることを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

日本の一般住民を対象として受動喫煙の他者

危害性の認識および支持する受動喫煙防止対策

に関するインターネット調査を実施した。楽天

リサーチ株式会社にインターネット調査を委託

した。調査実施期間は2017年1月27日～3月13

日であった。 

配信の対象者は、過去に楽天リサーチにおけ

るタバコに関する調査に回答したことがある者

（その１．2016年に楽天リサーチにより実施さ

れたタバコパネル回答者。その２．我々が2015

年に楽天リサーチにて実施したタバコに関する

インターネット調査の回答者）である。上記の

回答者はともに楽天リサーチのパネル全体から

ランダムにサンプリングされ形成されており、

現在喫煙者・過去喫煙者・もともと吸わない非

喫煙者（current smoker/ former smoker/ never 
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smoker）を含んでいる（詳細については楽天リ

サーチWebサイトURL: 

http://research.rakuten.co.jpおよび先行研究

[6]を参照のこと）。 

その１．我々が2015年に楽天リサーチにて実

施したタバコに関するインターネット調査の回

答者8240人[6]のうち、7038人（85.4%）に対し

て調査が可能であった（1202人についてはアク

セス不可能：2017年1月時点）。2017/1/27（金）

～2017/2/27まで調査を実施し、17歳～71歳の

男女合計4271人（回答率51.8%）から回答が得

られた。 

 その２．2016 年秋に楽天リサーチにより実施

されたタバコパネル回答者の 34 万人を対象と

して 2017/2/24（金）～2017/3/13（月）まで調

査を実施し、性・年齢階層別に以下の人数、合

計 6000 人の回答を集めた。 

内訳 

15-19 歳男女 150 人×2 小計 300 人 

20-24 歳男女 316 人×2 小計 632 人 

25-29 歳男 317 人、女 319 人 小計 636 人 

30-34 歳男女 319 人×2 小計 638 人 

35-39 歳男女 319 人×2 小計 638 人 

40-44 歳男女 319 人×2 小計 638 人 

45-49 歳男女 319 人×2 小計 638 人 

50-54 歳男女 235 人×2 小計 470 人 

55-59 歳男女 235 人×2 小計 470 人 

60-64 歳男女 235 人×2 小計 470 人 

65-69 歳男女 235 人×2 小計 470 人 

※性別が変更されたサンプルを除外するなどの

楽天リサーチ社によるバリデーションコントロ

ールの結果、最終的に上記人数の回答となった。 

 上記１および２の回答者を合計して、15 歳～

71 歳の男女合計 10271 人の回答者が得られた。

本研究ではこのデータを 2017 年の横断調査デ

ータとして用いる。 

 

■調査項目 

 受動喫煙の他者危害性の認識については、「あ

なたの意識についてお尋ねします。以下につい

て、あなたの認識をお答えください。『タバコの

煙を他人に吸わせることは、他人に害を及ぼす

ことと同じだ』：選択肢として『そう思う』『や

やそう思う』『あまりそう思わない』『そう思わ

ない』の4択」との質問に対して「そう思う」

もしくは「ややそう思う」と回答した者を「受

動喫煙の他者危害性を認識している」者（認識

あり）と定義した。 

 受動喫煙と肺がんの関連の認識については、

上記と同様に『他人のタバコの煙を吸わされる

と、肺がんになりやすくなる』に対して「そう

思う」もしくは「ややそう思う」と回答した者

を「受動喫煙と肺がんの関連の認識あり」と定

義した。 

 支持する受動喫煙防止対策については、「家

庭・職場・飲食店のそれぞれにおいて、人々が

タバコの煙を吸わないですむようにするために

は、次の選択肢のうち、どの方法が適切だと考

えますか。あなたの意見に最も近いものを一つ

選んでください。：選択肢として家庭・職場・

飲食店のそれぞれに対して『１．禁煙タイムを

設ける』『２．喫煙コーナーや喫煙席を設け、

それ以外は禁煙とする』『３．屋内に喫煙専用

室を設け、それ以外は禁煙とする』『４．屋内

を全面的に禁煙とする』『屋外・屋内ともに敷

地内を全面的に禁煙とする』の5択」との質問

に対して「４」もしくは「５」と回答した者を

「屋内全面禁煙を支持している者（屋内全面禁

煙以上の受動喫煙防止対策を支持）」と定義し

た。 

喫煙状況については、紙巻きタバコもしくは

手巻きタバコを「現在、使っていますか。」の

質問に対して「これまで一度も使ったことがな

い」もしくは「1回以上使ってみたが、習慣的

には使用しなかった」と回答した者を「非喫煙

者（never smoker）」、「以前は習慣的に使って

いたが、今は止めている」と回答した者を「過

去喫煙者（former smoker）」、「時々使う日があ

る」もしくは「ほとんど毎日使っている」と回

答した者を「現在喫煙者（current smoker）」
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とした。さらに、直近30日以内に喫煙していた

者を現在喫煙者とし、習慣的な喫煙経験があり

直近30日以内に喫煙していなかった者は過去

喫煙者として定義した（2015年調査回答者にお

いては2015年調査時の喫煙状況および2017年

調査時の1年以内および30日以内の喫煙状況を

総合的に判断して、上記と同様に喫煙状況を定

義した）。 

 基本属性および社会経済的要因として、性別、

年齢階級（15-19歳、20-29歳、30-39歳、40-49

歳、50-59歳、60-71歳※2015年調査時の15歳～

69歳は2017年調査時の17歳～71歳）、地域ブ

ロック（人口移動調査における地域ブロック）、

婚姻状況、学歴、住居（持ち家の有無）、就業

状況を定義した。健康関連要因として主観的健

康感（よい、まあよい、ふつう、あまりよくな

い、よくないの5件法）を定義した。 

 

 下記（１）～（３）のいずれかに該当する者

を不正回答とみなし、分析から除外した。 

（１）「下から2番目の選択枝を選択してくだ

さい。」の質問に対して2番目を選択しなかっ

た者 

（２）「あなたは、現在アルコールや薬物を飲

んだり、使ったりしていますか。下記のそれぞ

れについてお答えください。1.アルコール（ビ

ール・日本酒・焼酎・ワイン・ウイスキーなど）

2.睡眠薬・抗不安薬 3.ネオシーダー4.シンナ

ーやトルエンなど有機溶剤の吸引（仕事上の適

切な使用については問わない）5.モルヒネなど

の麻薬（癌による疼痛に使用する場合などを除

く）6.危険ドラッグ（脱法ハーブ・マジックマ

ッシュルームなど）7.大麻（マリファナ）8.覚

せい剤・コカイン・ヘロイン」の質問に対して

全ての項目に「ほとんど毎日使った」と回答し

た者 

（３）「あなたには現在、持病がありますか。

1.高血圧 2.糖尿病 3.喘息（ぜんそく）4.アトピ

ー性皮膚炎 5.狭心症 6.心筋梗塞 7.脳卒中

（脳梗塞もしくは脳出血）8.COPD（慢性閉塞

性肺疾患）9.がん（肺、口腔咽頭、喉頭）10.

がん（食道、胃）11.がん（肝臓、膵臓、腎臓、

尿路、膀胱）12.がん（その他）13.うつ病 14.

うつ病以外の精神疾患」の質問に対して全ての

項目に「現在ある」と回答した者 

 

■統計解析 

 不正回答とみなした157人を除外し、15-71歳

の男女10114人について分析した。受動喫煙の

他者危害性を認識している割合（％）および屋

内全面禁煙以上の受動喫煙防止対策を支持して

いる割合（％）を特性に応じて呈示した。屋内

全面禁煙以上の受動喫煙防止対策の支持に対す

るオッズ比を多変量調整ロジスティック回帰分

析にて算出した。 

 

（倫理面への配慮） 

 インターネット調査の実施に当たり、調査を

受けることの同意はあらかじめ調査会社により

実施されている。ただし、調査の内容は様々で

あるため、本調査内容について説明を追加した。

日本マーケティングリサーチ協会による綱領お

よびガイドラインに従い、本調査の実施に関し

て調査会社から承認を得た。「アンケート調査対

象者への説明文」を調査参加者全員に対して必

ず提示し、調査で得られた情報は個人を特定で

きない形でしか発表されないことや調査の目的

以外には利用しないことを対象者に伝えた。本

研究に関して大阪府立成人病センター（現在の

大阪国際がんセンター）の倫理審査委員会から

の承認を得て研究を実施した。 

 

Ｃ．研究結果 

表 1 にインターネット調査回答者の特性を示

した。男性では 24.6%、女性では 10.5%が現在

喫煙者であった。 

 表 2 に受動喫煙の他者危害性を認識している

割合（％）を示した。男性では 89.1%、女性で

は 95.0%が受動喫煙の他者危害性を認識してい

た。特に現在喫煙者や主観的健康感のよくない
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者、受動喫煙と肺がんの関連を認識していない

者では、他者危害性を認識している割合が低か

った。受動喫煙と肺がんの関連を認識していな

い者では、他者危害性を認識している割合が男

女合計で 52.8%であった。 

 表 3 に職場の屋内全面禁煙を支持している割

合（％）を示した。男性では 60.9%、女性では

62.2%が職場の屋内全面禁煙を支持していた。

現在喫煙者や学歴が中卒の者、受動喫煙と肺が

んの関連を認識していない者、受動喫煙の他者

危害性を認識していない者では、職場の屋内全

面禁煙を支持している割合が低かった。受動喫

煙の他者危害性を認識していない者では、職場

の屋内全面禁煙を支持している割合が男女合計

で 43.5%であった。 

 表 4 に職場の屋内全面禁煙支持に対するロジ

スティック回帰分析の結果を示した。年齢が低

い者や喫煙者ではオッズ比が有意に低く（屋内

全面禁煙を支持しない傾向）、学歴が高い者や受

動喫煙の他者危害性を認識している者ではオッ

ズ比が有意に高かった（屋内全面禁煙を支持す

る傾向）。受動喫煙と肺がんの関連の認識もしく

は受動喫煙の他者危害性の認識のいずれかをモ

デルに投入した場合のオッズ比はそれぞれ

1.80、1.78 であった。 

 表 5 に家庭の屋内全面禁煙を支持している割

合（％）を示した。男性では 74.0%、女性では

75.3%が家庭の屋内全面禁煙を支持していた。

現在喫煙者や学歴が中卒の者、受動喫煙と肺が

んの関連を認識していない者、受動喫煙の他者

危害性を認識していない者では、家庭の屋内全

面禁煙を支持している割合が低かった。受動喫

煙の他者危害性を認識していない者では、家庭

の屋内全面禁煙を支持している割合が男女合計

で 49.3%であった。 

 表 6 に家庭の屋内全面禁煙支持に対するロジ

スティック回帰分析の結果を示した。年齢が低

い者や喫煙者ではオッズ比が有意に低く（屋内

全面禁煙を支持しない傾向）、学歴が高い者や受

動喫煙の他者危害性を認識している者ではオッ

ズ比が有意に高かった（屋内全面禁煙を支持す

る傾向）。受動喫煙と肺がんの関連の認識もしく

は受動喫煙の他者危害性の認識のいずれかをモ

デルに投入した場合のオッズ比はそれぞれ

2.70、2.74 であった。 

 表 7 に飲食店の屋内全面禁煙を支持している

割合（％）を示した。男性では 54.0%、女性で

は 54.6%が飲食店の屋内全面禁煙を支持してい

た。現在喫煙者や学歴が中卒の女性、受動喫煙

と肺がんの関連を認識していない者、受動喫煙

の他者危害性を認識していない者では、飲食店

の屋内全面禁煙を支持している割合が低かった。

受動喫煙の他者危害性を認識していない者では、

飲食店の屋内全面禁煙を支持している割合が男

女合計で 36.8%であった。 

 表 8 に飲食店の屋内全面禁煙支持に対するロ

ジスティック回帰分析の結果を示した。年齢が

低い者や喫煙者ではオッズ比が有意に低く（屋

内全面禁煙を支持しない傾向）、学歴が高い者や

受動喫煙の他者危害性を認識している者ではオ

ッズ比が有意に高かった（屋内全面禁煙を支持

する傾向）。受動喫煙と肺がんの関連の認識もし

くは受動喫煙の他者危害性の認識のいずれかを

モデルに投入した場合のオッズ比はそれぞれ

1.95、1.77 であった。 

 

D．考察 

 受動喫煙の他者危害性を認識していない者で

は、受動喫煙防止対策として屋内を全面禁煙と

することを支持する傾向が低いことが分かった。

職場、家庭および飲食店のすべての場面におい

て上記の傾向は同様であった。 

 日本ではタバコ対策としての脱タバコメディ

アキャンペーンがほとんど実施されてきていな

い [7]。本研究は、横断研究であり因果関係を

調べたものではないが、受動喫煙の他者危害性

の認識を高めることで住民が適切な受動喫煙防

止策を支持するようになる可能性を示唆してい

る。受動喫煙の他者危害性の認識と受動喫煙の

肺がんとの関連の認識は相互に強く相関してい
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るため（data not shown）、受動喫煙の他人に

及ぼす害について肺がんを含めて広く知っても

らうことによって受動喫煙の他者危害性の認識

が高まっていくとも考えられる。 

タバコの煙には発がん物質等の有害な化学物

質が非常に多く含まれている。受動喫煙により

心筋梗塞や肺がん等の病気が増え、大人だけで

なく子どもの呼吸器感染症・ぜんそく等の発病

や入院が増える[8-10]。親が室内で喫煙してい

ると乳児の突然死が 4 倍増えるとわかっている

[8]。 

 喫煙コーナーなどの分煙では受動喫煙の害を

防止することができないため [4]、屋内を全面

的に禁煙とする政策を進めていくことが期待さ

れる。その推進のために、受動喫煙の他者危害

性を認識してもらうような脱タバコメディアキ

ャンペーンを実施することを検討していく。日

本では、2010 年に神奈川県、2013 年に兵庫県

において受動喫煙防止条例が施行されたが、飲

食店を含む職場の禁煙化は不十分である [11]。

現在、国では国レベルの受動喫煙防止法案につ

いて議論されているが、屋内全面禁煙を義務化

する法案が望まれる。 

 本研究はインターネット調査であり、対象者

は日本国民を代表しているとは言えない。先行

研究ではインターネット調査回答者は国民生活

基礎調査回答者と比較して喫煙者が少なく学歴

がやや高いなどの傾向が認められた [6]。ただ

し、総務省による 2015 年の通信利用動向調査

によると日本人の 83％（若年者に限定すると

90%以上）がインターネットにアクセスできる

状況である。 

 

E．結論 

本研究は日本における受動喫煙の他者危害

性の認識および支持する受動喫煙防止対策との

関連を明らかにした。今後のタバコ対策および

受動喫煙防止策を推進するための基礎資料と

なる。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 特になし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

なし 

２．学会発表 

 なし 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む。） 

１．特許取得 

  なし 

２．実用新案登録 

  なし 

３．その他 

なし 
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表 1．インターネット調査回答者の特性, 2017 年 

人数 % 人数 % 人数 %

合計 5142 100.0 4972 100.0 10114 100.0
年齢

15-19歳 161 3.1 165 3.3 326 3.2
20-29歳 801 15.6 852 17.1 1653 16.3
30-39歳 1047 20.4 1039 20.9 2086 20.6
40-49歳 1142 22.2 1049 21.1 2191 21.7
50-59歳 954 18.6 889 17.9 1843 18.2
60-71歳 1037 20.2 978 19.7 2015 19.9

地域
北海道 224 4.4 235 4.7 459 4.5
東北 408 7.9 355 7.1 763 7.5
北関東 192 3.7 169 3.4 361 3.6
東京圏 1665 32.4 1564 31.5 3229 31.9
中部・北陸 385 7.5 384 7.7 769 7.6
中京圏 541 10.5 492 9.9 1033 10.2
大阪圏 788 15.3 792 15.9 1580 15.6
京阪周辺 141 2.7 136 2.7 277 2.7
中国 270 5.3 254 5.1 524 5.2
四国 108 2.1 130 2.6 238 2.4
九州・沖縄 420 8.2 461 9.3 881 8.7

婚姻状況
既婚 2902 56.4 2889 58.1 5791 57.3
未婚 2017 39.2 1605 32.3 3622 35.8
死別 26 0.5 121 2.4 147 1.5
離別（離婚） 197 3.8 357 7.2 554 5.5

学歴
中学／その他 146 2.8 132 2.7 278 2.7
高校 1342 26.1 1477 29.7 2819 27.9
専門学校／短大／高専 658 12.8 1611 32.4 2269 22.4
大学 2593 50.4 1640 33.0 4233 41.9
大学院 403 7.8 112 2.3 515 5.1

住居
持ち家なし 1668 32.4 1664 33.5 3332 32.9
持ち家あり 3474 67.6 3308 66.5 6782 67.1

就業状況
役員 230 4.5 52 1.1 282 2.8
正規職員 2760 53.7 1107 22.3 3867 38.2
自営業主/家族従業者 482 9.4 198 4.0 680 6.7

パート/アルバイト
/契約社員/内職

583 11.3 1398 28.1 1981 19.6

家事/専業主婦 32 0.6 1569 31.6 1601 15.8
リタイア/介護/その他 140 2.7 32 0.6 172 1.7
通学/学生 331 6.4 291 5.9 622 6.1
失業/無職 584 11.4 325 6.5 909 9.0

主観的健康感
よい 1099 21.4 1142 23.0 2241 22.2
まあよい 1649 32.1 1758 35.4 3407 33.7
ふつう 1822 35.4 1572 31.6 3394 33.6
あまりよくない 440 8.6 412 8.3 852 8.4
よくない 132 2.6 88 1.8 220 2.2

喫煙状況
非喫煙者 2409 46.9 3674 73.9 6083 60.1
過去喫煙者 1469 28.6 774 15.6 2243 22.2
現在喫煙者 1264 24.6 524 10.5 1788 17.7

男性 女性 男女合計
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表 2．受動喫煙の他者危害性を認識している割合(%) 

分母となる
人数

認識している
人数

%
分母となる

人数
認識している

人数
%

分母となる
人数

認識している
人数

%

合計 5142 4582 89.1 4972 4723 95.0 10114 9305 92.0
年齢

15-19歳 161 148 91.9 165 161 97.6 326 309 94.8
20-29歳 801 681 85.0 852 799 93.8 1653 1480 89.5
30-39歳 1047 921 88.0 1039 991 95.4 2086 1912 91.7
40-49歳 1142 1039 91.0 1049 981 93.5 2191 2020 92.2
50-59歳 954 845 88.6 889 850 95.6 1843 1695 92.0
60-71歳 1037 948 91.4 978 941 96.2 2015 1889 93.7

地域
北海道 224 202 90.2 235 226 96.2 459 428 93.2
東北 408 362 88.7 355 336 94.7 763 698 91.5
北関東 192 185 96.4 169 160 94.7 361 345 95.6
東京圏 1665 1477 88.7 1564 1476 94.4 3229 2953 91.5
中部・北陸 385 346 89.9 384 370 96.4 769 716 93.1
中京圏 541 493 91.1 492 464 94.3 1033 957 92.6
大阪圏 788 689 87.4 792 759 95.8 1580 1448 91.6
京阪周辺 141 124 87.9 136 131 96.3 277 255 92.1
中国 270 245 90.7 254 237 93.3 524 482 92.0
四国 108 94 87.0 130 125 96.2 238 219 92.0
九州・沖縄 420 365 86.9 461 439 95.2 881 804 91.3

婚姻状況
既婚 2902 2629 90.6 2889 2760 95.5 5791 5389 93.1
未婚 2017 1767 87.6 1605 1506 93.8 3622 3273 90.4
死別 26 24 92.3 121 118 97.5 147 142 96.6
離別（離婚） 197 162 82.2 357 339 95.0 554 501 90.4

学歴
中学／その他 146 118 80.8 132 126 95.5 278 244 87.8
高校 1342 1165 86.8 1477 1402 94.9 2819 2567 91.1
専門学校／短大／高専 658 568 86.3 1611 1521 94.4 2269 2089 92.1
大学 2593 2356 90.9 1640 1565 95.4 4233 3921 92.6
大学院 403 375 93.1 112 109 97.3 515 484 94.0

住居
持ち家なし 1668 1470 88.1 1664 1563 93.9 3332 3033 91.0
持ち家あり 3474 3112 89.6 3308 3160 95.5 6782 6272 92.5

就業状況
役員 230 204 88.7 52 48 92.3 282 252 89.4
正規職員 2760 2482 89.9 1107 1031 93.1 3867 3513 90.8
自営業主/家族従業者 482 421 87.3 198 185 93.4 680 606 89.1

パート/アルバイト
/契約社員/内職

583 515 88.3 1398 1334 95.4 1981 1849 93.3

家事/専業主婦 32 29 90.6 1569 1503 95.8 1601 1532 95.7
リタイア/介護/その他 140 127 90.7 32 31 96.9 172 158 91.9
通学/学生 331 291 87.9 291 282 96.9 622 573 92.1
失業/無職 584 513 87.8 325 309 95.1 909 822 90.4

主観的健康感
よい 1099 981 89.3 1142 1095 95.9 2241 2076 92.6
まあよい 1649 1527 92.6 1758 1699 96.6 3407 3226 94.7
ふつう 1822 1576 86.5 1572 1464 93.1 3394 3040 89.6
あまりよくない 440 398 90.5 412 390 94.7 852 788 92.5
よくない 132 100 75.8 88 75 85.2 220 175 79.5

喫煙状況
非喫煙者 2409 2188 90.8 3674 3522 95.9 6083 5710 93.9
過去喫煙者 1469 1355 92.2 774 737 95.2 2243 2092 93.3
現在喫煙者 1264 1039 82.2 524 464 88.6 1788 1503 84.1

受動喫煙と肺がんの関連の認識
なし 847 424 50.1 442 256 57.9 1289 680 52.8
あり 4295 4158 96.8 4530 4467 98.6 8825 8625 97.7

男性 女性 男女合計
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表 3．職場の屋内全面禁煙を支持している割合(%) 

分母となる
人数

支持している
人数

%
分母となる

人数
支持している

人数
%

分母となる
人数

支持している
人数

%

合計 5142 3132 60.9 4972 3094 62.2 10114 6226 61.6
年齢

15-19歳 161 94 58.4 165 98 59.4 326 192 58.9
20-29歳 801 445 55.6 852 500 58.7 1653 945 57.2
30-39歳 1047 619 59.1 1039 625 60.2 2086 1244 59.6
40-49歳 1142 702 61.5 1049 637 60.7 2191 1339 61.1
50-59歳 954 596 62.5 889 588 66.1 1843 1184 64.2
60-71歳 1037 676 65.2 978 646 66.1 2015 1322 65.6

地域
北海道 224 127 56.7 235 133 56.6 459 260 56.6
東北 408 249 61.0 355 215 60.6 763 464 60.8
北関東 192 116 60.4 169 123 72.8 361 239 66.2
東京圏 1665 994 59.7 1564 954 61.0 3229 1948 60.3
中部・北陸 385 239 62.1 384 233 60.7 769 472 61.4
中京圏 541 332 61.4 492 334 67.9 1033 666 64.5
大阪圏 788 481 61.0 792 508 64.1 1580 989 62.6
京阪周辺 141 105 74.5 136 81 59.6 277 186 67.1
中国 270 155 57.4 254 160 63.0 524 315 60.1
四国 108 73 67.6 130 85 65.4 238 158 66.4
九州・沖縄 420 261 62.1 461 268 58.1 881 529 60.0

婚姻状況
既婚 2902 1869 64.4 2889 1838 63.6 5791 3707 64.0
未婚 2017 1145 56.8 1605 962 59.9 3622 2107 58.2
死別 26 13 50.0 121 68 56.2 147 81 55.1
離別（離婚） 197 105 53.3 357 226 63.3 554 331 59.7

学歴
中学／その他 146 74 50.7 132 63 47.7 278 137 49.3
高校 1342 739 55.1 1477 864 58.5 2819 1603 56.9
専門学校／短大／高専 658 399 60.6 1611 991 61.5 2269 1390 61.3
大学 2593 1661 64.1 1640 1091 66.5 4233 2752 65.0
大学院 403 259 64.3 112 85 75.9 515 344 66.8

住居
持ち家なし 1668 958 57.4 1664 944 56.7 3332 1902 57.1
持ち家あり 3474 2174 62.6 3308 2150 65.0 6782 4324 63.8

就業状況
役員 230 150 65.2 52 30 57.7 282 180 63.8
正規職員 2760 1660 60.1 1107 712 64.3 3867 2372 61.3
自営業主/家族従業者 482 315 65.4 198 123 62.1 680 438 64.4

パート/アルバイト
/契約社員/内職

583 349 59.9 1398 859 61.4 1981 1208 61.0

家事/専業主婦 32 18 56.3 1569 961 61.3 1601 979 61.1
リタイア/介護/その他 140 85 60.7 32 25 78.1 172 110 64.0
通学/学生 331 195 58.9 291 186 63.9 622 381 61.3
失業/無職 584 360 61.6 325 198 60.9 909 558 61.4

主観的健康感
よい 1099 702 63.9 1142 717 62.8 2241 1419 63.3
まあよい 1649 1010 61.3 1758 1113 63.3 3407 2123 62.3
ふつう 1822 1072 58.8 1572 935 59.5 3394 2007 59.1
あまりよくない 440 260 59.1 412 270 65.5 852 530 62.2
よくない 132 88 66.7 88 59 67.1 220 147 66.8

喫煙状況
非喫煙者 2409 1686 70.0 3674 2467 67.2 6083 4153 68.3
過去喫煙者 1469 1022 69.6 774 465 60.1 2243 1487 66.3
現在喫煙者 1264 424 33.5 524 162 30.9 1788 586 32.8

受動喫煙と肺がんの関連の認識
なし 847 365 43.1 442 187 42.3 1289 552 42.8
あり 4295 2767 64.4 4530 2907 64.2 8825 5674 64.3

受動喫煙の他者危害性の認識
なし 560 238 42.5 249 114 45.8 809 352 43.5
あり 4582 2894 63.2 4723 2980 63.1 9305 5874 63.1

男性 女性 男女合計
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表 4．職場の屋内全面禁煙支持に対するオッズ比（95%信頼区間）, ロジスティック回帰分析 

多変量調整オッズ比* 多変量調整オッズ比† 多変量調整オッズ比†
性別

男性 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
女性 0.93 (0.83, 1.03) 0.93 (0.84, 1.04) 0.94 (0.84, 1.04)

年齢
15-19歳 0.60 (0.44, 0.83) 0.61 (0.44, 0.85) 0.60 (0.44, 0.83)
20-29歳 0.64 (0.53, 0.76) 0.64 (0.54, 0.77) 0.63 (0.52, 0.76)
30-39歳 0.75 (0.64, 0.87) 0.76 (0.65, 0.89) 0.74 (0.63, 0.86)
40-49歳 0.85 (0.73, 0.99) 0.85 (0.73, 0.99) 0.85 (0.73, 0.99)
50-59歳 1.00 (0.86, 1.16) 1.00 (0.86, 1.16) 0.99 (0.85, 1.16)
60-71歳 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)

地域
北海道 0.80 (0.63, 1.03) 0.80 (0.63, 1.02) 0.81 (0.63, 1.03)
東北 1.10 (0.89, 1.36) 1.11 (0.90, 1.37) 1.10 (0.89, 1.36)
北関東 1.15 (0.88, 1.51) 1.16 (0.88, 1.52) 1.16 (0.88, 1.52)
東京圏 0.91 (0.77, 1.07) 0.91 (0.77, 1.07) 0.91 (0.77, 1.07)
中部・北陸 0.92 (0.74, 1.14) 0.93 (0.75, 1.15) 0.92 (0.75, 1.14)
中京圏 1.06 (0.87, 1.29) 1.07 (0.88, 1.30) 1.06 (0.87, 1.30)
大阪圏 1.00 (0.84, 1.20) 1.00 (0.84, 1.20) 1.00 (0.84, 1.20)
京阪周辺 1.11 (0.82, 1.50) 1.12 (0.83, 1.52) 1.11 (0.82, 1.49)
中国 0.88 (0.69, 1.11) 0.88 (0.70, 1.11) 0.88 (0.69, 1.11)
四国 1.25 (0.91, 1.72) 1.27 (0.92, 1.74) 1.24 (0.90, 1.71)
九州・沖縄 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)

婚姻状況
既婚 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
未婚 0.80 (0.71, 0.90) 0.80 (0.71, 0.89) 0.80 (0.71, 0.89)
死別 0.65 (0.46, 0.93) 0.66 (0.46, 0.94) 0.65 (0.46, 0.93)
離別（離婚） 0.97 (0.79, 1.18) 0.97 (0.80, 1.19) 0.96 (0.79, 1.18)

学歴
中学／その他 0.85 (0.65, 1.10) 0.83 (0.64, 1.09) 0.85 (0.65, 1.10)
高校 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
専門学校／短大／高専 1.13 (1.00, 1.27) 1.13 (1.00, 1.27) 1.12 (1.00, 1.27)
大学 1.34 (1.21, 1.50) 1.36 (1.22, 1.51) 1.35 (1.21, 1.50)
大学院 1.33 (1.07, 1.64) 1.35 (1.09, 1.67) 1.33 (1.07, 1.65)

住居
持ち家なし 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
持ち家あり 1.16 (1.05, 1.28) 1.16 (1.06, 1.28) 1.16 (1.05, 1.28)

就業状況
役員 1.04 (0.80, 1.37) 1.05 (0.80, 1.37) 1.04 (0.79, 1.37)
正規職員 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
自営業主/家族従業者 1.20 (1.00, 1.45) 1.19 (0.99, 1.44) 1.20 (1.00, 1.45)

パート/アルバイト
/契約社員/内職

0.91 (0.80, 1.04) 0.91 (0.80, 1.04) 0.91 (0.80, 1.04)

家事/専業主婦 0.67 (0.57, 0.78) 0.67 (0.57, 0.79) 0.67 (0.57, 0.78)
リタイア/介護/その他 0.82 (0.58, 1.17) 0.80 (0.56, 1.14) 0.83 (0.58, 1.18)
通学/学生 1.02 (0.81, 1.29) 1.02 (0.81, 1.29) 1.02 (0.80, 1.28)
失業/無職 0.90 (0.76, 1.07) 0.90 (0.76, 1.07) 0.90 (0.76, 1.07)

主観的健康感
よい 1.16 (1.03, 1.31) 1.17 (1.04, 1.31) 1.17 (1.04, 1.31)
まあよい 1.02 (0.92, 1.13) 1.03 (0.93, 1.14) 1.03 (0.93, 1.14)
ふつう 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
あまりよくない 1.12 (0.95, 1.32) 1.13 (0.96, 1.33) 1.12 (0.95, 1.32)
よくない 1.61 (1.18, 2.19) 1.58 (1.16, 2.15) 1.58 (1.16, 2.15)

喫煙状況
非喫煙者 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
過去喫煙者 0.76 (0.68, 0.85) 0.76 (0.68, 0.85) 0.76 (0.68, 0.85)
現在喫煙者 0.21 (0.19, 0.24) 0.20 (0.18, 0.23) 0.21 (0.19, 0.24)

受動喫煙と肺がんの関連の認識
なし 1 (reference) 1 (reference)
あり 1.59 (1.37, 1.85) 1.80 (1.58, 2.05)

受動喫煙の他者危害性の認識
なし 1 (reference) 1 (reference)
あり 1.32 (1.10, 1.59) 1.78 (1.53, 2.09)

*上記の表にあるすべての項目について調整した。†他者危害性の認識と肺がんとの関連の認識のいずれかを含め、そ
の他すべての項目を調整した。  
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表 5．家庭の屋内全面禁煙を支持している割合(%) 

分母となる
人数

支持している
人数

%
分母となる

人数
支持している

人数
%

分母となる
人数

支持している
人数

%

合計 5142 3805 74.0 4972 3746 75.3 10114 7551 74.7
年齢

15-19歳 161 111 68.9 165 122 73.9 326 233 71.5
20-29歳 801 545 68.0 852 629 73.8 1653 1174 71.0
30-39歳 1047 759 72.5 1039 780 75.1 2086 1539 73.8
40-49歳 1142 842 73.7 1049 772 73.6 2191 1614 73.7
50-59歳 954 726 76.1 889 666 74.9 1843 1392 75.5
60-71歳 1037 822 79.3 978 777 79.5 2015 1599 79.4

地域
北海道 224 154 68.8 235 158 67.2 459 312 68.0
東北 408 285 69.9 355 252 71.0 763 537 70.4
北関東 192 156 81.3 169 142 84.0 361 298 82.5
東京圏 1665 1228 73.8 1564 1163 74.4 3229 2391 74.0
中部・北陸 385 284 73.8 384 286 74.5 769 570 74.1
中京圏 541 409 75.6 492 393 79.9 1033 802 77.6
大阪圏 788 594 75.4 792 616 77.8 1580 1210 76.6
京阪周辺 141 116 82.3 136 104 76.5 277 220 79.4
中国 270 199 73.7 254 195 76.8 524 394 75.2
四国 108 82 75.9 130 98 75.4 238 180 75.6
九州・沖縄 420 298 71.0 461 339 73.5 881 637 72.3

婚姻状況
既婚 2902 2269 78.2 2889 2243 77.6 5791 4512 77.9
未婚 2017 1394 69.1 1605 1170 72.9 3622 2564 70.8
死別 26 18 69.2 121 82 67.8 147 100 68.0
離別（離婚） 197 124 62.9 357 251 70.3 554 375 67.7

学歴
中学／その他 146 94 64.4 132 71 53.8 278 165 59.4
高校 1342 915 68.2 1477 1041 70.5 2819 1956 69.4
専門学校／短大／高専 658 465 70.7 1611 1209 75.1 2269 1674 73.8
大学 2593 2008 77.4 1640 1335 81.4 4233 3343 79.0
大学院 403 323 80.2 112 90 80.4 515 413 80.2

住居
持ち家なし 1668 1175 70.4 1664 1176 70.7 3332 2351 70.6
持ち家あり 3474 2630 75.7 3308 2570 77.7 6782 5200 76.7

就業状況
役員 230 175 76.1 52 32 61.5 282 207 73.4
正規職員 2760 2044 74.1 1107 834 75.3 3867 2878 74.4
自営業主/家族従業者 482 352 73.0 198 132 66.7 680 484 71.2

パート/アルバイト
/契約社員/内職

583 421 72.2 1398 1019 72.9 1981 1440 72.7

家事/専業主婦 32 25 78.1 1569 1241 79.1 1601 1266 79.1
リタイア/介護/その他 140 115 82.1 32 27 84.4 172 142 82.6
通学/学生 331 237 71.6 291 234 80.4 622 471 75.7
失業/無職 584 436 74.7 325 227 69.9 909 663 72.9

主観的健康感
よい 1099 841 76.5 1142 880 77.1 2241 1721 76.8
まあよい 1649 1229 74.5 1758 1376 78.3 3407 2605 76.5
ふつう 1822 1315 72.2 1572 1127 71.7 3394 2442 72.0
あまりよくない 440 323 73.4 412 303 73.5 852 626 73.5
よくない 132 97 73.5 88 60 68.2 220 157 71.4

喫煙状況
非喫煙者 2409 1999 83.0 3674 3000 81.7 6083 4999 82.2
過去喫煙者 1469 1250 85.1 774 590 76.2 2243 1840 82.0
現在喫煙者 1264 556 44.0 524 156 29.8 1788 712 39.8

受動喫煙と肺がんの関連の認識
なし 847 422 49.8 442 213 48.2 1289 635 49.3
あり 4295 3383 78.8 4530 3533 78.0 8825 6916 78.4

受動喫煙の他者危害性の認識
なし 560 274 48.9 249 125 50.2 809 399 49.3
あり 4582 3531 77.1 4723 3621 76.7 9305 7152 76.9

男性 女性 男女合計
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表 6．家庭の屋内全面禁煙支持に対するオッズ比（95%信頼区間）, ロジスティック回帰分析 

多変量調整オッズ比* 多変量調整オッズ比† 多変量調整オッズ比†

性別

男性 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)

女性 0.73 (0.65, 0.83) 0.75 (0.66, 0.84) 0.75 (0.66, 0.85)

年齢
15-19歳 0.50 (0.35, 0.72) 0.52 (0.36, 0.75) 0.50 (0.34, 0.72)

20-29歳 0.62 (0.50, 0.76) 0.63 (0.51, 0.78) 0.60 (0.49, 0.74)

30-39歳 0.77 (0.64, 0.93) 0.80 (0.66, 0.96) 0.75 (0.62, 0.91)

40-49歳 0.87 (0.72, 1.04) 0.87 (0.73, 1.05) 0.86 (0.72, 1.03)

50-59歳 0.95 (0.80, 1.14) 0.96 (0.80, 1.15) 0.95 (0.79, 1.14)

60-71歳 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
地域

北海道 0.71 (0.54, 0.94) 0.71 (0.54, 0.94) 0.72 (0.55, 0.94)

東北 0.96 (0.76, 1.23) 0.98 (0.77, 1.24) 0.97 (0.76, 1.23)

北関東 1.62 (1.15, 2.27) 1.64 (1.17, 2.30) 1.63 (1.16, 2.30)

東京圏 0.96 (0.80, 1.16) 0.96 (0.79, 1.15) 0.96 (0.80, 1.16)

中部・北陸 0.91 (0.72, 1.17) 0.93 (0.73, 1.19) 0.91 (0.72, 1.17)

中京圏 1.11 (0.89, 1.40) 1.12 (0.89, 1.41) 1.12 (0.89, 1.41)

大阪圏 1.13 (0.91, 1.39) 1.12 (0.91, 1.38) 1.12 (0.91, 1.39)

京阪周辺 1.12 (0.78, 1.61) 1.15 (0.80, 1.64) 1.11 (0.78, 1.59)

中国 1.00 (0.76, 1.32) 1.01 (0.77, 1.33) 1.01 (0.76, 1.32)

四国 1.09 (0.76, 1.58) 1.12 (0.78, 1.62) 1.08 (0.75, 1.56)

九州・沖縄 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
婚姻状況

既婚 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
未婚 0.73 (0.64, 0.83) 0.73 (0.64, 0.83) 0.73 (0.64, 0.83)

死別 0.58 (0.39, 0.87) 0.59 (0.40, 0.88) 0.58 (0.39, 0.87)

離別（離婚） 0.81 (0.65, 1.01) 0.82 (0.66, 1.02) 0.80 (0.64, 1.01)

学歴
中学／その他 0.78 (0.59, 1.04) 0.77 (0.58, 1.02) 0.79 (0.59, 1.05)

高校 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
専門学校／短大／高専 1.14 (0.99, 1.31) 1.15 (1.00, 1.32) 1.14 (0.99, 1.30)

大学 1.55 (1.37, 1.76) 1.58 (1.39, 1.79) 1.56 (1.37, 1.77)

大学院 1.40 (1.08, 1.82) 1.44 (1.11, 1.86) 1.41 (1.09, 1.83)

住居
持ち家なし 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
持ち家あり 1.15 (1.03, 1.29) 1.16 (1.04, 1.29) 1.15 (1.03, 1.28)

就業状況
役員 0.86 (0.63, 1.18) 0.86 (0.63, 1.18) 0.85 (0.62, 1.16)

正規職員 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
自営業主/家族従業者 0.92 (0.74, 1.13) 0.90 (0.73, 1.11) 0.92 (0.74, 1.13)

パート/アルバイト
/契約社員/内職

0.88 (0.76, 1.03) 0.89 (0.77, 1.03) 0.89 (0.76, 1.03)

家事/専業主婦 0.87 (0.72, 1.05) 0.88 (0.72, 1.06) 0.87 (0.72, 1.05)

リタイア/介護/その他 1.15 (0.73, 1.83) 1.10 (0.70, 1.74) 1.16 (0.73, 1.85)

通学/学生 1.07 (0.82, 1.41) 1.08 (0.82, 1.41) 1.07 (0.81, 1.40)

失業/無職 0.85 (0.70, 1.04) 0.84 (0.69, 1.02) 0.85 (0.70, 1.04)

主観的健康感
よい 1.26 (1.10, 1.45) 1.26 (1.10, 1.45) 1.28 (1.11, 1.46)

まあよい 1.07 (0.95, 1.21) 1.09 (0.96, 1.23) 1.09 (0.97, 1.23)

ふつう 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
あまりよくない 1.02 (0.85, 1.23) 1.04 (0.86, 1.26) 1.03 (0.85, 1.24)

よくない 1.17 (0.83, 1.64) 1.14 (0.81, 1.59) 1.12 (0.80, 1.57)

喫煙状況
非喫煙者 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
過去喫煙者 0.80 (0.70, 0.92) 0.79 (0.69, 0.91) 0.80 (0.70, 0.92)

現在喫煙者 0.13 (0.12, 0.15) 0.12 (0.11, 0.14) 0.13 (0.12, 0.15)

受動喫煙と肺がんの関連の認識
なし 1 (reference) 1 (reference)
あり 2.15 (1.83, 2.53) 2.70 (2.36, 3.10)

受動喫煙の他者危害性の認識
なし 1 (reference) 1 (reference)
あり 1.67 (1.37, 2.03) 2.74 (2.33, 3.23)

*上記の表にあるすべての項目について調整した。†他者危害性の認識と肺がんとの関連の認識のいずれかを含め、そ
の他すべての項目を調整した。  
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表 7．飲食店の屋内全面禁煙を支持している割合(%) 

分母となる
人数

支持している
人数

%
分母となる

人数
支持している

人数
%

分母となる
人数

支持している
人数

%

合計 5142 2777 54.0 4972 2714 54.6 10114 5491 54.3
年齢

15-19歳 161 90 55.9 165 85 51.5 326 175 53.7
20-29歳 801 410 51.2 852 427 50.1 1653 837 50.6
30-39歳 1047 568 54.3 1039 544 52.4 2086 1112 53.3
40-49歳 1142 614 53.8 1049 566 54.0 2191 1180 53.9
50-59歳 954 515 54.0 889 492 55.3 1843 1007 54.6
60-71歳 1037 580 55.9 978 600 61.4 2015 1180 58.6

地域
北海道 224 108 48.2 235 104 44.3 459 212 46.2
東北 408 207 50.7 355 168 47.3 763 375 49.1
北関東 192 113 58.9 169 120 71.0 361 233 64.5
東京圏 1665 881 52.9 1564 847 54.2 3229 1728 53.5
中部・北陸 385 220 57.1 384 202 52.6 769 422 54.9
中京圏 541 290 53.6 492 283 57.5 1033 573 55.5
大阪圏 788 434 55.1 792 464 58.6 1580 898 56.8
京阪周辺 141 89 63.1 136 74 54.4 277 163 58.8
中国 270 139 51.5 254 146 57.5 524 285 54.4
四国 108 67 62.0 130 72 55.4 238 139 58.4
九州・沖縄 420 229 54.5 461 234 50.8 881 463 52.6

婚姻状況
既婚 2902 1617 55.7 2889 1628 56.4 5791 3245 56.0
未婚 2017 1056 52.4 1605 822 51.2 3622 1878 51.8
死別 26 11 42.3 121 69 57.0 147 80 54.4
離別（離婚） 197 93 47.2 357 195 54.6 554 288 52.0

学歴
中学／その他 146 77 52.7 132 51 38.6 278 128 46.0
高校 1342 657 49.0 1477 779 52.7 2819 1436 50.9
専門学校／短大／高専 658 351 53.3 1611 879 54.6 2269 1230 54.2
大学 2593 1451 56.0 1640 934 57.0 4233 2385 56.3
大学院 403 241 59.8 112 71 63.4 515 312 60.6

住居
持ち家なし 1668 855 51.3 1664 829 49.8 3332 1684 50.5
持ち家あり 3474 1922 55.3 3308 1885 57.0 6782 3807 56.1

就業状況
役員 230 124 53.9 52 23 44.2 282 147 52.1
正規職員 2760 1454 52.7 1107 550 49.7 3867 2004 51.8
自営業主/家族従業者 482 263 54.6 198 100 50.5 680 363 53.4

パート/アルバイト
/契約社員/内職

583 306 52.5 1398 739 52.9 1981 1045 52.8

家事/専業主婦 32 17 53.1 1569 928 59.2 1601 945 59.0
リタイア/介護/その他 140 82 58.6 32 21 65.6 172 103 59.9
通学/学生 331 186 56.2 291 166 57.0 622 352 56.6
失業/無職 584 345 59.1 325 187 57.5 909 532 58.5

主観的健康感
よい 1099 624 56.8 1142 630 55.2 2241 1254 56.0
まあよい 1649 869 52.7 1758 957 54.4 3407 1826 53.6
ふつう 1822 961 52.7 1572 838 53.3 3394 1799 53.0
あまりよくない 440 236 53.6 412 236 57.3 852 472 55.4
よくない 132 87 65.9 88 53 60.2 220 140 63.6

喫煙状況
非喫煙者 2409 1597 66.3 3674 2233 60.8 6083 3830 63.0
過去喫煙者 1469 895 60.9 774 388 50.1 2243 1283 57.2
現在喫煙者 1264 285 22.6 524 93 17.8 1788 378 21.1

受動喫煙と肺がんの関連の認識
なし 847 287 33.9 442 151 34.2 1289 438 34.0
あり 4295 2490 58.0 4530 2563 56.6 8825 5053 57.3

受動喫煙の他者危害性の認識
なし 560 203 36.3 249 95 38.2 809 298 36.8
あり 4582 2574 56.2 4723 2619 55.5 9305 5193 55.8

男性 女性 男女合計
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表 8．飲食店の屋内全面禁煙支持に対するオッズ比（95%信頼区間）, ロジスティック回帰分析 
多変量調整オッズ比* 多変量調整オッズ比† 多変量調整オッズ比†

性別
男性 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
女性 0.70 (0.63, 0.78) 0.71 (0.64, 0.79) 0.71 (0.64, 0.79)

年齢
15-19歳 0.63 (0.46, 0.87) 0.65 (0.47, 0.89) 0.63 (0.46, 0.87)

20-29歳 0.73 (0.61, 0.88) 0.74 (0.62, 0.88) 0.72 (0.60, 0.87)

30-39歳 0.91 (0.78, 1.06) 0.93 (0.79, 1.08) 0.90 (0.77, 1.05)

40-49歳 1.00 (0.86, 1.16) 1.00 (0.87, 1.16) 1.00 (0.86, 1.16)

50-59歳 1.04 (0.90, 1.20) 1.04 (0.90, 1.20) 1.04 (0.89, 1.20)

60-71歳 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
地域

北海道 0.72 (0.56, 0.91) 0.72 (0.56, 0.91) 0.72 (0.56, 0.91)

東北 0.92 (0.75, 1.13) 0.93 (0.75, 1.14) 0.92 (0.75, 1.13)

北関東 1.54 (1.18, 2.02) 1.56 (1.19, 2.04) 1.55 (1.18, 2.03)

東京圏 0.98 (0.83, 1.15) 0.97 (0.83, 1.14) 0.98 (0.83, 1.15)

中部・北陸 0.99 (0.80, 1.22) 1.00 (0.81, 1.23) 0.99 (0.80, 1.22)

中京圏 1.00 (0.83, 1.21) 1.01 (0.83, 1.22) 1.00 (0.83, 1.21)

大阪圏 1.11 (0.93, 1.33) 1.11 (0.93, 1.32) 1.11 (0.93, 1.33)

京阪周辺 1.05 (0.78, 1.40) 1.06 (0.80, 1.42) 1.04 (0.78, 1.39)

中国 0.99 (0.78, 1.25) 0.99 (0.79, 1.25) 0.99 (0.78, 1.25)

四国 1.22 (0.90, 1.67) 1.25 (0.91, 1.70) 1.22 (0.90, 1.67)

九州・沖縄 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
婚姻状況

既婚 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
未婚 0.87 (0.77, 0.97) 0.87 (0.77, 0.97) 0.87 (0.77, 0.97)

死別 0.92 (0.64, 1.31) 0.93 (0.65, 1.33) 0.92 (0.64, 1.31)

離別（離婚） 1.09 (0.89, 1.33) 1.10 (0.90, 1.33) 1.09 (0.89, 1.33)

学歴
中学／その他 0.89 (0.68, 1.17) 0.88 (0.67, 1.15) 0.90 (0.68, 1.17)

高校 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
専門学校／短大／高専 1.09 (0.96, 1.23) 1.09 (0.97, 1.23) 1.09 (0.96, 1.23)

大学 1.19 (1.07, 1.32) 1.20 (1.08, 1.34) 1.19 (1.07, 1.32)

大学院 1.26 (1.02, 1.56) 1.29 (1.04, 1.59) 1.27 (1.03, 1.56)

住居
持ち家なし 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
持ち家あり 1.11 (1.00, 1.22) 1.11 (1.01, 1.22) 1.10 (1.00, 1.22)

就業状況
役員 0.97 (0.74, 1.26) 0.97 (0.75, 1.27) 0.97 (0.74, 1.26)

正規職員 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
自営業主/家族従業者 1.18 (0.98, 1.42) 1.17 (0.97, 1.40) 1.18 (0.98, 1.42)

パート/アルバイト
/契約社員/内職

1.06 (0.93, 1.20) 1.06 (0.93, 1.20) 1.06 (0.93, 1.20)

家事/専業主婦 1.14 (0.97, 1.33) 1.14 (0.98, 1.34) 1.14 (0.97, 1.33)

リタイア/介護/その他 1.24 (0.87, 1.76) 1.20 (0.84, 1.69) 1.24 (0.88, 1.76)

通学/学生 1.25 (0.99, 1.57) 1.25 (0.99, 1.57) 1.24 (0.99, 1.57)

失業/無職 1.26 (1.06, 1.50) 1.25 (1.05, 1.48) 1.26 (1.06, 1.50)

主観的健康感
よい 1.11 (0.99, 1.25) 1.11 (0.99, 1.25) 1.11 (0.99, 1.25)

まあよい 0.92 (0.83, 1.02) 0.93 (0.84, 1.03) 0.93 (0.84, 1.03)

ふつう 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
あまりよくない 1.03 (0.88, 1.21) 1.04 (0.89, 1.23) 1.03 (0.88, 1.21)

よくない 1.68 (1.24, 2.29) 1.65 (1.21, 2.24) 1.66 (1.22, 2.26)

喫煙状況
非喫煙者 1 (reference) 1 (reference) 1 (reference)
過去喫煙者 0.66 (0.59, 0.74) 0.66 (0.59, 0.73) 0.66 (0.59, 0.74)

現在喫煙者 0.15 (0.13, 0.17) 0.14 (0.12, 0.16) 0.15 (0.13, 0.17)

受動喫煙と肺がんの関連の認識
なし 1 (reference) 1 (reference)
あり 1.80 (1.53, 2.11) 1.95 (1.71, 2.23)

受動喫煙の他者危害性の認識
なし 1 (reference) 1 (reference)
あり 1.21 (0.99, 1.46) 1.77 (1.50, 2.08)

*上記の表にあるすべての項目について調整した。†他者危害性の認識と肺がんとの関連の認識のいずれかを含め、そ
の他すべての項目を調整した。  
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健康警告表示の強化に必要なエビデンスの構築 
 
分担研究者  欅田尚樹  国立保健医療科学院生活環境研究部・部長 
      平野公康 国立研究開発法人国立がん研究センター・研究員 
      田淵貴大 大阪府立成人病センターがん予防情報センター・課長補佐 
 

 
 
A. 研究目的 
 2005 年、たばこの規制に関する世界保健機関

枠組条約（FCTC）が発効し、締約国は、たば

こ消費の削減に向けた広告・販売への規制や密

輸対策をはじめ、たばこによる健康被害防止の

ためのヘルスコミュニケーションの実施が要求

されている。 
「第 11 条：たばこ製品の包装及びラベル」で

は、締約国に対して、喫煙を主な要因とする疾

病の警告表示の義務付けや、各国でのたばこ政

策の実施へ向けた国内法制定のための実践的な

支援対策がガイドラインとして提示されている。

こうした FCTC の発効により、各国でのたばこ

対策は飛躍的に進められている1。カナダは世界

                                                  
1 Canadian Cancer Society, Cigarette Package 
Health Warnings International Status Report, 
4th Edition 
http://www.tobaccolabels.ca/wp/wp-content/upl
oads/2016/11/Cigarette-Package-Health-Warni
ngs-International-Status-Report-English-CCS-
Oct-2016.pdf 
 

で初めて 2001 年より画像警告表示を導入し、

2017 年には 105 ヶ国まで増加している。その他、

禁煙者の増加を目的に実施された、包装上に禁

煙電話相談サービス（クイットライン）の連絡

先を表示する対策や、オーストラリアでは 2012
年よりたばこ製品特有の色使い・画像・マーク

などの使用が禁じられた「プレーンパッケージ」

が導入されている。 
一方、日本国内では、財務省所管の「たばこ

事業法」施行規則第 36 条の規定により「注意

文言」が包装主要面の 30％の面積で記されてい

るだけであり、FCTC で求められる最低限の条

件を満たすのみである。この様に、他国と比べ

ても日本国内のたばこ対策は大きな遅れを取っ

ている状況にある。 
このような中、2016年 2月に「たばこ事業法」

を所管する財務省により，たばこパッケージ表

示の見直しと，警告文の表示をより効果的なも

のへ強化していく方針が発表された。2016 年 6
月の財政制度等審議会 たばこ事業等分科会表

示等部会において、同年 4 月に実施した「注意

文言の認知状況等に関するアンケート調査」結

研究要旨  
 本研究の目的は，国民の健康を守る観点から，たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約（WHO 
Framework Convention on Tobacco Control; WHO FCTC）の履行状況を検証し，政策提言を行うことで

あり，本年度は、FCTC 第 11 条 健康警告表示について主として検討した。第 11 条では喫煙率の減少に向

けたたばこ製品の健康警告表示について定められ，その実行のためのガイドラインが示されている。現在

国内の製品で実施されている，曖昧で文字のみの警告が与える影響力は小さい。2016 年 6 月の財政制度等

審議会 たばこ事業等分科会表示等部会において，警告表示の改定案が示された。本研究では，改定案に

より，１）喫煙者が警告表示を今よりもよく読むようになると思うか，２）未成年者に対する注意文言

の追加が、未成年者の喫煙防止に効果があると思うか，３）さらに，＜見直しイメージ＞について，ど

のように評価するか、について，WEB アンケート調査により検討した。その結果，喫煙者，非喫煙者に

おいてそれぞれ，１）警告表示を読む割合が「どちらかというと今と変わらない」「今と変わらない」と

回答した者の合計割合は，72.2％， 63.5%, ２）未成年者の喫煙防止に「どちらかというと効果がない

と思う」「効果がないと思う」と回答した者の合計割合は，71.4％， 63.1%, ３）改定案について，「ど

ちらかというと警告が弱く，あまり評価しない」「警告が弱すぎて評価しない」が，16.7％，24.3％であ

った。 
 本調査は断面調査であり，現解析では種々の要因の調整も実施されていないが，警告表示の改定案は

インパクトが小さいと認識されていることが示唆された。特に喫煙者において，その傾向は強い可能性

が示唆された。 
 今後国内において，世界標準となっている画像警告表示の導入を含めた総合的な健康警告表示対策をよ

り一層強力に推進していく必要がある。 
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果を交えて、「注意文言の在り方について」が提

示された2。その中では、現行の注意文言と比較

して、「注意文言の内容を簡潔なものとし、文字

数を削減して読みやすい表現とする。」、「未成年

者の喫煙防止に関する注意文言をすべての商品

のパッケージに表示する。」ことなどが提案され

ているが、画像警告表示については、「過度に不

快感を与えないようにすることが必要と考えら

れる。」として今後の検討課題とされた。  
本研究では、上記分科会報告を受けて、財務

省提案に対する国民の認識について WEB アン

ケート調査により実施検討を行った。 
 

B. 研究方法 
日本の一般住民を対象として楽天リサーチ株

式会社によりインターネット調査を実施した。

調査実施期間は2017年1月27日～3月13日であ

った。対象者の選定、実施の詳細については、

分担研究者・田淵貴大による別項「受動喫煙の

他者危害性の認識と支持する受動喫煙防止対策

の関連」分担報告書を参照いただきたい。 
質問項目は、2016年6月にたばこ事業等分科

会表示等部会が提示した見直し案イメージによ

り、１）喫煙者が警告表示を今よりもよく読む

ようになると思うか、２）未成年者に対する注

意文言の追加が、未成年者の喫煙防止に効果が

あると思うか、３）さらに、＜見直しイメージ

＞について、どのように評価するか、について

質問した（具体的な質問は後述別紙参照）。 
有効回答、9,939例についてクロス集計結果を

提示する。 
 

（倫理面への配慮） 
 本研究に関して大阪府立成人病センター（現

在の大阪国際がんセンター）および国立保健医

療科学院の倫理審査委員会からの承認を得て実

施した。 

 

C. 研究結果と考察 
C.1.  警告表示改訂案による喫煙者の認知の

変化 

財政制度等審議会 たばこ事業等分科会表示

等部会の提示改訂案では、簡潔な表現とするこ

とにより文字数を削減するが、引き続き文字情

                                                  
2財務省財政制度等審議会たばこ事業等分科会（第
35 回, 平成 28 年 6 月 7 日）
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_
system_council/sub-of_tabacco/proceedings/mat
erial/tabakok20160607.html 
 

報だけのままとし、表示面積も前面 30%, 後面

は 30%に次項の未成年者への喫煙防止警告を

20%の面積で含むイメージが提示されている。  
これらの改訂イメージに対して、喫煙者、非

喫煙者、過去喫煙者、合計のそれぞれにおいて、

１）警告表示を読む割合が「どちらかというと

今と変わらない」「今と変わらない」と回答した

者の合計割合は、72.2％，63.5%, 63.7％， 65.1%

であった。約 3 分の 2 の人が改定案の効果を期

待できないとし、さらに現喫煙者が警告表示を

目にする機会の増加に対して改定案の効果が期

待されないと回答している割合が高いことが示

された。 

 

C.2. 未成年者に対する注意文言の追加が、未

成年者の喫煙防止に効果があるか 

現行は 8 種類の注意文言の一つとしてロー

テーションで表示されている、未成年者に対す

る注意文言は、改定案では全ての商品のパッケ

ージに「未成年者の喫煙は、法律で禁じられて

います。絶対にダメです。」のような例示で示す

ことが提案された。 
これに対して、未成年者の喫煙防止に「どち

らかというと効果がないと思う」「効果がないと

思う」と回答した者の合計割合は、喫煙者、非

喫煙者、過去喫煙者、合計のそれぞれにおいて、

71.4％，63.1%, 65.7％，65.2%であった。前項

同様に約 3 分の 2 の人が改定案の効果を期待で

きないとし、さらに現喫煙者においてその割合

がさらに高いことが示された。 

 

C.3.  ＜見直しイメージ＞について、どのよう

に評価するか 

改定案においては、最も効果が期待され諸外

国では標準としてすでに 105 カ国でも導入され

ている画像付き警告表示の導入は、「提供する情

報が消費者に正確に受け止められるようにする

とともに、過度に不快感を与えないようにする

ことが必要と考えられる。」として今後の検討課

題とされた。  

これら全体を通しての改定案について、「どち

らかというと警告が弱く、あまり評価しない」

「警告が弱すぎて評価しない」と回答した者の

合計割合は、喫煙者、非喫煙者、過去喫煙者、

合計のそれぞれにおいて、16.7％，24.3％、

24.7％，23.1％であった。 

本調査は断面調査であり、現解析では種々の

要因の調整も実施されていないが、警告表示の
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改定案はインパクトが小さいと認識されている

と思われる。 

財務省が、2016 年 4 月に「注意文言の認知状

況等に関するアンケート調査」を実施したほぼ

同時期に、国立がん研究センターにおいて「た

ばこパッケージの警告表示について」意識調査

を実施し結果を公表している3。 
 その結果概要では、 

 喫煙者が表示を認識し、表示内容を読む

効果が大きいのは、画像つきの警告表示。

例えば「肺がん」では、喫煙者の 58％
が画像つきを 1 位に選択した。 

 画像を不快・不適切と感じるかどうかは、

意見が分かれる。 
 警告表示の面積割合を大きくすること

については、喫煙者の 47％、成人全体

の 72％が賛成。 
 大きな字でシンプルな文言にすること

は、喫煙者の 56％、成人全体の 75％が

賛成。 
 警告表示に画像を入れることは、喫煙者

の半数近く、成人全体の 70％が賛成。

反対は喫煙者でも 20％と少ない。 
 個別の画像には不快・不適切と思うもの

があっても、警告表示に画像を入れるこ

とには賛成。 
と報告されており、たばこ事業等分科会表示

等部会の提示案とは相当に乖離するところであ

る。今回の調査においても、喫煙者、非喫煙者

を問わず、健康警告表示として、より明確な情

報提示の必要性が望まれていることが示唆され

た。 
 

D. 結論: 警告表示のインパクト 

The International Tobacco Control Policy 
Evaluation Project (ITC プロジェクト)に基づ

き国際比較可能な質問紙を用いて日本の喫煙者

のたばこ警告表示に関する認知に関して検討し

たところ、たばこ警告表示に気づいた人、たば

こ警告表示をきっかけに健康への害を大いに考

えた人、たばこ警告表示によって自分が禁煙す

る可能性が大いに高まると回答した人が、いず

                                                  
3 国立がん研究センター. たばこパッケージの

警告表示について意識調査実施. 画像つきの警

告表示に過半数が賛成. (2016 年 5 月 30 日) 
http://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_releas
e/press_release_20160530.html 

れも 警告表示が進んでいる国に比較し、圧倒的

に少なかった。文字だけで，長文の警告表示は、

喫煙者に対しても読まれる機会は低く、たばこ

規制の取組みから受けているインパクトが諸外

国に比べ非常に小さいことが示されている4。  
WHO による FCTC の発効により、世界各国

では喫煙に対するさまざまなたばこ対策が進め

られ、中でも、画像による健康警告表示やプレ

ーンパッケージの導入の先駆けとなったカナダ

やオーストラリアでは、規制の強化により喫煙

率の低下にも大きく貢献してきている。このよ

うな好事例の影響により、ヨーロッパや東南ア

ジア諸国においても、これに続く対策が急速に

進められている。今後、国内での FCTC 第 11
条普及のため、たばこ警告表示を短く明確な文

言を用い、より大きな文字・面積で示すととも

に、少なくとも写真・画像警告表示の導入を早

期に実現し、主に未成年者を対象とした喫煙に

関する教育・啓発に力を注ぐとともに、喫煙者

のためのクイットラインの表示を含め、総合的

なたばこ対策をより一層強力に推進していく必

要がある。 

                                                  
4仲下祐美子,大島明,増居志津子,中村正和. た
ばこ規制に対するたばこ使用者を対象にした調

査結果の国際比較, 厚生の指標, 
2016.63(6):24-32. 
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＜アンケート質問項目＞
(Q45) 現行のタバコパッケージの警告表示の変更が検討されています。 
変更案として、下記の現行表示例のような文字数の多い注意文言を見直し、簡潔な表現で読みやすい
文字の大きさにする。さらに、全てのパッケージに未成年者の喫煙防止に関する注意文言を追加する
ことが検討されています。 
この変更案についてお伺いします。 

 
Q45-1 このように変更されると、喫煙者が警告表示を今よりもよく読むようになると思いますか。 
1 よく読むようになると思う 
2 どちらかというと、よく読むようになると思う 
3 どちらかというと、今と変わらないと思う 
4 今と変わらないと思う 

 
Q45-2 ＜見直しイメージ＞では、全てのパッケージの裏面に、「未成年者の喫煙は法律で禁じられて
います。絶対ダメです。」という注意文言を追加される予定です。 
この注意文言の追加が、未成年者の喫煙防止に効果があると思いますか。 
1 効果があると思う 
2 どちらかというと効果があると思う 
3 どちらかというと効果がないと思う 
4 効果がないと思う 
 
Q45-3 今回の変更案＜見直しイメージ＞について、あなたはどのように評価しますか。 （注）ここ
での「警告が強い」とは、警告表示の面積が大きい、表示が目立つなどのことを指しています。 
1 警告が強すぎて評価しない 
2 どちらかというと警告が強く、あまり評価しない 
3 どちらかというと警告が強いが、見直しは評価する 
4 適切な見直しと評価する 
5 どちらかというと警告が弱いが、見直しは評価する 
6 どちらかというと警告が弱く、あまり評価しない 
7 警告表示が弱すぎて評価しない 

未成年者の喫煙は、法律で
禁じられています。絶対に
ダメです。 

たばこの煙は、まわりの人
の健康に悪影響を及ぼし
ます。周囲に影響のない場
所で吸いましょう。 

喫煙は、あなたが肺がんに
なる危険性を高め、術後の
回復にも悪影響を及ぼし
ます。 

〈現行表示例〉 

〈見直しイメージ〉 

現行よりも文字
数を減らし、簡
潔な表現 

新たに追加 

現行よりも文字
数を減らし、簡
潔な表現 
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＜アンケート・クロス集計結果＞ 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

 

広告・販売促進・後援の禁止の規制強化に向けてのエビデンスの構築 

 

 

研究分担者 平野 公康 国立がん研究センター 研究員 

研究協力者  吉見 逸郎  国立がん研究センター 主任研究員（H28.6.30 まで） 

 

研究要旨：「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)」、第 13 条「たばこの広告、販売促進及び後

援（Tobacco advertising, promotion and sponsorship）」では、広告、販売促進、スポンサー活動の包括的

禁止がたばこ製品の消費を減少させることを認識した上で、締約国は、自国の憲法またはその原則に従い、

あらゆるたばこの広告、販売促進、後援の包括的な禁止を行うことを求めている。自国の憲法またはその原

則のために包括的な禁止を行えない締約国においても、あらゆるたばこの広告、販売促進、後援に制限を課

すこととしている。 

 一方、わが国では、たばこ広告、販売促進、後援活動については、たばこ事業法第 40 条 2項に基づいた『製

造たばこに係る広告を行う際の指針』によることとされており、その中では喫煙を促進しないような、企業

活動の広告並びに喫煙マナー及び未成年者喫煙防止等を提唱する広告は規制の対象外となっている。そこで

本研究では、たばこ会社の企業イメージ広告、喫煙マナー広告、およびたばこ産業の業界団体を含めた未成

年者喫煙防止広告について、規制のあり方を論じていく上で欠かせない国民の認識や社会受容性を探ること

を目的とした。 

 調査の結果、わが国の国民は、主にテレビ広告により、たばこ会社の企業イメージ広告等に多くさらされ

ていることが明確となった。たばこ会社のテレビ広告は、他の先進諸国と比較して、著しく高い割合で国民

に認識されている。イメージ広告は、喫煙者に対して、喫煙を想起、誘因させる役割が認められる。 

主に業界団体が実施している未成年者喫煙防止広告については、未成年者の喫煙防止に効果があるかにつ

いて、国民の認識、見解が割れている結果となった。 

また、たばこ広告を包括的に禁止することについて肯定的な回答は約半数であり、国民のコンセンサスが

ある程度得られる見通しであることが窺える。 

しかしながら、その一方で、わが国の国民は、分煙推進の取り組みを含むたばこ会社の社会的責任（CSR）

活動を肯定的に捉える傾向があることも本調査結果から読み取れる。たばこ会社の分煙促進は、社会環境の

禁煙化に対抗する意味があること、たばこ会社の CSR 活動はマーケティングであることに、多くの国民が気

づいていない。FCTC5.3 条および 13 条ガイドラインで勧告されている「たばこ産業による CSR 活動を非正規

化させ、規制する」ことを実現させるためにも、国民の理解を得て、認識を高めていく啓発活動に大きな課

題がある。 
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Ａ．研究目的 

 たばこ規制枠組条約第 13 条「たばこの広告、販

売促進及び後援（Tobacco advertising, promotion 

and sponsorship）」に記載されている主な内容は

次のとおりである。 

・広告、販売促進、スポンサー活動の包括的禁止が

たばこ製品の消費を減少させる 

・締約国は、自国の憲法またはその原則に従い、あ

らゆるたばこの広告、販売促進、後援の包括的な禁

止を行う 

・自国の憲法またはその原則のために包括的な禁

止を行えない締約国は、あらゆるたばこの広告、販

売促進、後援に制限を課す 

 

 しかしながらわが国のたばこ広告、販売促進、後

援活動については、たばこ事業法第 40 条 2 項に基

づいた『製造たばこに係る広告を行う際の指針』に

よることとされている。たばこ規制枠組条約発効

後の改定版（平成十六年三月八日財務省告示第百

九号）においても、その内容は「たばこ広告を行う

際には、未成年者の喫煙防止に十分配慮し、広告が

過度にわたり幅広く積極的に喫煙を勧めることの

ないよう留意しなければならない。また、たばこの

健康に及ぼす悪影響に関する情報を適切に提供す

ることにより、個人が自己責任において喫煙を選

択するか否かを判断するための環境整備に資する

よう心がけなければならない。」ことを目的とした

ものとなっている。決して「あらゆるたばこの広

告、販売促進、後援の包括的な禁止を行う」もので

はなく、「たばこ広告等を行う」上での配慮事項を

示したものであると言える。さらに、当該指針で

は、「四 この指針の対象に含まれない広告」とし

て、 

・喫煙を促進しないような、企業活動の広告並び

に喫煙マナー及び未成年者喫煙防止等を提唱する

広告については、この指針の対象に含まれない。 

ことが明示されている。 

 

 この結果として、わが国では現在に至るまで、規

制対象外となっているたばこ会社による映像や画

像を用いた企業広告、喫煙マナー広告、未成年者喫

煙防止広告にさらされており、最新版の WHO 報告

書（WHO Report on Global Tobacco Epidemic, 2015）

においてわが国は、広告・販売促進・後援の禁止

（いわゆる MPOWER の”E”）項目において、4段階

評価の最低レベルと評価されている。 

 

 広告・販売促進・後援の禁止の強化に向けてのエ

ビデンスの構築にあたっては、まず、わが国国民の

一人ひとりが現状をどのように認識しているか、

またその認識は他の先進諸国と異なるものかどう

かを把握するところより始める必要があると考え、

本年度（初年度）研究において社会認識調査を実施

した。たばこ会社、特にわが国において市場シェア

の約 6 割を有する日本たばこ産業株式会社（JT）

の企業イメージ広告、喫煙マナー広告、およびたば

こ産業の業界団体を含めた未成年者喫煙防止広告

について、規制のあり方を論じていく上で欠かせ

ない国民の認識や社会受容性を探ることを目的と

した。企業イメージ広告、喫煙マナー広告および未

成年者喫煙防止広告を含めたたばこ広告、販売促

進、後援活動について、今後規制のための個別具体

的な検討に向けた課題について整理と政策決定者

への情報提供を行うことを目指すものである。 
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Ｂ．研究方法 

１．企業イメージ広告、喫煙マナー広告、未成年者

喫煙防止広告の暴露 

 わが国は、たばこ規制枠組条約第 13 条の期限

（2010 年 2月 27 日）までに、あらゆるたばこの広

告、販売促進、後援の包括的な禁止が実施できてい

ない状況にある。このため、包括的な禁止が実施さ

れている国々と比較して、たばこ広告にさらされ

る機会が多くあることが予測される。その中でも、

「たばこ事業法第 40 条 2項の規定に基づく、製造

たばこに係る広告を行う際の指針」で明示的に対

象外となっている企業イメージ広告、喫煙マナー

広告、未成年者喫煙防止広告については規制がな

いために、特に多くの暴露があることが予想され

ている。 

 そこで、国民を対象としたインターネット調査

を行い、たばこ広告に対する気づきや認識を調べ

ることとした。調査の実施にあたっては、田淵貴大

分担研究者が実施した受動喫煙の他者危害性の意

識調査と一括して実施することとなった。詳細な

実施方法については、そちらの分担研究報告に譲

ることと致したい。 

海外における既報の国際研究（International 

Tobacco Control; ITC グループ）では、 

・ たばこ広告を最近半年間にどのくらい認識する

ことがあったか 

・ 主なタバコ広告、販売促進、後援のチャネルと

して 20 種類（TV 広告、ラジオ広告、映画の広

告、ビルボード広告、新聞雑誌の広告、販売店

舗の広告、スポーツや芸術の後援活動、無料サ

ンプル、特別価格、景品、電子メールを用いた

販促、携帯電話を用いた販促、ダイレクトメー

ル、ブランド衣類、コンペ、インターネットウ

ェブサイト、チラシ、サイン入り、その他）を

挙げ、それぞれのチャネルを認識したかどうか 

の設問による調査を行っている。しかしながらわ

が国においては、ITC の 20 種類とは異なるチャネ

ルでたばこ会社の広告、販売促進、後援が行われて

いることから、下記の 13種類に組みかえ直すこと

とした。 

 

【タバコ産業・関連団体による広告・宣伝活動】 

①テレビ 

②ラジオ 

③映画 

④新聞 

⑤雑誌 

⑥タバコ販売店舗の広告 

⑦電車の中吊り、車内広告 

【タバコ産業・関連団体によるスポンサー活動】 

⑧タバコ会社によるスポーツの後援（バレーボー

ルやゴルフなど） 

⑨タバコ会社による文化・芸術活動の後援 

【タバコ産業・関連団体による販売促進活動】 

⑩タバコの無料サンプル（販売店等でのサンプル

提供を含む） 

⑪タバコの値引きなど特別価格（キャッシュバッ

クやポイント還元を含む） 

⑫タバコへの付録、景品（ライター、缶コーヒーの

おまけなど） 

⑬インターネットのウェブサイト（含、会員サービ

ス）での宣伝等 

 

２．企業イメージ広告、喫煙マナー広告、未成年者

喫煙防止広告が喫煙行動に及ぼす影響 

 既往の研究では、たばこ製品広告が未成年者の
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喫煙を促進するというエビデンスは蓄積されてい

るが、企業広告、喫煙マナー広告、未成年者喫煙防

止広告が未成年者の喫煙行動へ及ぼす影響に関す

る研究はほとんどない。このため、保健医療科学院

次長の曽根智史は、『＜総説＞FCTC 第 13 条たばこ

製品の広告、販売促進、スポンサー活動』保健医療

科学（2015）の中で、次のように結論している。 

「たばこ事業法に基づく広告指針、業界団体によ

る広告の自主基準において、対象に企業広告、喫煙

マナー広告、未成年者喫煙防止広告が含まれてい

ない。まず、これらが未成年者の喫煙行動に及ぼす

影響に関するエビデンスを明確にすることが必要

である。」 

 本調査では、現在わが国において日本たばこ産

業株式会社（JT）や一般社団法人日本たばこ協会な

どの業界団体が実施している企業イメージ広告、

喫煙マナー広告、未成年者喫煙防止広告が、特に未

成年者の喫煙防止に対して 

・効果があると思うか 

・子どもたちに見せたいと思うか 

という質問を軸に、国民の認識を調査することと

した。 

 また、近畿大学の村田陽平は著書『受動喫煙の環

境学』（2012 年）において、喫煙マナー広告につい

て、次のように述べている。 

「日本で展開されているマナー広告の多くが、た

ばこ広告の規制を潜り抜けるために商品広告の代

替的役割を果たしており、・・（以下略）」 

このことは、すなわち喫煙マナーによって喫煙が

促進される可能性、懸念があることを意味してい

る。このため本調査においては、JT の広告を例示

した上で 

・タバコを吸いたくなると思うか 

を、喫煙者を中心に質問することで、エビデンスの

収集を試みる設問も含めることとした。 

   

３．適切な規制のあり方 

 わが国では、前述の「製造たばこに係る広告を

行う際の指針」（改定版；平成十六年三月八日財務

省告示第百九号）にあわせて、一般社団法人日本た

ばこ協会が「製造たばこに係る広告、販売促進活動

及び包装に関する自主基準」（平成 19 年改定）を

策定して、配慮や注意喚起を業界が自主的に行う

仕組みとなっている。これは、日本国憲法第 21 条

（表現の自由）を根拠として、FCTC 第 13 条 3 項の

「自国の憲法又は憲法上の原則のために、包括的

な禁止を行う状況にない国は、あらゆるたばこの

広告、販売促進及び後援に制限を課する。」に対応

するものと位置づけられている。 

昨年 6 月に財務省財政制度審議会、たばこ事業

等分科会、表示当部会において取りまとめられた

『広告指針のあり方について（案）』において、現

状においてこのような体制自体を見直す必要が生

じているとは言えないと述べられている。 

「たばこ広告については、財務大臣が指針を定め、

より詳細な運用に関し業界団体が自主基準を定め、

運用が図られており、現状においてこのような体

制自体を見直す必要が生じているとは言えないも

のの、運用面で課題が認められることから、まずは

業界自体がその改善に取り組むべきと考えられ

る。」 

さらに、部会報告を受け、JT は次のようにコメン

トしている。 

「今般の報告において、「財務大臣が指針を定め、

より詳細な運用に関し業界団体が自主規準を定め、

運用が図られており、現状においてこのような体
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制自体を見直す必要が生じているとまではいえな

い」（４．自主基準の在り方について）との考えが

示されたことに賛同いたします。」 

 このような状況をふまえ、本調査においては、た

ばこ広告に関する政策について、海外では、タバコ

産業による広告や後援活動が全面的に禁止されて

いる国があることを説明した上で、 

・わが国でも、タバコ産業による広告（マナー広告、

企業のイメージ広告を含む）は禁止すべきと思う

か 

を質問して、国民の認識を把握することとした。さ

らに、たばこ広告に関しては自主規制が業界のル

ールとなっていることを説明した上で、 

・タバコ産業による広告は、業界の自主規制に任

せるのではなく、国が規制すべきと思うか 

について、回答者の意見を聞く設問構成とした。 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究は、ヒトを対象とした医学研究ではなく、

倫理上の問題は発生しない。 

 

Ｃ．研究結果 

１．企業イメージ広告、喫煙マナー広告、未成年者

喫煙防止広告の暴露 

 有効回答者 9,939 名中、図１のような企業イメ

ージ広告を見るとたばこを吸いたくなると回答し

た割合（「吸いたくなると思う」「どちらかというと

吸いたくなると思う」）は 15%であった。そのうち、

現在喫煙者に限れば、たばこを吸いたくなると回

答した人は、1,765 人中 647 人、割合にして 36.7%

に達していた（図２）。過去喫煙者については、非

喫煙者と同様な回答割合となっており、たばこを

吸いたくなるという回答は 12%に留まっていた（図

３）。 

 

 たばこ会社の広告、販売促進、広告を目にする機

会については、直近 6ヶ月の間に 

・全くなかった 3,874 人（39.0%） 

・めったになかった 3,107 人（31.3%） 

・ときどきあった 2,557 人（25.7%） 

・よくあった 252 人（2.54%） 

・大変よくあった 149 人（1.50%） 

という回答であった（図４）。 

 目にしたチャネルとしては、テレビが最も多く、

回答者全体で約 47%に達していた（図５）。このほ

かでは、新聞、たばこ販売店舗の広告、電車の中吊

り・車内広告の順となっており、これらは 1～2割

が目にしたと回答していた。また、バレーボールや

ゴルフなどたばこ会社によるスポーツの後援、ラ

ーターや缶コーヒーなどたばこへの付録・景品、お

よびたばこ販売店における無料サンプルの配布と

いった販売促進、後援活動については、約 1 割が

目にしている結果となった。 

  

 カナダを中心とした国際共同研究開発グループ

（ITC）の既報論文の数値と比較すると、わが国で

はテレビ広告で目にすることが多いことがわかる。

図６は、今回わが国で実施した調査結果と、Harris

ら（Harris, Fiona, et al. "Effects of the 2003 

advertising/promotion ban in the United 

Kingdom on awareness of tobacco marketing: 

findings from the International Tobacco 

Control (ITC) Four Country Survey." Tobacco 

Control 15.suppl 3 (2006): iii26-iii33）の論

文で出された数値を比較したものである。 

 わが国では、喫煙者の 55%が直近 6 ヶ月間にテ
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レビ広告を目にしていると回答しているのに対し

て、カナダ（17%）、アメリカ合衆国（15%）、オース

トラリア（12%）、英国（16%）と、いずれも 10%台

になっており、わが国とは大きな差があった。 

 

２．企業イメージ広告、喫煙マナー広告、未成年者

喫煙防止広告が喫煙行動に及ぼす影響 

 日本たばこ産業株式会社（JT）や一般社団法人日

本たばこ協会などの業界団体による未成年者喫煙

防止広告例（図７）について、未成年者の喫煙防止

に効果があると思うかについては、効果を肯定す

る回答（「効果があると思う」「どちらかというと効

果があると思う」）と、効果を否定する回答（「どち

らかというと効果はないと思う」「効果はないと思

う」）が、45 対 55 と割れる結果となった（表１，

図８）。 

 

表１ 未成年者喫煙防止広告の効果認識 

効果があると思う 821 8.26%

どちらかというと効果があると思う 3474 34.95%

どちらかというと効果はないと思う 3395 34.16%

効果はないと思う 2249 22.63%

 合計 9939 100.00%

 

 未成年者喫煙防止広告の効果については、他の

設問とは異なり、喫煙者と非喫煙者の間での差異

は小さい結果となっていた。いずれも 45 対 55、効

果があると思うという回答は 8、9%であった。 

 

 未成年者喫煙防止広告を子どもたちに見せたい

かどうかについては、回答者全体の 7 割超が「見

せたい」あるいは「どちらかというと見せたい」と、

肯定的に認識していた（図９）。「どちらかというと

見せたくない」「見せたくない」という否定的な認

識を持っていた回答者は、それぞれ 13%、11%に過

ぎなかった。 

  

３．適切な規制のあり方 

 海外では、タバコ産業による広告や後援活動が

全面的に禁止されている国があることを回答者へ

伝えた上で、わが国でも、タバコ産業による広告

（マナー広告、企業のイメージ広告を含む）は禁止

すべきと思うかについて質問したところ、回答者

全体では、「禁止すべき」が 26%、「どちらかという

と禁止すべき」が 20%で、合わせると 5割近くが禁

止することを肯定的に捉えていた（図 10）。逆に、

「禁止すべきでない」「どちらかというと禁止すべ

きでない」は、それぞれ 7%に過ぎず、たばこ産業

の広告規制に否定的な見解を示す人は少なかった

と言える。 

 喫煙状況別に回答を見ると、非喫煙者では、「禁

止すべき」あるいは「どちらかというと禁止すべ

き」という回答が 5割を上回るのに対して（図 11）、

喫煙者では「禁止すべき」あるいは「どちらかとい

うと禁止すべき」という回答よりも、「禁止すべき

でない」あるいは「どちらかというと禁止すべきで

ない」という回答の割合が逆に高い結果となって

いた（図 12）。 

 

 また、企業イメージ広告により、JT が企業イメ

ージの向上を目指すことを支持するかどうかにつ

いては、「支持する」あるいは「どちらかというと

支持する」とする回答が全体の約 6 割となってい

た（図 13）。 

 JT が積極的に行っている分煙促進の広告につい

ても、「支持する」あるいは「どちらかというと支
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持する」とする割合が高く、全体の 7 割以上とな

っていた（図 14）。逆に「支持しない」または「ど

ちらかというと支持しない」という回答は、合わせ

ても約 1/4 という結果であった。これらの回答に

ついては、回答者の喫煙状況による差異は小さく

なっていた。 

 

Ｄ．考察 

１．企業イメージ広告、喫煙マナー広告、未成年者

喫煙防止広告について 

 たばこ広告を規制することが、憲法 21 条に定め

る表現の自由に反するのではないかという議論が

ないとは言えない。実際に、米国など海外先進国で

はあり、わが国で検討対象とされた場合、様々な解

釈や議論が生じる可能性や懸念はあろう。 

しかしながら、わが国は先進国のどこの国も禁

止または自粛した後も、タバコ CM を流してきた過

去を有している。現在では、企業イメージ CM やマ

ナー啓発以外の CM は禁止されているが、企業イメ

ージ CM やマナー啓発の CM は許容されている。そ

の結果（図５、６）として、国民は今なお、JT の

テレビ CM に多くさらされており、テレビ CM とい

うチャネルでたばこ広告を認識する状態が続いて

いる。 

今回の調査結果からは、現在喫煙者の1/3超が、

JT の企業イメージ広告を見るとたばこを吸いたく

なる（「どちらかというと吸いたくなると思う」を

含む）と回答しており、JT の企業イメージ広告は、

実はイメージに名を借りたたばこの宣伝広告とも

言えるだろう。 

 

２．未成年者喫煙防止広告について 

FCTC13 条ガイドラインでは、たばこ会社の社会

的貢献（CSR）活動について、次のように述べられ

ている。 

【英語原文】“28.Tobacco industry public 

education campaigns, such as “youth smoking 

prevention campaigns” should be prohibited 

on the basis that they involve “contributions” 

when implemented by other parties or represent 

corporate promotion if conducted by the 

industry itself.” 

【日本語仮訳】「28. 『若者の喫煙防止キャンペー

ン』など、たばこ産業による一般への教育キャンペ

ーンは、他者により実施される場合は『貢献』を含

むこと、あるいは業界自身が実施する場合は企業

プロモーションに相当することから、禁止すべき

である。」 

わが国の未成年者喫煙防止広告は、JT によるも

のに加えて、一般社団法人日本たばこ協会により

実施されている。これらはいずれも、13 条ガイド

ラインが言うところの「業界自身が実施する」もの

に該当する。従って、わが国においてもガイドライ

ンに沿った FCTC の履行を行う場合は、「プロモー

ションに相当」するものとして、「禁止」すべきと

いう位置づけとなる筈である。 

 

３．たばこ広告規制のあり方について 

 たばこ広告を包括的に禁止することについては、

非喫煙者では過半数が、また全体でも 5 割近くの

回答者が肯定的な認識を示していたことから、国

民のコンセンサスがある程度得られる見通しであ

ることが窺える。 

 

 しかしながらその一方で、わが国の国民は、JT

の社会貢献活動に対して肯定的な評価をする人が

多いという結果が本調査から示された。特に、JT

が積極的に行っている分煙促進の広告についても、

「支持する」あるいは「どちらかというと支持す

る」とする割合が高かったことについては、たばこ

対策を推進する上で非常に大きな課題があること

を強く認識する必要があるだろう。たばこ会社、あ

るいはたばこ産業が、公共施設や商業施設、事務所
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施設への分煙コンサルティングを無償で実施する

のは、無償にしても見合う便益が得られるからに

相違なく、その便益とは、禁煙化によるたばこの販

売抑制を防止することにほかならない。従って、た

ばこ会社の分煙促進は、社会環境の禁煙化に対抗

する意味が読み取れなければならない筈である。 

 しかしながら現状では、わが国国民の過半数が、

JT が分煙を推進し、さらにその活動の広告を実施

することに対して好意的に捉えてしまっている

「お人好し」の実態が浮かび上がる。公共的な観点

から妥当性を検証する必要性、およびこれらの活

動に対する規制についての検討が求められている

のではなかろうか。 

 FCTC13 条ガイドラインには、つぎのような記載

がある。 

【英語原文】“27. Tobacco companies may also 

seek to engage in “socially responsible” 

business practices (such as good employee–

employer relations or environmental 

stewardship), which do not involve 

contributions to other parties. Promotion to 

the public of such otherwise commendable 

activities should be prohibited, as their aim, 

effect or likely effect is to promote a 

tobacco product or tobacco use either directly 

or indirectly. Public dissemination of such 

information should be prohibited, except for 

the purposes of required corporate reporting 

(such as annual reports) or necessary business 

administration (e.g. for recruitment purposes 

and communications with suppliers). “ 

【日本語仮訳】「27. たばこ会社はまた、他者への

貢献を含まない、『社会的に責任のある』商行為(良

好な労使関係や環境への責務など)に取り組もう

と努めることもある。そうした賞賛に値する活動

の大衆への広報活動は、直接または間接であるか

を問わず、それらの目的、有する効果または有する

おそれのある効果がたばこ製品またはたばこ使用

の促進であることから、禁止すべきである。そうし

た情報の一般への流布は、必要とされる企業報告

(年次報告書など)または必要な業務管理(採用目

的および仕入先との情報伝達など)を除き、禁止す

べきである。」 

 たばこ産業による企業の社会的責任（CSR）活動

を非正規化させ、規制することは、FCTC5.3 条ガイ

ドラインにおいても勧告されている。たばこ会社

の CSR 活動は、マーケティングであると同時に、

広告、販売促進及び後援の定義にあてはまる広報

戦略であると捉えるためである。 

 

Ｅ．結論 

① わが国ではテレビCMを中心にたばこ会社の企

業イメージ広告等に多くさらされている。他の先

進諸国と比較して、著しく高い割合で認識されて

いる。イメージ広告は、喫煙者に対して、喫煙を想

起、誘因させる役割が認められる。 

② 未成年者喫煙防止広告に効果があるかについ

ては、国民の見解が割れている。 

③ たばこ広告を包括的に禁止することについて

は、国民のコンセンサスがある程度得られる見通

しであることが窺える。 

④ わが国の国民は、分煙推進の取り組みを含む

たばこ会社の社会的責任（CSR）活動を肯定的に捉

える傾向がある。FCTC5.3 条および 13 条ガイドラ

インで勧告されている「たばこ産業による CSR 活

動を非正規化させ、規制する」ことについて、大き

な課題がある。 

 

Ｆ.健康危険情報 

 特になし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

1) Hirano, T., Tabuchi, T., Nakahara, R., 
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Kunugita, N., Mochizuki-Kobayashi, Y. 

Electronic Cigarette Use and Smoking 

Abstinence in Japan: A Cross-Sectional Study 

of Quitting Methods. International Journal 

of Environmental Research and Public Health 

2017; 14(2), 202. 

2) 平野公康: 喫煙者は受動喫煙防止の法制化に

反対していない. 世論時報, 49(10); 14-19, 2016. 

 

２．学会発表 

1) 平野公康 喫煙文化人の言説に見る詭弁. 第

10 回日本禁煙学会学術総会.2016 年 10 月,東京. 

2) 平野公康、吉見逸郎、若尾文彦 タバコパッケ

ージの警告表示について意識調査. 第 5 回日本

タバコフリー学会学術大会. 2016 年 9月, 神戸. 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 本研究で知的財産権に該当するものはなかった。 
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図１ JT の企業イメージ広告例 

 

 

 
図２ JT の企業イメージを見るとたばこを吸いたくなると思うか【現在喫煙者】 
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吸いたくなると思う どちらかというと吸いたくなると思う

どちらかというと吸いたくなるとは思わない 吸いたくなるとは思わない
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図３ JT の企業イメージを見るとたばこを吸いたくなると思うか【過去喫煙者】 

 

 

 
 

図４ たばこ会社の広告・販促・後援を目にする機会【全体】 
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動」を、直近6か月間で、総合してどれくらい目にし

ましたか
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図５ たばこ広告、販促、後援活動を半年間に目にした割合【回答者全体】 

 

 

 
図６テレビでのたばこ広告の曝露「直近 6ヵ月で目にした喫煙者の割合」国際比較 
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図７ 未成年者喫煙防止広告例 

 

 

 
 

 

図８ 未成年者喫煙防止広告の効果【回答者全体】 
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「未成年者喫煙防止教育」の喫煙防止効果につい
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効果があると思う どちらかというと効果があると思う

どちらかというと効果はないと思う 効果はないと思う
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図９ 子どもたちに未成年者喫煙防止広告を見せたいか【回答者全体】 

 

 

 
図 10 たばこ産業の広告規制のあり方に関する国民の認識【回答者全体】 
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図 11 たばこ産業の広告規制のあり方に関する国民の認識【非喫煙者】 

 

 

 
図 12 たばこ産業の広告規制のあり方に関する国民の認識【喫煙者】 
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図 13 JT が企業イメージ広告によりイメージ向上を目指すことへの支持の状況【回答者全体】 

 
 

 
 

図 14 JT の分煙推進活動を行うことへの支持の状況【回答者全体】 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

政策干渉の観点からみたたばこ産業の広告や CSR 活動の分析 

 

研究分担者 原田 正平 聖徳大学 児童学部児童学科 教授 

 

研究要旨：たばこ産業等による受動喫煙防止対策への政策干渉の実態を明らかにするため、日本たばこ

産業などが公開している資料等を用いて分析を行った。その結果、FCTC で求められている建物内禁煙の

実現を阻害する意見具申等を行っている実態が確認された。一方、小さな自治体での受動喫煙防止条例

やがん対策推進条例での受動喫煙防止対策の強化に対して必ずしも干渉が認められなかった。今後、他

の自治体での受動喫煙防止対策強化に対する政策干渉の有無について、注意深く分析すべきと考えられ

た。 

 

Ａ．研究目的 

 2016 年（平成 28 年）９月に出された「喫煙と健

康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」にお

いて、国民の喫煙関連疾患を防止するために，

「FCTC 第８条履行のためのガイドライン」をはじ

め，WHO 等の各種文書に記載されているように，

わが国でも喫煙室を設置することなく屋内を 

100%禁煙化を目指すべきであるとされているが、

報告書作成段階では、神奈川県、兵庫県、栃木県

芳賀町、北海道美唄市の受動喫煙防止条例が法制

化の事例として挙げられているだけであった。 

 福田らは条例制定への対策を公文書レビューに

より行い、条例の効果に関するエビデンス構築に

よる他自治体への波及モデル確立、議会への諮問

を含む検討会主体の条例案の作成、議員へのロビ

ー活動と世論の醸成が必要と考察している。 

 一方、福田らが取り上げた６自治体（神奈川県、

兵庫県、東京都、大阪府、山形県、千葉県）の条

例化については、日本たばこ株式会社（以下、JT）

が自社ホームページ上に反対意見を掲載（以下、

JT 意見）しているが、たばこ産業あるいはその関

係者による反対活動が、どのように政策に影響を

与えたかは明らかとなっていない。そこで今年度

は、その基礎資料とするため、JT 意見の内容につ

いて分析を行ったので報告する。 

 

Ｂ．研究方法 

 JT 意見として JT ホームページ上に掲載されて

いる2006年２月15日から2017年２月３日までの

38 事例について内容を精読し、自治体の受動喫煙

対策に影響を与えるものかどうか分析を行った。 

 またJT意見の対象となっている自治体のがん対

策や受動喫煙防止対策の中で、JT ホームページに

掲載されていない事例についてインターネット上

で検索し得たものの内容を分析した。 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究は文献研究であり、個人情報などには関

わらないため、倫理的配慮は必要としない 
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Ｃ．研究結果 

１．日本たばこ株式会社のホームページにおける

「国内のたばこ対策等に関する JT の考え方、会社

コメント」一覧（掲載年月日） 

 受動喫煙防止対策について、建物内や敷地内禁

煙など分煙を認めない規制について、反対意見を

述べているものに◯印をつけた。 

 40 の JT 意見中 28 が受動喫煙防止対策に関連す

るものであった。  

１）2006/2/15：禁煙指導に対する健康保険適用に

ついて 

２）2006/9/5：厚生労働省「『健康日本 21』中間評

価報告書（案）」についてのパブリックコメント 

３）2006/9/5：『健康日本 21』について 

４）2007/3/22：路上喫煙禁止条例等に対する当社

の考え方 

◯４－１）2007/3/22：「（仮称）京都市路上喫煙等

の禁止に関する条例」骨子（案）に関する当社の

考え方 

◯４－２）2007/3/1：横浜市パブリックコメント

募集に関する当社の考え方 

５）2007/7/30：「がん対策推進基本計画」につい

て 

６）2008/3/3：成人識別たばこ自動販売機につい

て 

◯７）2010/2/25：「受動喫煙防止対策のあり方に

関する検討会」について 

◯８）2010/5/27：「職場における受動喫煙防止対

策に関する検討会」について 

９）2010/9/28：たばこ税制について 

◯10）2010/10/1：厚生労働省 研究班の「受動喫

煙により年間 6,800 人が死亡」という推計に関す

る JT コメント 

◯11）2010/11/8：「（仮称）流山市受動喫煙防止条

例（素案）」について 

◯12）2010/11/9：職場における受動喫煙防止対策

に関する公聴会」について 

◯13）2011/5/16：厚生労働省「労働政策審議会 点

検評価部会 中間評価（案）」について 

14）2011/11/7：佐久市「世界最高健康都市基本構

想（案）・世界最高健康都市実現プラン（案）」に

ついて 

15）2012/1/10：東京都町田市「第 4次 町田市 保

健医療計画（案）」について 

◯16）2012/1/16：「千葉県 受動喫煙対策に関する

報告（案）」について 

17）2012/1/23：地方自治体におけるがん対策に関

する条例について 

◯17－１）2012/1/23：「山梨県 がん対策推進条例

（仮称）骨子」に関する意見 

◯17－２）2012/1/23：「宮崎県 がん対策推進条例

（仮称）要綱案」に関する意見 

18）2012/1/26：「喫煙率削減の数値目標設定」に

ついて 

◯19）2012/2/8：「病院建物内全面禁煙を実施しな

い場合の診療報酬減額」について 

◯20）2012/3/19：兵庫県「受動喫煙の防止等に関

する条例」について 

21）2012/3/30：昨今の厚生労働省におけるたばこ

政策について 

21－１）2012/3/30：「昨今の厚生労働省における 

たばこ政策について」（民主党・厚生労働省・財務

省・農林水産省へ手交） 

21－２）2012/3/30：「がん対策推進基本計画（変

更案）」に対する意見（厚生労働省・財務省・農林

水産省へ手交） 
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◯22）2012/5/14：「神奈川県医療のグランドデザ

イン（案）」についての意見 

◯23）2012/6/8：「がん対策推進基本計画（変更案）」

について 

◯24）2012/7/11：「国民の健康の増進の総合的な

推進を図るための基本的な方針の改正」について 

◯25）2013/2/4：大阪府の受動喫煙防止対策につ

いて 

◯26）2013/4/18：厚生労働省による「たばこの健

康影響評価専門委員会」について 

◯27）2014/2/13：山形県受動喫煙防止対策検討委

員会について 

◯28）2014/6/19：「労働安全衛生法の一部を改正

する法律」について 

◯29）2014/12/10：東京都における受動喫煙防止

対策検討会について 

◯30）2015/12/11：北海道美唄市における受動喫

煙防止対策について 

31）2016/1/21：ニコチン依存症管理料について 

◯32）2016/5/31：厚労省研究班報告「受動喫煙で

年間 1.5 万人死亡」という推計に関する JT コメン

ト 

33）2016/6/20：財政制度等審議会（たばこ事業等

分科会）に報告された注意文言表示、広告指針の

在り方に関する会社コメント 

34）2016/7/4：「財政制度等審議会 たばこ事業等

分科会 表示等部会報告に関する意見募集につい

て」に対する意見書提出 

◯35）2016/8/31：受動喫煙と肺がんに関わる国立

がん研究センター発表に対する JT コメント 

◯36）2016/9/21：神奈川県公共的施設における受

動喫煙防止条例等について 

◯37）2017/2/3：「受動喫煙防止対策に関する署名

活動について」JT コメント 

 

２．JT 意見対象とならなかった自治体の施策 

１）2011 年年 4 月 1 日，「芳賀町公共施設にお

ける受動喫煙防止条例（平成 22 年芳賀町条例

第 26 号）」が施行された。公共施設のうち，

町役場や町民会館，生涯学習センター，体育館，

総合運動公園等では分煙とされた。 

２）広島県がん対策推進条例（平成 27 年３月 16 

日条例第２号） 

 広島県では受動喫煙防止対策を推進していくた

め，2016 年４月１日から，広島県がん対策推進条

例により，施設の管理者がとるべき措置を義務化

し，また，遊具のある公園等の利用者に対して喫

煙しないことなどを努力義務化した。 

 

Ｄ．考察 

 日本たばこ株式会社は、2006 年２月以降、国や

自治体などのたばこ規制政策について、自社ホー

ムページ上で「国内のたばこ対策等に関する JT の

考え方、会社コメント」（JT 意見）を掲載し、とく 

に自治体に対しては、首長あての意見書を提出す

るなど、自治体の健康政策に対しての干渉とも言

うべき活動を行い、かつそれを現在に至るまで公

開している。 

その政策への影響を客観的に示すことは困難で

あるが、とくに都道府県単位での受動喫煙防止条

例の成立阻止に対しては、一定の効果が認められ

ている（２自治体で成立、４自治体で不成立）。 

一方、2006 年９月の島根県に始まった「がん対

策条例」制定の動きについては、条例中に示され

る健康増進法に基づいた受動喫煙防止対策の拡充

について、やや踏み込んだ記述の見られた山梨県
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や宮崎県に対し、意見書を送っていたが、広島県

が 2016 年４月に、受動喫煙防止条例に匹敵する対

策の義務付けをがん対策推進条例で行ったのに対

しては、積極的な対応が認められなかった。 

今後、他の自治体での受動喫煙防止対策強化

に対する政策干渉の有無について、注意深く分析

すべきと考えられた。 

 

Ｅ．結論 

 地方自治体などの受動喫煙防止対策を阻害する

ための、JT等の活動の実態をあきらかにできた。 

次年度以降は、JT 等の活動を政策干渉とさせな

いための方策を検討するため、他産業での同様の

事例検索、政策干渉の可否についての一般市民、

自治体担当者の意見の収集をおこなうよていであ

る。 

 

参考文献 

１）喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報

告書 概要 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-1090

1000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000135584.pdf 

２）広島県がん対策推進計画 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/gan-ne

t/tori-tori1-nakusou.html 

 

Ｆ.健康危険情報 

 特になし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

なし 

 

２．学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 本研究で知的財産権に該当するものはなかった。 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

 

分担研究報告書 

 

  

たばこ政策形成における法的課題とその推進方策についての検討 

 

研究分担者 岡本 光樹 岡本総合法律事務所  弁護士 

 

研究要旨： 

子どもは、受動喫煙によって重篤な健康被害を引き起こすおそれがあり、その上、自らの意思で受動喫煙

を避けることが極めて困難であり、受動喫煙からの保護の必要性が特に高い存在である。 

・子どもが最も長い時間過ごす家庭内 

・保護者に同伴されて行く可能性のある喫煙がなされている施設 

・非常に狭い空間で濃厚な受動喫煙を受ける自動車内 

・屋外であっても、日常的に日々利用される公園・通学路等 

において、子どもの受動喫煙からの保護が図られるべきである。 

今後は、家庭内や自動車内で子どもの近くでタバコを吸い、受動喫煙せしめる行為は、児童虐待や暴行・

傷害の問題として、議論されるべきである。 

本研究では、法律の専門家及び小児科医師等と意見交換を行い、子どもを受動喫煙から守る条例案文の策

定を行った。 

子どもの受動喫煙防止の条例が制定され、いずれは各地の地方自治体の条例及び国の法律によって全国に

普及拡大することを望む。
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Ａ．研究目的 

 今日、喫煙がもたらす健康被害は医学的・科学

的に証明されており、日本学術会議の平成 20 年

（2008 年）3 月 4 日「要望 脱タバコ社会の実現

に向けて」において、「受動喫煙も科学的根拠を持

って健康障害を引き起こすことが示されて論争に

終止符が打たれたといえる。」「職場・公共の場所

での喫煙禁止をさらに拡大・徹底する。現在では

努力義務規定でしかない健康増進法第25条を改正

して、屋内全面禁煙を明示し、罰則を設けて実効

性のあるものにするべきである。」と提言されてい

る。2020 年東京オリンピック・パラリンピックに

向けて、今後、不特定又は多数の者が利用する施

設や職場については、受動喫煙防止の法制が強化

される見込みである（平成 29 年 3 月 1 日厚生労働

省が「受動喫煙防止対策の強化について（基本的

な考え方の案）」を公表した）。 

 しかしながら、子どもに関しては、保護の必要

性が高いにもかかわらず、これまで子どもの生活

空間における受動喫煙防止の法制はほとんど議論

されず、手付かずの状態である。 

平成 28 年（2016 年）8 月の厚生労働省下「喫煙

の健康影響に関する検討会報告書」（以下「平成 28

年版たばこ白書」といいます。）においても、小児

の受動喫煙と、喘息の既往との関連及び乳幼児突

然死症候群（SIDS）との関連について，「科学的証

拠は，因果関係を推定するのに十分である（レベ

ル 1）」と判定されている。 

今後、我が国においてあるべき、子どもの受動

喫煙防止の法制について、研究を行った。 

 

 

Ｂ．研究方法 

インターネットを利用して海外における法制の

概略を調査した。 

我が国において関連し得る法令（「健康増進法」、

「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条

例」、兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」、

「美唄市受動喫煙防止条例」、「未成年者喫煙禁

止法」、「児童虐待の防止等に関する法律」、各自

治体の子どもを虐待から守る条例、「道路交通

法」）等を調査し、これらの内容を踏まえつつ、受

動喫煙問題に造詣の深い法律の専門家、太田勝造

（東京大学 法学 教授）、米村滋人（東京大学 法

学 准教授・医師）、片山律（弁護士）、谷直樹（弁

護士）、伊佐山芳郎（弁護士）、神田麻（弁護士）

の間で検討を行い、条例案文を策定した。 

また、「日本小児禁煙研究会」の小児科医師その

他の医療関係者とも意見交換を行い、条例案文の

改定を行った。 

（倫理面への配慮） 

 本研究は、公開された情報の分析及び本研究の

為になされた検討及び議論に基づくものであり、

倫理上の問題は発生しない。 

 

 

Ｃ．研究結果 

第１ 海外における自動車内での喫煙規制 

海外では、子どもが同乗している自動車内での

喫煙が、罰則付きの法律で禁止されている。 

オーストラリアでは 16 歳未満（州によっては 18

歳未満）の子どもが同乗している自動車内での喫

煙が、罰則をもって禁止されている（2007 年以後

各州に拡大）。 

カナダでは 16 歳未満の子ども（州により

2008~2010 年頃から）、イングランドでは 18 歳未
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満の子ども（2015 年から）、フランスでは 12 歳未

満の子ども（2015 年から）について適用されてい

る。また、アメリカではカリフォルニア州及びオ

レゴン州（18 歳未満の子どもに適用）をはじめ、8

州及びいくつかの都市（州及び都市によって年齢

は異なる）において、また、その他の国々、バー

レーン、キプロス、モーリシャス、南アフリカ、

アラブ首長国連邦などでも、こうした法律が適用

されている。 

 

第２ 日本における法令 

日本では、子どもの受動喫煙防止に関して、法

令上の言及は未だ少ないが、以下のものが挙げら

れる。 

 

（１）神奈川県の条例 

第 4 条「保護者は、その監督保護に係る未成年

者の健康に受動喫煙による悪影響が及ぶことを未

然に防止するよう努めなければならない。」と規定

している。 

第 13 条 1 項及び 2 項は、施設管理者及び保護者

は、喫煙区域及び喫煙所に、未成年者を立ち入ら

せてはならない旨規定しているが、同条 3 項で「前

２項の規定は、業務に従事する者として未成年者

を立ち入らせる場合には、適用しない。」としてお

り、不徹底である。むしろ、未成年者が業務に従

事する場合こそ継続的な受動喫煙曝露を防止する

必要性が高く、受動喫煙の防止を図るべきである。 

 

（２）兵庫県の条例 

第 2 条（基本理念）において「とりわけ未成年

者をたばこの煙にさらされることから保護するこ

とが重要である」と謳っている。 

そして、第 4 条（保護者の責務）「未成年者の保

護者は、たばこの煙が人の健康に悪影響を及ぼす

ことを認識し、未成年者の受動喫煙の防止等を図

らなければならない。」と規定している。 

また、第 10 条 2 項、11 条 5 項、12 条 4 項、13

条 2 項において、施設管理者は、「喫煙区域に未成

年者を立ち入らせないよう努めなければならな

い。」等の規定を設けている。 

また、第 15 条 2 項は、動物園や遊園地等の屋外

においても、施設管理者は「未成年者が多く集ま

る区域について喫煙することができない区域とす

る等受動喫煙の防止等に関して必要な措置を講じ

なければならない。」としている。 

 

（３）北海道美唄市の条例 

北海道美唄市では、平成 28 年 7 月 1 日施行の受

動喫煙防止条例において、屋外の通学路（登下校

時に校門から 100m 以内の路上と公園）での喫煙禁

止を喫煙者に対する努力義務として定めている。

「第 9 条 2 項 喫煙者は、児童生徒が登下校時に

往来する校門を中心とする 100 メートル以内の路

上又は公園において受動喫煙防止に努めなければ

ならない。」としている。この点は、「平成 28 年版

たばこ白書」にも取り上げられ、その意義は大き

いと評価されている。 

なお、第 5 条「保護者は、その監督保護に係る

未成年者の健康に受動喫煙による悪影響が及ぶこ

とを未然に防止するよう努めなければならない。」、

第 9 条 1 項「施設管理者及び保護者は、未成年者

が喫煙可能区域及び喫煙所に立ち入らないよう努

めなければならない。」と規定しつつも、「ただし、

業務に従事する者として未成年者を立ち入らせる

場合には、この限りでない。」としており、神奈川
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県の条例と同様に、不徹底である。 

 

（４）厚生労働省の通知 

平成 22 年（2010 年）2 月 25 日厚生労働省健康

局長通知「受動喫煙防止対策について」（健発 0225

第 2 号）別添の報告書には、「受動喫煙は、乳幼児

突然死症候群、子どもの呼吸器感染症や喘息発作

の誘発など呼吸器疾患の原因となる。特に親の喫

煙によって、子どもの咳・たんなどの呼吸器症状

や呼吸機能の発達に悪影響が及ぶ。」「少量のたば

この煙への曝露であっても影響が大きい子どもや

妊婦などが、たばこの煙に曝露されることを防止

することが重要で喫緊の課題となっている。」「受

動喫煙については、子どもや妊産婦など特に保護

されるべき立場の者への悪影響が問題となってい

る。屋外であっても、子どもや多数の者の利用が

想定される公共的な空間（例えば、公園、通学路

等）での受動喫煙防止対策は重要である。」と報告

されている。 

 

（５）厚生労働省が提出予定の法案 

厚生労働省が今後提出予定の法案では、施設の

管理者について「喫煙室への未成年の立入りを防

止する努力義務」を課す予定とのことである（平

成 28 年 10 月「受動喫煙防止対策の強化について

（たたき台）」）。また、シガーバーやたばこの販売

店等を含む「特定事業目的場所及び喫煙専用室へ

の 20 歳未満の立入りを防止する努力義務」を、管

理権原者（所有者を含む。）及び管理者（現場監督

的立場にある者等）に課す予定とのことである（平

成 29 年 3 月 1 日「受動喫煙防止対策の強化につい

て（基本的な考え方の案）【参考資料】」）。 

このことから、さしあたり、下記の条例案にお

いては、管理権原者・施設管理者等への規定は設

けなかった。もっとも、今後の法律制定の状況や

実情を踏まえて、必要な場合には、管理権原者・

施設管理者等に対する規定や罰則をもっての禁止

を条例に定めることも検討すべきであろう。 

 

第４ 条例案 

本研究結果として、以下の条例案を策定した。 

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

子どもを受動喫煙から守る条例（案） 

（前文） 

たばこの煙がたばこを吸う人だけ

でなく、周囲の人の健康にも悪影響

を及ぼすことが明らかとなっており、

これまで以上に関心と理解を高めて

いく必要がある。 

とりわけ子どもについては、自ら

の意思で受動喫煙を避けることが困

難であり、保護の必要性が特に高い。 

また、子どもは社会の宝、活力の

源、未来への希望であり、全ての子

どもが安心して暮らせる環境を整備

することは、社会全体の責務である1。 

こうした認識に立ち、子どもの受

動喫煙からの保護を一層図るべく、

この条例を制定する。 

 

（目的） 

第１条  この条例は、子どもを受動喫煙

による健康への悪影響から保護する

ための措置を講ずることにより、子ど

                                                 
1 「岡山県子どもを虐待から守る条例」前文参照。 
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もの心身の健やかな成長に寄与する

とともに現在及び将来の都民の健康

で快適な生活の維持を図ることを目

的とする。 

 

（定義） 

第２条  この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(１) たばこ たばこ事業法（昭和 59

年法律第 68 号）第２条第３号に規

定する製造たばこ又は同法第 38 条

第２項に規定する製造たばこ代用

品で、喫煙用のものをいう2。 

(２) 喫煙 たばこに火をつけ、又は

これを加熱3し、その煙又は蒸気を

発生させることをいう。 

(３) 受動喫煙 他人のたばこの煙又

は蒸気（肉眼で見える煙又は蒸気に

限らず、残留するたばこの臭気を含

む。）を吸わされることをいう。 

(４) 子ども4 児童虐待の防止等に関

                                                 
2 兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」第 1条

3項参照。 
3 新型の加熱式たばこを含むことを明示した。「神

奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」第

２条(５)号参照。 
4 本条例では、自らの意思で受動喫煙を避けるこ

とが特に困難である要保護の対象として、「児童

虐待防止法」と同様に 18 歳未満を対象とした。他

方、「未成年者喫煙禁止法」第 1条において「満

二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」

と規定されていることと平仄をあわせて20歳未満

の者を受動喫煙から保護すべきとする条例案も考

えられる。その場合は、「子ども」を「未成年者」

に変更し、定義を「満二十年に至らざる者」等に

変更する。 

する法律（平成 12 年法律第 82 号。

以下「児童虐待防止法」という。）

第 2 条に規定する児童をいう。 

(５) 保護者 児童虐待防止法第 2 条

に規定する保護者をいう。 

(６) 家庭等 子どもが住所又は居所

として継続的に居住する場所をい

う。 

(７) 関係機関等5 学校、児童福祉施

設、医療機関その他これらに準ずる

もので子どもの福祉に業務上関係

のある団体及び学校の教職員、児童

福祉施設の職員、医師、歯科医師、

薬剤師、保健師、助産師、看護師、

弁護士その他これらに準ずる者で

子どもの福祉に職務上関係のある

者をいう。 

 

（教育） 

第３条 都は、学校教育その他の場におい

て、受動喫煙の有害性及び受動喫煙の

防止に関する情報の提供を行うもの

とする。 

 

（家庭等における受動喫煙防止） 

第４条  保護者は、家庭等において、子

どもの受動喫煙防止に努めなければ

ならない。 

２ 喫煙をしようとする者は、家庭等

において、子どもと同室の空間で喫

煙をしてはならない。 

                                                 
5「横浜市子供を虐待から守る条例」参照。 
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（家庭等の外における受動喫煙防止） 

第５条  保護者は、家庭等の外において

も、受動喫煙を防止する措置が講じら

れていない飲食店6、カラオケボック

ス、ぱちんこ屋7、たばこの販売店そ

の他の施設8、又は、喫煙専用室その

他の喫煙の用に供する場所に、子ども

を立ち入らせないよう努めなければ

ならない9。 

 

（自動車内における受動喫煙防止） 

第６条  喫煙をしようとする者は、子ど

もが同乗している自動車（道路交通法

（昭和 35 年法律第 105 号）第２条１

項９号に規定する自動車をいう。）内

                                                 
6 「健康増進法」第 25 条により、施設管理者に受

動喫煙防止の努力義務が課されているが、いまだ

徹底されていない。 
7 受動喫煙対策が遅れている施設として、「神奈

川県公共的施設における受動喫煙防止条例」別表

第２「第２種施設」参照。 
8 厚生労働省が今後提出予定の法案では、施設の

管理者について「喫煙室への未成年の立入りを防

止する努力義務」を課す予定とのことである（平

成 28 年 10 月「受動喫煙防止対策の強化について

（たたき台）」）。また、シガーバーやたばこの販

売店等を含む「特定事業目的場所及び喫煙専用室

への 20 歳未満の立入りを防止する努力義務」を、

管理権原者（所有者を含む。）及び管理者（現場

監督的立場にある者等）に課す予定とのことであ

る（平成 29年 3 月 1日「受動喫煙防止対策の強化

について（基本的な考え方の案）【参考資料】」）。

このことから、さしあたり、本条例案においては、

管理権原者・施設管理者等への規定は設けなかっ

た。もっとも、今後の法律制定の状況や実情を踏

まえて、必要な場合には、管理権原者・施設管理

者等に対する規定や罰則をもっての禁止を条例に

定めることも検討すべきであろう。 
9兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」第 4条、

第 10 条 2 項等参照。 

において喫煙をしてはならない。 

 

（公園等10における受動喫煙防止） 

第７条  喫煙をしようとする者は、公園

又は児童遊園において、子どもの受動

喫煙防止に努めなければならない。 

 

（学校周辺及び小児科医療施設周辺等の

受動喫煙防止） 

第８条  喫煙をしようとする者は、子ど

もが学校生徒として登下校時に往来

する校門を中心として 100メートル以

内の路上又は公園において子どもの

受動喫煙防止に努めなければならな

い11。 

２ 喫煙をしようとする者は、通学、

通園等の用に供されている道路及

び児童等が日常的に利用している

公園、広場等12において、子どもの

受動喫煙防止に努めなければなら

ない。 

３ 喫煙をしようとする者は、小児科

を標榜する病院又は診療所の敷地

の外周から 7メートル以内の路上又

は公園において子どもの受動喫煙

防止に努めなければならない。 

 

（通報13） 

                                                 
10「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止

に関する条例」第２条 10 号参照 
11「美唄市受動喫煙防止条例」9条 2項 
12 「東京都安全安心まちづくり条例」第 27 条 
13 児童虐待防止法第６条参照。なお、法律上の

「通告」とは異なる制度として、「通報」の語を
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第９条  第４条１項若しくは２項、第５

条又は第６条に反して、継続的に受動

喫煙を受けていると疑われる子ども

を発見した者は、これを都、又は、児

童相談センター、児童相談所若しくは

保健所14に通報することができる15。 

 

（指導） 

第１０条  都、並びに、児童相談センタ

ー、児童相談所及び保健所は、第４条

１項若しくは２項、第５条又は第６条

の違反があったと思料するときは、関

係機関等と連携し、当該保護者又は当

該喫煙者に対し、子どもの受動喫煙の

再発防止のための指導又は助言（禁煙

治療の勧奨を含む。）その他の支援を

行うことができる16。 

 

（罰則） 

第１１条  第６条の規定に違反して喫煙

をした者は、２万円以下の過料17に処

する。 

 

                                                                            
用いた。「東大阪市子どもを虐待から守る条例」

第９条参照 
14 この条例を区市町村が制定する場合は、適宜、

「保健センター」や「子育て世代包括支援センタ

ー」等を対象に加える。 

15 「横浜市子供を虐待から守る条例」第 2条(5)

号参照 
16 「横浜市子供を虐待から守る条例」第 11 条 2 項

参照 
17 過料は行政罰である。警察による取締りを導入

して実効性をより高めるためには、罰金刑（刑事

罰）とした上で、いわゆる反則金制度（道路交通

法 125 条以下）に類した制度を設けることも考え

られる。なお、法律と条例とでは位置づけが異な

るため、現行の反則金制度と全く同じではない。 

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

上記は、例として東京都の場合を念頭に、

条例案を示したが、県・市・区の場合は、

以下の点を変更して、条例案とする。 

 

第１条について 「都民」を「県民」、

「市民」又は「区民」に変更する。 

 

第３条について 「都」を「県」、「市」

又は「区」に変更する。 

 

第９条及び第１０条について 「都」

を「県」「市」又は「区」に変更する。

「児童相談センター、児童相談所、若

しくは保健所」を適宜該当する児童相

談所や保健所の記載に変更する。また、

該当がある場合には「子育て世代包括

支援センター」を加える。 

 

参考法令 

 

「健康増進法」 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO103.html 

 

「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」 

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/life/1058195_3

558577_misc.pdf 

 

兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/documents/h28zyour

eide-ta.pdf 

 

「美唄市受動喫煙防止条例」 
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http://www.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/201512

1700027/files/jyudoukituennjyourei.pdf 

 

「未成年者喫煙禁止法」 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M33/M33HO033.html 

 

「児童虐待の防止等に関する法律」 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO082.html 

 

「横浜市子供を虐待から守る条例」 

http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/reiki/reiki_honbun/

g202RG00001817.html 

 

「東大阪市子どもを虐待から守る条例」 

http://www.city.higashiosaka.lg.jp/cmsfiles/contents/00

00006/6306/joureihonbun.pdf 

 

「岡山県子どもを虐待から守る条例」 

http://www.pref.okayama.jp/site/gikai/453398.html 

 

「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止

に関する条例」 

http://www.city.minato.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g1

04RG00000310.html 

 

「道路交通法」 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 

 

 

Ｄ．考察 

  この条例により、子どもの受動喫煙防止が一

層図られることが期待できる。 

 この条例案は、自動車内の喫煙については罰則

規定を設ける(第 6 条及び第 11 条)一方、家庭内（第

4 条）・家庭外の屋内（第 5 条）・屋外（第 7 条・第

8 条）については努力義務規定としており、罰則規

定の範囲について構成要件の明確化を図るととも

に、罰則が過度・広範なものにならないようバラ

ンスのとれた配慮がなされている。 

 また、屋内及び自動車内（第 4 条から第 6 条）

については、通報及び指導による対策を講じるも

のとしており（第 9 条・第 10 条）、罰則以外の方

法により実効性を図るものである。通報及び指導

に、法的な根拠を与える意義がある。 

 かつては「法は家庭に入らず」（古代ローマ）と

の格言があり、現代の刑法においても親族間の窃

盗・詐欺・横領等の財産犯については、刑を免除

する又は親告罪とする規定が見られる（親族相盗

例・刑法 244 条）。しかしながら、家庭内における

虐待や暴力については、近年、児童虐待防止法（「児

童虐待の防止等に関する法律」）やＤＶ防止法（「配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律」）が制定されており、上記かつての法格言

を超えて積極的に法が関与すべきとされている

（参議院法制局 法制執務コラム「立法と調査」

2006 年 5 月）。 

 受動喫煙は、今後、児童虐待や暴行・傷害の問

題としても議論されるべきである（『捜査研究』

2016 年 3 月号「タバコ受動喫煙と刑法 事例別

Q&A」62 頁）。受動喫煙による健康への悪影響か

ら子どもを保護し、子どもが安心して暮らせる環

境を整備することは、社会全体の責務というべき

であり、本条例の必要性が存する。 

 このように本条例の立法目的及び手段は、いず

れも合理的であり、これに対して、組織的な反対

や抵抗も起きにくいのではないかと思われ、現実
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的な条例制定の実現可能性も見込まれる。 

 

Ｅ．結論 

 子どもは、受動喫煙によって重篤な健康被害を

引き起こすおそれがあり、その上、自らの意思で

受動喫煙を避けることが極めて困難であり、受動

喫煙からの保護の必要性が特に高い存在である。 

・子どもが最も長い時間過ごす家庭内 

・保護者に同伴されて行く可能性のある喫煙がな

されている施設 

・非常に狭い空間で濃厚な受動喫煙を受ける自動

車内 

・屋外であっても、日常的に日々利用される公園・

通学路等 

において、子どもの受動喫煙からの保護が図られ

るべきである。 

今後は、家庭内や自動車内で子どもの近くでタ

バコを吸い、受動喫煙せしめる行為は、児童虐待

や暴行・傷害の問題として、議論されるべきであ

る。 

子どもの受動喫煙防止の条例が制定され、いず

れは各地の地方自治体の条例及び国の法律によっ

て全国に普及拡大することを望む。 

 

 

Ｆ．健康危険情報 

  なし 

 

 

Ｇ．研究発表 
1. 論文発表 

1) 東京都医師会タバコ対策委員会 平成29年3
月「答申」 

 
2. 学会発表 

1) 弁護士岡本光樹 「特別講演 2『子どもを受
動喫煙から守る条例』（案）の提言」 第 7 回
日本小児禁煙研究会学術集会 平成 29年 2月 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  なし 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 
分担研究報告書 

 
COPD 等のたばこの健康影響の啓発と禁煙を推進する保健医療システムの構築 

 
 

研究分担者 大森 久光   熊本大学大学院 生命科学研究部 生体情報解析学分野 教授 
研究協力者 尾上 あゆみ 熊本大学大学院 生命科学研究部 生体情報解析学分野 研究員 

 
 

研究要旨 
 
本研究の目的は、「受動喫煙防止等のたばこ対策の推進に関する研究」のうち、「COPD

等のたばこの健康影響の啓発と禁煙を推進する保健医療システムの構築」を行うことにある。

 COPD等の啓発とその効果的な予防・健康管理の推進のためには、健康管理のキーとなる

医療保険者と企業、地域住民および健診機関との協働（コラボヘルス）による新たな健康

管理の仕組みづくりが重要であり、その構築を行ってきた。 

本年度は、医療や健康診断等の場を活用して、質問票によるCOPD簡易スクリーニングと

呼吸機能検査を用いた禁煙アドバイスが、「COPDの認知度」や「禁煙成功率」の上昇につ

ながるかをランダム化比較試験（ramdomised controlled trial: RCT）を用いて明らかにする

ための研究デザインの作成を研究協力機関（健診機関）と行った。 

 
 
    
Ａ．研究目的 

学術的背景 

21 世紀における国民健康づくり運動（健康日本

21）の第一次の重点疾患（がん、循環器疾患、糖尿

病）に、第二次（平成 25 年～34 年）では、慢性閉

塞性肺疾患（COPD）が新たに加えられた。COPD は

2020 年には世界における死亡順位が第 3 位になると

予測されており、極めて重要な疾患であるにもかか

わらず我が国においてその認知度は低い現状にある。

第二次健康日本 21 では、COPD の認知度の向上を目

標としている。 

日本における国民皆保険制度下においては、医療

保険者（協会けんぽ、健保組合、国民健康保険等）、

企業及び地域住民、健診機関との協働の健康管理が

重要である。生活習慣病の増加、医療費増大、少子

高齢化などの重点課題の解決に対して、企業及び市

町村などの母体組織と医療保険者（協会けんぽ、健

保組合、国民健康保険等）と健診機関との連携のと

れた予防施策（コラボヘルス）が必要である。 

 

 

我々は、コラボヘルスによる COPD 等のたばこの 

健康影響の啓発と禁煙を推進する保健医療システム

を構築することを目指してきた。 

本研究では、ランダム化比較試験（ramdomised 

controlled trial: RCT）を実施することにより、質問票

による COPD 簡易スクリーニングと呼吸機能を用い

た禁煙アドバイスが COPD の認知度や禁煙成功率上

昇につながるかを検討することを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

１．COPD 等のたばこの健康影響の啓発と禁煙を推

進する保健医療システムの構築 

COPD 等の啓発と効果的な予防・健康管理の推進

のためには、健康管理のキーとなる医療保険者と企

業、地域住民および健診機関との協働（コラボヘル

ス）による新たな健康管理の仕組みづくりが重要で

あり、その構築を行ってきた。本年度は、我が国で

広く実施されている健診・人間ドックを活用して、

COPD 等のたばこの健康影響の啓発と禁煙を推進す
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るためのシステムを構築することを目指した。 

 

２．質問票による COPD の簡易スクリーニングと呼吸

機能検査を用いた禁煙アドバイスの効果検証のための

RCT 研究 

上記システムの構築のため、質問票による COPD

簡易スクリーニングと呼吸機能検査（肺年齢）を用

いた禁煙アドバイスが COPD の認知度や禁煙率上昇

につながるかを検証するRCT研究の実施にむけた協

議を研究協力機関と行った。 

研究協力機関の協力者（保健師、看護師、医師等）

と RCT 研究のデザイン（リクルート方法、ランダム

化、アウトカム評価方法等）について協議を行った。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究での RCT 研究の実施にあたって、ヘルシン

キ宣言に基づく倫理原則、「人を対象とする医学系研

究に関する倫理指針」を遵守して実施する。 

RCT 研究においては、研究に先立ち、同意説明文

書を含む研究計画書について熊本大学倫理委員会の

承認を得て適正に進める。 

対象者に研究目的、方法などを説明し、承諾を得

た上で研究を行う。 

また、質問票などの調査資料を研究協力機関より

得る場合には、個人情報保護法に基づきデータ等は

匿名化番号などによる管理とし、対応表は研究協力

機関の個人情報管理者が保存して、プライバシーを

保護する。 

研究協力機関より、匿名化されたデータとして提供

されるため、個人を特定することはない。 

個人の人権保護については、研究協力者（データ

提供者）に対して、研究の目的・方法・個人の守秘

義務を十分に理解していただき、自由意志により参

加した方のみを研究協力者の対象とする。口頭・文

書にて研究内容を説明した後、文書にて同意を得る。

同意の如何にかかわらず、不利益を受けないものと

し、かつ同意後いつでも翻意の可能性があることを

説明する。 

調査用紙にはプライバシーの保護を明記し、結果

に関する報告及び論文発表時には個人が特定できな

いように配慮する。個人情報に関する管理は、研究

代表者が行い、匿名性と秘密性を保持する。 

研究成果の公表は、特定の個人や医療機関が特定

されない形で行う。 

 

Ｃ．研究結果 

本年度は、我が国で広く実施されている健康診

断・人間ドックを活用して、COPD 等のたばこの健

康影響の啓発と禁煙を推進するためのシステムを構

築するため、質問票による COPD 簡易スクリーニン

グが COPD の認知度や禁煙率の向上につながるかを

RCT 研究により明らかにするための研究デザインの

作成について研究協力機関との協議を実施した。 

協議により以下の RCT 研究デザインを構築した。 

（図１） 

研究協力機関の人間ドック受診者（喫煙者）を対象

とし、受診時に同意を得た者を、ランダムに①禁煙支

援＋呼吸機能検査（肺年齢）、②禁煙支援＋COPD 質問

票、③禁煙支援のみの 3 群に割り付ける。禁煙支援に

は短時間支援（ABR 方式）を用いる。それぞれ 300 名

のリクルートを目指す。介入は、人間ドック受診当日

の看護師および保健師による支援の場において実施す

る。1 年後の人間ドック受診時または、郵送にて「COPD

の認知度」および「禁煙成功率」についてアウトカム

評価を行う。 

 

Ｄ．考察 

先行研究として Parkes G により行われた RCT 研究

（BMJ 336; 598-600, 2008）があるが、我が国での研究

はない。Parkes G らは、通常の禁煙支援に加えて呼吸

機能をもとにした肺年齢を提示した場合、禁煙成功率

が有意に上昇したと報告している。 
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本研究の RCT 研究デザインは、通常の禁煙支援（短

時間支援）に加えて、COPD 質問票または呼吸機能を

用いており、アウトカムとして「COPD の認知度」お

よび「禁煙成功率」を評価するという点に特色があり、

これまで日本では実施されていない。 

本研究の成果を、職域及び地域において、COPD

等の効果的な予防・健康管理の推進に関する新たな

仕組みづくりに活かしていきたいと考える。 

 

E．結論 

本年度は、呼吸機能検査や質問票による COPD ス

クリーニングが COPD の認知度や禁煙率に及ぼす効

果を調べるための RCT 研究計画を作成した。本年度

に作成した研究計画に基づき、平成 29 年度にはその

RCT 研究を実施する。 

 

F．健康危険情報 

  特になし 

 

G．研究発表 

１．論文発表 

本研究成果に関する論文発表なし 

 

２．学会発表 

  本研究成果に関する学会発表なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

この研究において、知的財産権に該当するものは

なかった。
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図１．ランダム化比較試験（RCT）研究計画 

・人間ドック検査終了後の看護師・保健師による支援の場において実施

・追跡期間 1年間

質問票によるCOPDの簡易スクリーニングの効果検証のための
RCT研究 ‐研究デザイン‐

分担研究者 熊本大学大学院生命科学研究部 大森久光

呼吸機能検査（肺年齢）

300名

300名

COPD質問票

「COPD認知」

＋

「禁煙状況」

300名

1年後の人間

ドック受診時

禁煙支援（短時間支援：ABR方式）

【対象者】
人間ドック
受診者
900名
喫煙者

アウトカム評価

禁煙支援（短時間支援：ABR方式）

禁煙支援（短時間支援：ABR方式）

無作為
割付
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

たばこ対策による健康面の効果評価とモデルの構築 

 

研究分担者  片野田耕太  国立がん研究センターがん対策情報センター 室長 

  

A. 研究目的 

 2012 年 6 月に策定された「がん対策推進基本

計画」、および 2013年度から実施されている「健

康日本 21（第二次）」では、「2022 年度までに

成人喫煙率を 12%とすること」が目標として掲

げられている。2015 年国民健康・栄養調査の成

人喫煙率は 18.2%であり、7 年間で変化率 35%

程度の減少を実現しなければならないことに

なる。日本の喫煙率は男女とも長期的に減少傾

向にあるが、たばこ税が増税された 2010 年以

降、減少の鈍化が見られる。科学的根拠に基づ

くたばこ対策を包括的に実行しなければ、目標

値の実現が困難となる可能性がある。本研究で

は、日本で実施可能性が比較的高い受動喫煙防

止の法制化、健診等の場での短期介入普及、お

よびクイットライン（＋メディアキャンペー

ン）を組み合わせることで 2022 年度（以下、

単に 2022 年）の成人喫煙率の目標値を達成で

きるかを検討することを目的とした。また、こ

の目標値を実現した場合の疾病負荷の減少効

果として、がん、循環器疾患、および呼吸器疾

患の回避死亡数を推計することも合わせて目

的とした。 

 

B. 研究方法 

データソース 

 成人喫煙率は 1995～2015 年の国民健康・栄

養調査の「現在習慣的に喫煙している者の割

合」（男女別）を用いた。たばこ対策の効果は、

研究要旨 

 健康日本 21（第二次）およびがん対策推進基本計画の目標値である「2022 年度までに

成人喫煙率 12％」（男女が同じ変化率と想定した場合、男性 19.8%、女性 5.2%）を達成

するための対策を検討した。2015 年の成人喫煙率は男性 30.1%、女性 7.9%（男女計

18.2%）であり（国民健康・栄養調査）、1995 年以降の年変化率は男性-2.9%、女性-1.4%

であった。日本で実施可能性が比較的高い受動喫煙防止の法制化、健診等の場での短

期介入普及、およびクイットラインについて、先行研究に基づいて禁煙率の増加効果を

推定すると、集団禁煙率を 1.4 倍にすると推計された。この効果を実測成人喫煙率の変

化率に適用すると、2022 年の成人喫煙率は男性 24.4%、女性 7.2%となると予測された。

この予測値と 2022 年度の目標値との差分をたばこ価格の値上げで実現するためには、

価格弾力性-0.18 を想定した場合、現在価格一箱 440 円を 910 円（男性）あるいは 1120

円（女性）にする必要があると推定された。2022 年度の成人喫煙率の目標値が実現した

場合、がん、循環器疾患、および呼吸器疾患の合計で、10 年間で約 3 万人、20 年間で

約 14 万人の死亡が回避できると推計された。がん対策推進基本計画および健康日本 21

（第二次）の成人喫煙率の目標値を実現し、国民の疾病負荷を効果的に軽減するために

は、たばこ価格の大幅値上げを含む包括的なたばこ対策を実施する必要がある。 
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先行研究（平成 25 年度厚生労働科学研究費補

助金「発がんリスクの低減に資する効果的な禁

煙推進のための環境整備と支援方策の開発な

らびに普及のための制度化に関する研究」）に

おいて推定された値を根拠とした。同先行研究

では、受動喫煙防止の法制化、健診等の場での

短期介入普及、およびクイットライン（メディ

アキャンペーンとの組み合わせ）の 3 つの対策

の組み合わせにより、集団禁煙率が 1.31 倍にな

ると推定されていた。この推定では受動喫煙防

止の法制化の強度別効果（最大 1.3 倍、職場 1.2

倍、公共の場所・レストラン 1.2 倍）のうち、

職場の値である 1.2 倍を用いていた。2016 年 10

月に厚生労働省が示した受動喫煙防止対策の

強 化 に つ い て の た た き 台

（ http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-

10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushi

nka/0000140971.pdf）では、公共の場所・レスト

ラン、および職場での適用が想定されている。

そこで本研究では、強度別の効果の最大値であ

る 1.3 倍を想定し、上記 3 つの対策の組み合わ

せによる集団禁煙率の増加効果を 1.4 倍とした。

また、健診等の場での短期介入普及およびクイ

ットラインについても効果が最大となること

を想定したシナリオでは、上記 3 つの対策の組

み合わせによる集団禁煙率の増加効果を 2倍と

した。 

 たばこの価格弾力性の値は、米国 Community 

Guide に基づいて、-0.18 とした（U.S. Community 

Guide Tobacco use and secondhand smoke 

exposure: Interventions to increase the unit price 

for tobacco products）。 

 

統計解析 

 2015 年をベースラインとして、対策シナリ

オ別に喫煙率の将来推計を行った。対策シナリ

オとしては、①現状維持シナリオ、②現実的対

策シナリオ、③最大化対策シナリオ、の 3 つを

設定した。①現状維持シナリオでは、1995～

2015 年の男女別成人喫煙率に対数線形回帰モ

デルを適用し、2022 年の予測を行った。②現

実的対策シナリオでは、受動喫煙防止の法制化、

健診等の場での短期介入普及、およびクイット

ライン（メディアキャンペーンとの組み合わ

せ）の 3 つの対策の組み合わせ効果である集団

禁煙率 1.4 倍の効果が、ベースラインの翌年に

実現し、翌年以降その効果が年 30%減衰してい

くことを想定した。シナリオ②におけるベース

ライン年の集団禁煙率は、シナリオ①で推計さ

れた男女別の喫煙率年変化率とした。③最大化

対策シナリオでは、集団禁煙率の増加効果を

2.0 倍、効果の経年的な減衰なしとして、シナ

リオ②と同様の推計を行った。推計結果と 2022

年の成人喫煙率の目標値との差分（未達成分）

をたばこ価格の値上げ（ベースライン 1 箱 440

円）で補う場合の目標価格を、上記価格弾力性

の値を適用して推定した。 

 回避死亡数の推計においては、ベースラインを

2015 年（喫煙率は 2014 年値を使用）、対象年齢を

40～79 歳とし、2016～2025 年の 10 年間および 2016

～2035 年の 20 年間の、喫煙率横ばいシナリオ（対

照）における疾患別死亡数と、2022 年に成人喫煙率

12%シナリオにおける疾患別死亡数との差を、累積

回避死亡数として求めた。なお、2023 年以降は、喫

煙状況の変化はないと仮定した。死亡数の推計は、

がん、および呼吸器疾患については、先行研究で男

性肺がんについて開発されたモデル（J Clin Oncol 

2011;41:483-9）による推計死亡数を、喫煙の人口寄

与危険割合および 2015 年死亡数の疾患別の値の

比を用いて女性、がん全体、および呼吸器疾患に外

挿した（がん患者の期待に応えるがん対策推進基本

計 画 の 策 定 の た め に 参 考 資 料

http://ganjoho.jp/public/news/2007/20070927.html）。

循環器疾患については、禁煙後の疾病リスクの減少

が肺がんよりも早期である可能性が高いため、上記

男性肺がんモデルの代わりに男性循環器疾患につ

いて推定されたモデルを用いて回避死亡数を推計し
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た。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究で用いたデータはすべて公表値であるため、

倫理的な問題は生じない。 

 

C. 研究結果 

 図 1 に、たばこ対策シナリオ別の男女別成人

喫煙率の推計結果を示す。2022 年の喫煙率は、

①現状維持シナリオ、②現実的対策シナリオ、

③最大化対策シナリオにおいて、それぞれ 

 シナリオ①：男性 24.8%、女性 8.0% 

 シナリオ②：男性 24.4%、女性 7.2% 

 シナリオ③：男性 20.7%、女性 6.6% 

と推計された。なお、2015 年の成人喫煙率は

男女計 18.2%（男性 30.1%、女性 7.9%）であり、

2022 年の目標値（男女計 12%）までの変化率

が男女同じであると仮定すると、男女別の目標

値はそれぞれ 19.8%および 5.2%となる。 

 表 1 に、②現実的対策シナリオおよび③最大

化対策シナリオにおいて、目標値との差分（未

達成分）をたばこの値上げで補う場合の目標価

格を示す（現在価格１箱 440 円、価格弾力性

-0.18）。2022 年の成人喫煙率目標値の実現のた

めには、②現実的対策シナリオにおいて 910 円

（男性）あるいは 1120 円（女性）、③最大化対

策シナリオにおいて 560 円（男性）あるいは

960 円（女性）にする必要があると推定された。 

 表 2 に、2022 年の成人喫煙率目標値が実現し

た場合の疾患別回避死亡数を、2016～2025 年の

10年間および 2016～2035年の 20年間の累積で

示す。がん、循環器疾患、および呼吸器疾患の

合計で、10 年間で約 3 万人、20 年間で 14 万人

の死亡が回避できると推計された。 

 

D. 考察 

 日本の成人喫煙率は、長期的には男女とも減

少傾向にあるが、2010 年以降減少が鈍化して

いる兆しが見られる。本研究の結果により、日

本で実行可能性が比較的高い対策（受動喫煙防

止の法制化、健診等の場での短期介入普及、ク

イットライン、メディアキャンペーン）を組み

合わせた場合でも、現実的な仮定の下では 2022

年の喫煙率目標値（成人男女計 12%）の達成は

困難であると予想された。目標値の達成のため

には、たばこの大幅値上げと組み合わせる、そ

れぞれの対策の強度を最大化する、対策の効果

を持続させるなどの上乗せが必要である。 

 保健医療政策の効果について科学的根拠をまとめ

ている米国の Community Guide の 2013 年 6 月時点

の評価によると、受動喫煙防止の法制化（smoke-free 

policies）は、受動喫煙の曝露を減らすだけでなく、

喫煙率（prevalence of tobacco use）、若年者の喫煙

開始、喫煙関疾病・死亡、および医療費も減らす効

果 が あ る と し て 推 奨 さ れ て い る

（ https://www.thecommunityguide.org/sites/default/fil

es/assets/Tobacco-Smokefree-Policies.pdf ） 。

Community Guide の 2010 年の評価では、受動喫煙

防止の法制化は、受動喫煙の曝露を減らす対策とし

ては推奨されていたが、能動喫煙を減らす効果につ

い て は 証 拠 が 不 十 分 と さ れ て い た （ Cochrane 

Database Syst Rev. 2010 Apr 14;(4):CD005992）。そ

の後の科学的証拠の蓄積により、受動喫煙防止の

法制化の効果が能動喫煙についても認められた形と

なっている。 

 受動喫煙防止の法制化が受動喫煙および能動喫

煙の減少効果を発揮するためには、屋内を全面禁

煙にすることが必要である。現在日本で検討されて

いる受動喫煙防止の法制化についても、屋内につ

いては例外を設けることなく、全面禁煙にすることが

望ましい。 

 受動喫煙防止の法制化は喫煙者への直接介入で

はなく、環境面での変化であるため、それをきっかけ

に禁煙試行をした者への適切なサポートが必要であ

る。そういう意味で、健診等の場での短期介入やクイ

ットラインの普及など、医療者が喫煙者に直接的に

介入できる対策と組み合わせることが重要である。た
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ばこ価格の値上げについても、依存性の高い喫煙

者が経済的な負担を強いられることがないように、適

切な禁煙サポートとの組み合わせが必要である。 

 2022 年の成人喫煙率の目標値が達成されることで、

10 年間で約 3 万人、20 年間では約 14 万人の死亡

を回避できると推計された。受動喫煙防止の法制化

は、非喫煙者、喫煙者双方を含めた喫煙の健康被

害全体を減らすための対策の一部として推進するこ

とが求められる。 

 

E.結論 

 がん対策推進基本計画および健康日本 21（第二

次）の成人喫煙率の目標値を実現し、国民の疾病負

荷を効果的に軽減するためには、たばこ価格の大幅

値上げを含む包括的なたばこ対策を実施する必要

がある。 
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表1. 2022年の喫煙率目標値を達成するために必要なたばこ価格

シナリオ 値上げ前 目標 喫煙率 価格変化率a 目標価格b

喫煙率 喫煙率 変化率 （10円未満四捨五入）
(2022年予測値)

男性　現実的対策シナリオ 24.4% 19.8% -19.3% 107.0% 910円
　　　　最大化対策シナリオ 20.7% 〃 -4.8% 26.8% 560円
女性　現実的対策シナリオ 7.2% 5.2% -27.8% 154.3% 1,120円
　　　　最大化対策シナリオ 6.6% 〃 -21.2% 117.8% 960円

b. 値上げ前のたばこ1箱価格を440円とする。

現実的対策シナリオ：　受動喫煙防止法制化、健診等の場での短期介入普及、およびクイットライン（メディアキャンペーンとの組み合わせ）の3つの対策により集団禁煙率
1.4倍の効果（その後年30%減衰）。

最大化対策シナリオ：　受動喫煙防止法制化、健診等の場での短期介入普及、およびクイットライン（メディアキャンペーンとの組み合わせ）の3つの対策により集団禁煙率
2.0倍の効果（その後減衰なし）。

a. 喫煙率の価格弾力性＝-0.18
  （U.S. Community Guide Tobacco use and secondhand smoke exposure: Interventions to increase the unit price for tobacco products）
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表2. 2022年の成人喫煙率目標値が実現した場合の疾患別累積回避死亡数（40～79歳；　2015年ベースライン）

男性 女性 男女計 男性 女性 男女計 男性 女性 男女計 男性 女性 男女計 男性 女性 男女計
2014年実測値 32.2% 8.5% 19.6% - - - - - - - - - - - -
2022年の喫煙率シナリオ
①喫煙率横ばい（対照シナリオ） 32.2% 8.5% 19.6% - - - - - - - - - - - -
②2022年に12.2%（累積回避死亡数は2016～2025年の10年間） 20.6% 4.7% 12.2% 18,100 1,300 19,400 7,000 1,400 8,400 2,500 200 2,700 27,600 2,900 30,500
　
　                    （累積回避死亡数は2016～2035年の20年間） 80,500 5,900 86,400 32,800 6,500 39,300 11,200 800 12,000 124,500 13,200 137,700

b.  年齢、喫煙年数、禁煙後経過年数を用いたモデルで循環器疾患死亡数を推計（Katanoda K, et al. Jpn J Clin Oncol 2011;41:483-9）

a. 年齢、喫煙年数、禁煙後経過年数を用いたモデルで肺がん死亡数を推計し（Katanoda K, et al. Jpn J Clin Oncol 2011;41:483-9）、がん全体および呼吸器疾患は人口寄与危険割合の比および人口動態統計死亡数の比を乗じて推計（がん患者の期待に応え
るがん対策推進基本計画の策定のために参考資料(http://ganjoho.jp/public/news/2007/20070927.html)）

成人喫煙率（2014年実測値） 累積回避死亡数

がんa 循環器疾患b 呼吸器疾患a 3疾患合計
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